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第１章  調査の概要 

第 1 節 調査の目的 

本調査は、令和８年度に「岡山県廃棄物処理計画」の見直しを図るため、県内に所在す

る事業所を調査対象とし、これらの事業活動に伴って生じる産業廃棄物の排出、処理状

況の実態を把握することによって、本県における産業廃棄物適正処理対策の推進に必要

な基礎資料を得ることを目的とした。 

 

第 2 節 調査に関する基本的事項 

調査に当たっては、「産業廃棄物排出・処理実態調査指針 改訂版」（平成 22 年４月、

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課）に準拠し実施した。 

 

１．調査対象期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの１年間 

 

２．調査対象廃棄物 

調査対象廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「法」という。）及

び同法施行令に定める表 1-2-1 及び表 1-2-2 の産業廃棄物及び有償物とした。 

なお、これらの産業廃棄物のうち、汚泥、廃油、廃プラスチック類、がれき類について

は、廃棄物の性状に応じて種類をさらに区分した。 

表 1-2-1 産業廃棄物の区分 

 調査対象廃棄物 細区分化の例等 

１ 燃え殻  

２ 汚泥 有機性汚泥、無機性汚泥 

３ 廃油 一般廃油、廃溶剤、その他 

４ 廃酸  

５ 廃アルカリ  

６ 廃プラスチック類 廃プラスチック、廃タイヤ 

７ 紙くず  

８ 木くず  

９ 繊維くず  

10 動植物性残さ  

11 動物系固形不要物  

12 ゴムくず  

13 金属くず  

14 
ガラスくず、コンクリートくず 
及び陶磁器くず 

※本報告書における図表では、「ガラス陶磁器く
ず」と略した 

15 鉱さい  

16 がれき類 コンクリート片、廃アスファルト、その他 

17 動物のふん尿  
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18 動物の死体  

19 ばいじん  

20 水銀廃棄物(水銀使用製品廃棄

物、水銀含有ばいじん等) 

 

21 処分するために処理したもの  

 

表 1-2-2 特別管理産業廃棄物の区分 

 調査対象廃棄物 細区分化の例等 

１ 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類 

２ 廃酸 pH が 2.0 以下の廃酸 

３ 廃アルカリ pH が 12.5 以上の廃アルカリ 

４ 感染性廃棄物 

５ 廃石綿等 

６ 特定有害廃棄物 

 

また、次に示す有償物、廃棄物等については以下の取り扱いとした。 

（１）法令上廃棄物とされていない有償物で今後の社会状況の変化によっては産業廃棄

物となる可能性があるもの（具体的には、金属スクラップなど）については、今回

の調査対象に含めた。 

（２）紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ及び動物系固形不要物については、法

で産業廃棄物となる業種が指定されている。このため、指定された業種以外の事業

所から発生した紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ及び動物系固形不要物に

ついては、事業系一般廃棄物とし、産業廃棄物の集計から除外した。 

ただし、貨物の流通のために使用したパレット（こん包用の木材を含む）について

は、業種による限定が設けられていないため、すべての業種で木くずとして集計し

た。 

（３）酸性又はアルカリ性を呈する排水であって、これを公共用水域へ放流することを

目的として事業所で中和処理を行っている場合には、中和処理後に生じた汚泥（沈

殿物）を発生量とした。 

（４）廃棄物を自己焼却処理した後に燃え殻が発生する場合は、焼却処理前の廃棄物を

発生量とした。 

 
 

３．調査対象業種 

調査対象業種は、「日本標準産業分類（令和５年７月改定、総務省）」に記載された分

類を基本に、産業廃棄物の排出量等を勘案し、表 1-2-3 の業種とした。 

なお、本報告書では業種の名称を一部省略して用いた。 
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表 1-2-3 調査対象業種(1) 

業 種 名 略   称 

＜農業、林業＞ 農   業 

＜漁業＞ 漁   業 

＜鉱業＞ 鉱   業 

＜建設業＞ 建 設 業 

＜製造業＞ 

 食料品製造業 

 飲料・飼料・たばこ製造業 

 繊維工業 

 木材・木製品製造業（家具を除く） 

 家具・装備品製造業 

 パルプ・紙・紙加工品製造業 

 印刷・同関連業 

 化学工業 

 石油製品・石炭製品製造業 

 プラスチック製品製造業 

 ゴム製品製造業 

 なめし革・同製品・毛皮製造業 

 窯業・土石製品製造業 

 鉄鋼業 

 非鉄金属製造業 

 金属製品製造業 

 はん用機械器具製造業 

 生産用機械器具製造業 

 業務用機械器具製造業 

 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

 電気機械器具製造業 

 情報通信機械器具製造業 

 輸送用機械器具製造業 

 その他の製造業 

製 造 業 

 食 料 品 

 飲料・飼料 

 繊 維 

 木 材 

 家 具 

 パルプ・紙 

 印 刷 

 化 学 

 石油・石炭 

 プラスチック 

 ゴ ム 

 皮 革 

 窯業・土石 

 鉄 鋼 

 非 鉄 金 属 

 金 属 

 はん用機器 

 生産用機器 

 業務用機器 

 電 子 部 品 

 電 気 機 器 

 情報通信機器 

 輸送用機器 

 そ の 他 

＜電気・ガス・熱供給・水道業＞ 

 電気業 

 ガス業 

 上水道業 

 下水道業 

電気・水道業 

 電 気 業 

 ガ ス 業 

 上 水 道 業 

 下 水 道 業 

＜情報通信業＞ 

 通信業 

 放送業 

 情報サービス業 

 インターネット付随サービス業 

映像・音声・文字情報制作業 

情報通信業 

注)＜ ＞内は大分類、その下は中・小分類（日本標準産業分類による） 

  



 

－ 4 － 

表 1-2-3 調査対象業種(2) 

業 種 名 略   称 

＜運輸・郵便業＞ 

 鉄道業 

 道路旅客運送業 

 道路貨物運送業 

運 輸 業 

＜卸売・小売業＞ 

 各種商品卸売業 

 各種商品小売業 

 自動車小売業 

 機械器具小売業 

 家具・建具・畳小売業 

 じゅう器小売業 

 燃料小売業 

卸・小売業 

＜不動産業・物品賃貸業＞ 

 物品賃貸業 
物品賃貸業 

＜学術研究、専門・技術サービス業＞ 

 学術・開発研究機関 

 写真業 

学術・専門 

＜宿泊業、飲食サービス業＞ 

 飲食店 
宿泊・飲食 

＜生活関連サービス業、娯楽業＞ 

 洗濯業 
生活関連業 

＜医療・福祉＞ 

 医療業 
医療・福祉 

＜サービス業＞ 

 自動車整備業 

 と畜業 

サービス業 

＜公務＞ 

 公務 
公務 

注)＜ ＞内は大分類、その下は中・小分類（日本標準産業分類による） 
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４．調査対象地域 

調査対象地域は、岡山県内全域とし、表 1-2-4 に示すとおり構成市町村により５地域

に区分した。 

表 1-2-4 地域区分 

地 域 名 構 成 市 町 村 

岡山市 岡山市 

倉敷市 倉敷市 

備前地域 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 

備中地域 
笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町 

里庄町、矢掛町 

美作地域 
津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町 

西粟倉村、久米南町、美咲町 
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５．発生量及び処理状況の流れ図 

調査の集計結果は、図 1-2-1 に示す発生量及び処理状況の流れ図に示した項目により、

とりまとめた。 

なお、図 1-2-1 に示した各項目の用語の定義は、表 1-2-5 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 発生量及び処理状況の流れ図 
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G5：その他量

E2：自己最終処分量
E3：委託中間処理量
E4：委託直接最終処分量
E5：その他量

委託中間
処理後

最終処分量

(A) (B) (S)

(C) (D) (E)

(E1)

(G1)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L) (M)

(N)

(O) (P) (Q)

(R)

(T)

(M2)

(M1)
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表 1-2-5 発生量及び処理状況の流れ図の項目に関する用語の定義 

項 目 定   義 

(A)発生量 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量 

(B)有償物量 
(A)の発生量のうち、中間処理されることなく、他者に有償で売却し

た量 

(C)排出量 (A)の発生量のうち、(B)の有償物量を除いた量 

(D)自己中間処理量 (C)の排出量のうち、自ら中間処理した廃棄物量で処理前の量 

(E)自己中間処理後量 (D)で中間処理された後の廃棄物量 

 (E1)自己中間処理後再生利用量 
(E)の自己中間処理後量のうち、自ら利用したもの、又は他者に有償

で売却した量 

 (E2)自己最終処分量 
(I)の自己最終処分量のうち、自己中間処理後に自己最終処分された

量 

 (E3)委託中間処理量 
(L)の委託中間処理量のうち、自己中間処理後に委託中間処理された

量 

 (E4)委託直接最終処分量 
(O)の委託直接最終処分量のうち、自己中間処理後に委託直接最終処

分された量 

 (E5)その他量 (J)のその他量のうち、自己中間処理後にその他となった量 

(F)自己減量化量 (D)の自己中間処理量から(E)の自己中間処理後量を差し引いた量 

(G)自己未処理量 (C)の排出量のうち、自己中間処理されなかった量 

 (G1)自己未処理自己再生利用量 
(G)の自己未処理量のうち、他者に有償売却できないものを自ら利用

した量 

 (G2)自己最終処分量 (I)の自己最終処分量のうち、自己未処理で自己最終処分された量 

 (G3)委託中間処理量 (L)の委託中間処理量のうち、自己未処理で委託中間処理された量 

 (G4)委託直接最終処分量 
(O)の委託直接最終処分量のうち、自己未処理で委託直接最終処分さ

れた量 

 (G5)その他量 (J)のその他量のうち、自己未処理でその他となった量 

(H)搬出量 (I)の自己最終処分、(J)のその他、(K)の委託処理量の合計 

(I)自己最終処分量 自己の埋立地に処分した量 

(J)その他量 保管されている量、又は、それ以外の量 

(K)委託処理量 中間処理及び最終処分を委託した量 

(L)委託中間処理量 (K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理された量 

(M)委託中間処理後量 (L)で中間処理された後の廃棄物量 

 (M1)委託中間処理後再生利用量 
(M)の委託中間処理後量のうち、処理業者等で自ら利用し又は他者に

有償で売却した量 

 (M2)委託中間処理後最終処分量 (M)の委託中間処理後量のうち、最終処分された量 

(N)委託減量化量 (L)の委託中間処理量から(M)の委託中間処理後量を差し引いた量 

(O)委託直接最終処分量 
(K)の委託処理量のうち、処理業者等で中間処理されることなく最終

処分された量 

(P)委託最終処分量 処理業者等で最終処分された量 

(Q)最終処分量 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計 

(R)再生利用量 排出事業者、処理業者等で再生利用された量 

(S)資源化量 (B)の有償物量と(R)の再生利用量の合計 

(T)減量化量 排出事業者又は、処理業者等の中間処理により減量された量 
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第 3 節 調査の方法 

１．調査方法の概要 

本調査は、郵便配布（回収）によるアンケート調査及び資料調査により実施した。アン

ケート調査の対象業種のうち標本調査を実施した業種については、原単位法によって調

査対象全体の発生量等の推計値を算出した。各業種における調査方法は表 1-3-1 に示す

とおりである。 

表 1-3-1 業種別の調査方法等 

業種 

調査方法 

推計方法等 

アンケート調査 
資
料
調
査 

全
数
調
査 

標
本
調
査 

農業 

(耕種農業･林業除く) 
  ○ 

資料等を用いて発生量等の実績値を把握し

た。 

電気・水道業 ○   

電気・水道業に属する全ての事業所に対して

アンケート調査を行い、発生量等の実績値を

把握した。 

上記以外の業種  ○  

上記以外の業種に属する事業所から調査対象

事業所を抽出してアンケート調査を行い、回

答を得た産業廃棄物の発生量及び処理状況に

関する内容と産業廃棄物の発生量を説明する

活動指標量を基に、発生量等を推定した。 

 

 

２．アンケート調査について 

(１) 全数調査 

全数調査は、対象業種に属する全ての事業所に対して、郵便配布(回収)によるアンケ

ート調査を行い、その発生量及び処理状況の実績量を把握した。 

 

(２) 標本調査 

標本調査は、標本調査対象業種に分類される事業所から調査事業所を抽出し、郵便配

布(回収)によるアンケート調査を実施した。 

回答を得た産業廃棄物の発生量及び処理状況に関する内容と産業廃棄物の発生量を

説明する活動量指標（製造品出荷額等）を基に、県内の産業廃棄物の発生量等を推定し

た。 

 

(３) 標本抽出方法 

標本調査の抽出は、「母集団データ（令和５年度フレーム）」に登録された県内の事

業所を対象として、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所を層別区分し、これらの

各層ごとに実施した（表 1-3-2 参照）。 
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表 1-3-2 標本調査抽出方法 

業種 抽出方法 

農業(耕種農業･林業) 

○従業者数 30 人以上：全数抽出 

○従業者数 5人以上 30 人未満：無作為抽出 

漁業 

鉱業 

建設業 

製造業 

電気・水道業 
関係部局の名簿を基に、発電所、ガス製造工場、浄水場、下水処理場を

全数抽出 

情報通信業 

○従業者数 30 人以上：全数抽出 

○従業者数 5人以上 30 人未満：無作為抽出 

運輸業 

卸・小売業 

物品賃貸業 

学術・専門 

宿泊・飲食 

生活関連業 

医療・福祉 
○病院：全数抽出 

○病院以外：30 人以上全数抽出、5人以上 30 人未満無作為抽出 

サービス業 
○と畜場：全数抽出 

○自動車整備業：30 人以上全数抽出、5 人以上 30 人未満無作為抽出 

公務 自衛隊駐屯地を全数抽出 

 

 

(４) アンケート調査項目 

アンケート調査の項目は、活動量指標（製造品出荷額等）と廃棄物の発生量及び処理

状況に関するものとし、調査票の形式は、各業種の発生廃棄物や処理状況の特性や推計

に必要な活動量指標等を考慮して、①建設業、②医療業、③建設業・医療業以外の３種

類の調査票を作成した。 

なお、調査票の項目及び形式は、巻末の参考資料に示す。 
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３．発生原単位の算出と調査対象全体の発生量の推定方法 

(１) 推計方法の考え方 

調査対象全体の発生量は、全数調査、標本調査及び資料調査による発生量の合計によ

り算出した。 

全数調査及び資料調査は実績値の集計により求めるが、標本調査は標本以外の発生量

について推計を行う必要がある。 

その際、事業所によっては多量に産業廃棄物を排出するなど同業他社と比較し排出状

況が大きく異なる等特殊な標本を特異値とし、特異値以外の標本データのみを用いて原

単位を作成しアンケート調査以外の部分を推計した。 

こうして得られた発生量の実績値と推計値を足し合わせ、調査対象全体の発生量を推

計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 産業廃棄物の推計方法の概要図 

標本調査

発生量
実数値

活動量指標値
実数値

特異値と特異値
以外に区分

発生量実数値
（特異値）

発生量・指標値
（特異値以外）

原単位の算出

活動量指標値
(標本以外)

資料調査による
実績値

推 計
全発生量

全数調査による
実績値

アンケート調査

発生量実数値
（標本）

発生量推計値
（標本以外）

特異値とは:
産業廃棄物年間発生量1千t以上、
又は
特別管理産業廃棄物年間発生量
50t以上の標本
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(２) 発生原単位の算出 

発生原単位は、図 1-3-1 に示すとおり特異値以外の標本を用いて算出した。 

発生原単位は、特異値以外の標本の業種別・種類別の集計産業廃棄物発生量と集計活

動量指標値から図 1-3-2 により業種別・種類別にそれぞれ算出した。 

特異値とは、産業廃棄物の年間発生量１千トン以上又は特別管理産業廃棄物の年間発

生量 50 トン以上の標本のことを示す。 

 

(３) 標本以外の発生量の推定方法 

標本以外の発生量は、(1)で算出された発生原単位と、業種別の調査対象全体（母集

団）における調査当該年度の標本による把握分以外の活動量指標を用いて推計した（図

1-3-2 Ｂ式参照）。 

 

(４) 調査対象全体の発生量の推計 

調査対象全体の発生量は、標本以外の発生量推計値、標本調査の発生量実績値（特異

値を含む）、全数調査の発生量実績値及び資料調査の発生量実績値を積算し推計した（図

1-3-2 Ｃ式参照）。 

 

①発生原単位の算出 

Ａ式 α＝Ｗa÷Ｏa        α：産業廃棄物の発生原単位 

Ｗa：特異値以外の集計産業廃棄物発生量 

Ｏa：特異値以外の集計活動量指標値 

 

②標本以外の発生量の推定方法 

Ｂ式 Ｗ１＝α×Ｏ    Ｗ１：特異値以外の発生量推計値 

α：産業廃棄物の発生原単位 

Ｏ：標本以外の活動量指標値 
（母集団指標値より標本で捕捉した指標値を除いた残り） 

③調査対象全体の発生量の推計 

Ｃ式 Ｗ＝Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４    Ｗ  ：調査対象全体の発生量推計値 

Ｗ１：標本以外の発生量推計値 

Ｗ２：標本の発生量実績値(特異値を含む) 

Ｗ３：全数調査の発生量実績値 

Ｗ４：資料調査の発生量実績値 
 

図 1-3-2 発生原単位と発生量の推定計算 
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(５) 活動量指標 

標本調査対象業種の推計に用いた活動量指標は、次のとおりである。 

表 1-3-3 業種別の活動量指標 

産業分類 活動量指標等 出典 

農業 

(耕種農業･林業) 
従業者数 令和３年度経済センサ活動基礎調査（総務省統計局） 

漁業 

鉱業 

建設業 元請完成工事高 建設工事施工統計調査報告(令和５年度実績)（国土交通省） 

製造業 製造品出荷額等 2024 年経済構造実態調査（経済産業省） 

情報通信業 

従業者数 令和３年度経済センサス-活動調査（総務省統計局） 

運輸業 

卸･小売業 

物品賃貸業 

学術･専門 

宿泊･飲食 

生活関連業 

医療・福祉 
病床数 令和６年度医療施設(動態)調査（厚生労働省） 

従業者数 令和３年度経済センサス-活動調査（総務省統計局） 

サービス業 従業者数 令和３年度経済センサス-活動調査（総務省統計局） 

 

４．資料調査について 

資料調査（農業）については、畜産農業から排出する動物（家畜）のふん尿の排出量に

ついては、「家畜排せつ物量の原単位」の排せつ物量に頭羽数を乗じて推計した。 

畜産農業から排出する動物（家畜）の死体については、家畜共済の加入頭数及び死亡

廃用事故頭数から畜種ごとの死亡率を求め、これに畜種ごとの体重設定値、頭数を乗じ

ることにより推計した。 
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５．産業廃棄物の種類の区分について 

本報告書では、産業廃棄物の種類を３段階で設定した。 

中間処理により廃棄物の種類が変化する場合がある。この場合において、中間処理後

の変化した廃棄物の種類で記載した場合には（種類別：変換）と記載し、変化する前の

廃棄物の種類で記載した場合には（種類別：無変換）と表現した。 

 

１段階 発生時点の種類 

２段階 排出事業者の自己中間処理により、変化した処理後の種類 

 例：木くず→（焼却）→［燃え殻］ 

注）１段階時点の種類と事業者の中間処理方法に基づいて推定した。 

３段階 委託中間処理により、変化した処理後の種類 

注）２段階時点の種類と委託中間処理方法に基づいて推定した。 

 

６．建設業の地域別発生量等の推計方法 

建設業は他の業種と違い、事業所の所在地が廃棄物の発生場所ではなく、工事現場が

廃棄物の発生場所となっている。本調査では、建設業の各地域別の量を算出するため、

アンケート調査で建設業の地域別発生率を調査しており、その回答結果を用いて、地域

別発生量を算出した。 

 

７．単位と数値に関する処理 

(１) 単位に関する表示 

本報告書の調査結果表においては、すべて１年間の量であることを明らかにするため、

図表の単位は「千ｔ/年」で表示しているが、文章中においては、原則として「千トン」

で記述した。 

 

(２) 報告書の図表における数値の処理 

本報告書に記載されている千トン表示及び構成比(％)の数値は、四捨五入した値を使

用しているために、総数と個々の合計とは一致しない場合がある。 

なお、図表中の「0」表示は 500ｔ/年未満であること、空欄は該当値がないものを示

している。 

 

８．特別管理産業廃棄物について 

本報告書は、特別管理産業廃棄物を含めた結果を産業廃棄物として記載した（例：引

火性廃油→廃油に含む、特定有害廃酸→廃酸に含む）。 

ただし、感染性廃棄物については、該当する産業廃棄物の種類がないため、「その他の

産業廃棄物」に含めて集計した。 
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９．農業の取扱い 

畜産農業から排出される動物のふん尿等の処理状況は、他業種と異なり、堆肥舎処理

や農地還元など、中間処理及び最終処分といった処理体系を用いて明確に区分すること

が困難である。そのため、発生量及び処理状況については、農業から発生する産業廃棄

物を除いて集計した。 

なお、農業を含めた全産業の総排出量は、第３章第３節に記載した。 
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第 4 節 標本抽出・回収結果 

本調査では、岡山県内に所在する総事業所数 77,368 件（令和５年度母集団データ）のう

ち、34,372 事業所をアンケート調査の対象とした。 

このうち、業種特性、規模別特性等を考慮し、設定された業種別、従業者規模別の抽出率

を基に、5,029 事業所（抽出率 14.6％）を抽出し、郵送によるアンケート調査を実施した。 

回収された調査票は、2,580 事業所（回収率 51.3％）であり、このうち、廃業及び休業、

建設業においては、県内元請工事の実績無し等の理由により無効となった調査票を除いた有

効調査票は、2,347 事業所であった。 

なお、アンケート調査によって直接把握された産業廃棄物等の発生量の集計は、推計され

た全体量の 91.5％を占める。 

表 1-4-1 標本抽出・回収結果 

総事業所数 ：77,368 事業所（令和５年母集団データより） 

調査対象事業所数 ：34,372 事業所 

アンケート送付事業所数 ：5,029 事業所 

回収事業所数 ：2,580 事業所 

回収率 ：51.3％ 

有効調査票数 ：2,347 事業所 

 

 

抽出及び回収結果等は、表 1-4-2 のとおりであり、表中の項目の説明は次のとおりである。 

(A)調査対象事業所数  ：調査対象とした業種の県内全体の事業所数 

(B)抽出事業所数    ：調査対象事業所よりアンケート対象として抽出した事業所数 

(C)抽 出 率     ：Ｂ÷Ａ×100 

(D)回収事業所数    ：アンケート調査票を送付し、調査票が回収（返送）された事業所数 

(E)回 収 率     ：Ｄ÷Ｂ×100 

(F)有効調査票数    ：事業所の転・廃業又は建設業において｢県内元請工事の実績無し｣ 

などの理由により無効となった調査票を除いた数 

(G)集計活動量指標値  ：有効調査票より入力した各業種の活動量指標値 

(H)母集団の活動量指標値：各業種の活動量指標値の県全体値（母集団値） 

(I)指標カバー率    ：県全体（母集団）の活動量指標値に対する有効調査票による集計活

動量指標値の割合 Ｇ÷Ｈ×100 

(J)集計廃棄物発生量  ：有効調査票の発生廃棄物の集計量 

(K)推計廃棄物発生量  ：「第３節 発生原単位の算出と調査対象全体の発生量の推計方法」 

に基づき推計した発生廃棄物の推計量 

(L)捕 捉 率     ：推計した廃棄物量に対する集計廃棄物量の割合 Ｊ÷Ｋ×100 
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表 1-4-2 標本抽出・回収結果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) （D) （E) （F) （G） （H） （I） （J） （K） （L）
調査対象

事業所数

抽出

事業所数
抽出率

回収

事業所数
回収率

有効

調査票数

集計活動量

指標値

母集団の活動

量指標値

指標

カバー率

集計

廃棄物量

推計

廃棄物量

廃棄物の

補足率
(B)÷(A) (D)÷(B) (G)÷(H) (千t） (千t） (J)÷(K)

34,372 5,029 14.6% 2,580 51.3% 2,347 ― ― ― 5,341 5,839 91.5%

農業・林業 424 47 11.1% 25 53.2% 22 962 4,506 21.3% 5 6 78.9%

農業（耕種農業） 322 37 11.5% 18 48.6% 15 721 3,553 20.3% 5 6 79.0%

林業 102 10 9.8% 7 70.0% 7 241 953 25.3% 0 0 27.7%

24 3 12.5% 1 33.3% 1 10 121 8.3% 0 0 100.0%

漁業 3 3 100.0% 1 33.3% 1 10 121 8.3% 0 0 100.0%

水産養殖業 21 0 0.0% 0 0.0% 0 － － － 0 0 100.0%

40 7 17.5% 5 71.4% 5 63 332 19.0% 13 14 98.0%

8,427 981 11.6% 602 61.4% 531 1,034,279 1,308,115 79.1% 654 800 81.8%

総合工事業 3,760 455 12.1% 281 61.8% 254 814,437 917,143 88.8% 571 640 89.1%

職別工事業 2,480 239 9.6% 135 56.5% 117 39,031 83,658 46.7% 67 107 62.4%

設備工事業 2,187 287 13.1% 186 64.8% 160 180,811 307,314 58.8% 17 53 32.3%

製造業 6,414 1,582 24.7% 839 53.0% 809 6,254,292 9,603,957 65.1% 2,952 3,254 90.7%

食料品 638 189 29.6% 115 60.8% 110 377,229 581,126 64.9% 35 91 38.8%

飲料・飼料 143 27 18.9% 18 66.7% 18 184,589 265,306 69.6% 6 8 78.1%

繊維 906 191 21.1% 72 37.7% 69 172,542 214,503 80.4% 5 15 35.4%

木材 180 38 21.1% 20 52.6% 20 50,640 85,785 59.0% 4 22 16.2%

家具 269 26 9.7% 15 57.7% 15 29,484 36,600 80.6% 5 14 39.5%

パルプ･紙 111 42 37.8% 24 57.1% 24 77,938 126,088 61.8% 71 75 95.4%

印刷 320 69 21.6% 31 44.9% 30 104,656 117,201 89.3% 6 9 69.3%

化学 167 83 49.7% 54 65.1% 53 870,408 1,405,859 61.9% 815 857 95.1%

石油･石炭 41 7 17.1% 5 71.4% 5 1,345,461 1,853,635 72.6% 87 87 100.0%

プラスチック 291 90 30.9% 52 57.8% 52 256,176 328,083 78.1% 10 14 71.4%

ゴム 88 41 46.6% 19 46.3% 18 57,067 123,079 46.4% 6 11 53.5%

皮革 21 3 14.3% 1 33.3% 1 310 501 61.9% 0 0 100.0%

窯業・土石 477 112 23.5% 66 58.9% 65 123,891 263,329 47.0% 93 117 79.7%

鉄鋼 156 50 32.1% 25 50.0% 25 913,334 1,588,507 57.5% 1,504 1,513 99.4%

非鉄金属 71 26 36.6% 9 34.6% 9 61,810 110,109 56.1% 25 30 82.2%

金属 691 107 15.5% 56 52.3% 56 156,453 295,824 52.9% 14 31 44.4%

はん用機器 212 60 28.3% 37 61.7% 35 185,507 265,658 69.8% 13 15 91.3%

生産用機器 591 123 20.8% 56 45.5% 55 226,508 359,081 63.1% 52 95 55.4%

業務用機器 59 13 22.0% 8 61.5% 7 20,266 22,357 90.6% 1 1 91.0%

電子部品 75 32 42.7% 19 59.4% 16 146,366 188,865 77.5% 128 149 85.8%

電気機器 183 67 36.6% 43 64.2% 38 179,404 224,313 80.0% 2 2 68.9%

情報通信機器 15 9 60.0% 7 77.8% 7 15,502 22,565 68.7% 0 0 58.1%

輸送用機器 352 139 39.5% 69 49.6% 65 655,333 1,063,441 61.6% 68 97 70.3%

その他 357 38 10.6% 18 47.4% 16 43,418 62,142 69.9% 1 2 51.0%

電気･水道業 318 156 49.1% 147 94.2% 146 ― ― ― 1,692 1,692 100.0%

電気 195 37 19.0% 29 78.4% 28 ― ― ― 112 112 100.0%

ガス 10 6 60.0% 5 83.3% 5 ― ― ― 0 0 62.5%

上水道業 44 44 100.0% 44 100.0% 44 ― ― ― 56 56 100.0%

下水道業 69 69 100.0% 69 100.0% 69 ― ― ― 1,524 1,524 100.0%

情報通信業 778 129 16.6% 64 49.6% 57 5,745 11,395 50.4% 0 0 56.2%

通信業 43 13 30.2% 5 38.5% 3 117 730 16.0% 0 0 16.5%

放送業 32 13 40.6% 10 76.9% 9 657 897 73.2% 0 0 35.7%

情報サービス業 447 79 17.7% 37 46.8% 35 3,828 7,854 48.7% 0 0 100.0%

インターネット附随サービス業 105 6 5.7% 5 83.3% 4 314 666 47.1% 0 0 100.0%

映像・音声・文字情報制作業 151 18 11.9% 7 38.9% 6 829 1,248 66.4% 0 0 100.0%

運輸業 1,723 401 23.3% 169 42.1% 153 8,207 40,193 20.4% 4 14 30.9%

鉄道業 43 23 53.5% 11 47.8% 11 1,148 2,420 47.4% 0 0 51.5%

道路旅客運送業 272 59 21.7% 31 52.5% 28 1,412 5,131 27.5% 0 0 23.5%

道路貨物運送業 1,408 319 22.7% 127 39.8% 114 5,647 32,642 17.3% 4 14 30.3%

卸・小売業 4,011 331 8.3% 113 34.1% 97 4,658 27,060 17.2% 4 31 13.2%

各種商品卸売業 28 3 10.7% 1 33.3% 1 20 260 7.7% 0 0 100.0%

各種商品小売業 53 28 52.8% 10 35.7% 9 1,383 3,148 43.9% 0 0 52.2%

自動車小売業 1,738 132 7.6% 40 30.3% 33 1,501 10,417 14.4% 1 8 13.5%

機械器具小売業 742 52 7.0% 25 48.1% 20 696 4,651 15.0% 1 8 17.7%

家具・建具・畳小売業 284 20 7.0% 5 25.0% 5 333 1,745 19.1% 0 1 15.2%

じゅう器小売業 368 9 2.4% 1 11.1% 1 67 1,147 5.8% 0 0 100.0%

燃料小売業 798 87 10.9% 31 35.6% 28 658 5,692 11.6% 1 13 9.6%

不動産業・物品賃貸業 512 47 9.2% 19 40.4% 16 1,601 4,501 35.6% 1 2 66.6%

物品賃貸業 512 47 9.2% 19 40.4% 16 1,601 4,501 35.6% 1 2 66.6%

学術・専門 224 41 18.3% 24 58.5% 23 1,243 2,469 50.3% 1 1 69.7%

学術・開発研究機関 78 28 35.9% 18 64.3% 18 1,192 1,727 69.0% 1 1 70.9%

写真業 146 13 8.9% 6 46.2% 5 51 742 6.9% 0 0 7.6%

宿泊業、飲食サービス業 6,427 668 10.4% 195 29.2% 132 3,181 44,083 7.2% 0 1 7.3%

飲食店 6,427 668 10.4% 195 29.2% 132 3,181 44,083 7.2% 0 1 7.3%

生活関連 612 47 7.7% 23 48.9% 18 944 3,370 28.0% 0 1 30.3%

洗濯業 612 47 7.7% 23 48.9% 18 944 3,370 28.0% 0 1 30.3%

医療・福祉 3,629 543 15.0% 331 61.0% 316 ― ― ― 9 13 73.1%

病院 159 159 100.0% 84 52.8% 83 15,731 26,392 59.6% 9 11 81.5%

病院以外の医療業 3,470 384 11.1% 247 64.3% 233 6,803 27,200 25.0% 1 2 34.5%

サービス業 807 44 5.5% 21 47.7% 19 527 3,748 14.1% 4 10 41.0%

自動車整備業 805 42 5.2% 19 45.2% 17 521 3,718 14.0% 4 10 40.4%

と畜場 2 2 100.0% 2 100.0% 2 6 30 20.0% 0 0 100.0%

2 2 100.0% 2 100.0% 2 ― ― ― 0 0 100.0%

（活動量指標の内容）建設業：元請完成工事高等(百万円)　製造業：製造品出荷額(百万円)　病院：病床数(床)　その他の業種：従業者数(人)

　　　　　　　　　　項目

　業種

合計

漁業

鉱業・採石業・砂利採取業

建設業

公務
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第２章 調査結果 
 

第 1 節 調査結果の概要 

令和６年度における産業廃棄物の発生量は 5,839 千トンで、有償物量は 212 千トン（発生

量の 3.6％）、排出量は 5,627 千トン（同 96.4％）となっている。 

排出量 5,627 千トンのうち、排出事業者自らの中間処理により 2,299 千トン減量化され、

また 1,164 千トンは自ら再生利用している。これらを除いた搬出量は 2,164 千トン（排出量

の 38.4％）となっている。 

搬出量 2,164 千トンは、自己最終処分量及び委託処理量、その他に区分される。委託処理

量 2,163 千トンのうち、委託中間処理による減量化量が 345 千トン、再生利用量が 1,548 千

トン、最終処分量が 271 千トンとなっている。 

県内で発生した産業廃棄物の流れをまとめると、再生利用量が 2,712 千トン（排出量の

48.2％）、減量化量が 2,644 千トン（同 47.0％）、最終処分量が 272 千トン（同 4.8％）と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 発生及び処理状況の概要 

 

（単位：千ｔ/年）

345

271

[  　]内の数値は発生量に対する割合。
(　　)内の数値は排出量に対する割合。

1,548

5,627
[96.4%]

(100.0%) 2,299

自己減量化量

発 生 量

5,839

有償物量

212
[3.6%][100%]

排 出 量

1

(0.0%)

[39.4%]

(40.9%)

自己再生利用量

1,164

(20.7%)

(38.4%)

[19.9%]

[37.1%]

(38.5%)

自己最終処分量

搬 出 量

2,164
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2,644
[45.3%]
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2,712
[46.4%]

(48.2%)

最終処分量

委託処理量

2,163
[37.1%]

272
[4.7%]

(4.8%)

その他

0
[0.0%]

(0.0%)
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第 2 節 廃棄物の発生・処理状況 

１．発生及び処理状況の概要 

(１) 発生量及び排出量 

令和６年度の１年間に県内で発生した産業廃棄物の発生量は 5,839 千トンで、有償物

量の 212 千トンを除いた排出量は 5,627 千トンとなっている。 

排出量を種類別にみると、汚泥が 3,063 千トンと最も多く、次いで、がれき類の 642

千トン、鉱さいが 628 千トン、ばいじんが 523 千トンとなっている。 

 

(２) 再生利用量 

再生利用量は 2,712 千トンとなっており、再生利用率(排出量に対する割合)は 48.2％

である。種類別にみると、がれき類が 608 千トンで最も多く、次いで、鉱さいが 557 千

トン、汚泥が 488 千トン、ばいじんが 472 千トンとなっている。 

 

(３) 最終処分量 

最終処分量は 272 千トンとなっており、最終処分率(排出量に対する割合)は、4.8％

である。種類別にみると、汚泥が 97 千トンと最も多く、次いで鉱さいが 68 千トン、が

れき類が 32 千トンとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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(４) 処理の流れ 

産業廃棄物の発生から処理の流れをまとめると、図 2-2-2 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-2 処理の流れ 

 

(A) (B) （単位：千ｔ/年） (S)

(E1) (R)

(G1)

(C) (D) (E) (I)

県内 1

(F) (E2)自己最終処分量 (H) 県外

(E3)委託中間処理量

(E4)委託直接最終処分量 (J)

(E5)その他量

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 中間処理後量(E)を経由した内訳を表している。

(G)

(K)

(G2)自己最終処分量

(G3)委託中間処理量

(G4)委託直接最終処分量 県内

(G5)その他量 県外

注)上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己

　 未処理量(G)を経由した内訳を表している。

(L) (M) (M1)

県内

県外 (M) (M2)

(T) (O) (P) (S)

県内

県外

注1：各項目量は端数処理のため、合計が合わない場合がある。

注2：〈　〉は発生量に対する割合、（　）は排出量に対する割合を示す。
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(５) 排出量に対する処理量の割合 

排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合を業種別、種類別にみると、

図 2-2-3 及び図 2-2-4 のとおりである。 

業種別でみると、建設業が排出する廃棄物は、がれき類が大部分を占めている。がれ

き類は土木・建設資材として再生利用されるため、再生利用率が高くなり、最終処分率

は低くなっている。 

電気・水道業が排出する廃棄物では、汚泥が大部分を占めている。汚泥は脱水や焼却

等により大幅に減量するため、減量化率が高くなっている。 

運輸業の再生利用率が高いのは、廃油や貨物の流通のために使用したパレット（こん

包用の木材を含む）の排出割合が高く、多くが再生利用されているためである。 

また、卸・小売業の再生利用率が高いのは、自動車関連の販売店から排出される廃タ

イヤや金属くずの再生割合が高いためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-3 業種別の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合 

 

業 種

(千t/年)
合計 鉱業 建設業 製造業

電気･

水道業

情報通信

業
運輸業 卸･小売業 宿泊･飲食

医療･

福祉

サービス

業※1

その他の

業種※2

排 出 量 5,627 14 798 3,056 1,682 0 14 29 1 13 11 8

再生利用量 2,712 12 720 1,808 125 0 13 21 0 1 6 6

減 量 化 量 2,644 2 36 1,040 1,550 0 1 3 1 9 3 0

最終処分量 272 0 42 208 7 0 1 5 0 3 2 2

そ の 他 量 0 0 0

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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種類別でみると、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリについては、脱水、中和、焼却、油

水分離などの処理により処理後の量が大きく減少するため、減量化率が高くなっている。 

紙くず、木くず、金属くず及びがれき類は、その利用用途が確立されていることから、

再生利用率が高くなっている。 

その他の産業廃棄物は混合廃棄物等であり、複数の素材が混合されているため再生利

用されにくいと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-4 種類別の排出量に対する再生利用量、減量化量、最終処分量の割合 

種類:無変換

(千ｔ/年)
合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸

廃アル

カリ

廃ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ類
紙くず 木くず

繊維

くず

動植物

性残さ

動物系固

形不要物

ゴム

くず

金属

くず

ｶﾞﾗｽ陶

磁器くず
鉱さい

がれき

類

ばいじ

ん

水銀廃棄

物

その他

産業廃

棄物

排 出 量 5,627 26 3,063 76 102 61 133 9 144 3 34 1 0 41 111 628 642 523 0 30

再生利用量 2,712 21 501 42 67 18 88 8 118 3 22 0 0 37 86 560 608 519 0 11

減 量 化 量 2,644 0 2,460 34 34 41 30 1 21 0 11 0 0 0 2 1 0 7

最終処分量 272 5 102 1 0 2 15 0 5 0 0 0 0 3 23 68 33 3 0 11

そ の 他 量 0 0 0

注）廃油、廃酸、廃アルカリ等に最終処分量が表示されているが、実際には、焼却等により燃え殻や汚泥となったものが最終処分されている。

注）しかし、この表における再生利用量、最終処分量はこのような中間処理等による廃棄物の種類の変化は考慮していない（種類：無変換）。
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２．排出の状況 

(１)業種別の排出状況 

排出量を業種別にみると、製造業が3,056千

トン（54.3％）で最も多く、次いで、電気・水

道業が 1,682 千トン（29.9％）、建設業が 798

千トン（14.2％）となっており、この３業種で

全体の 98.4％を占めている（図 2-2-5 参照）。 

製造業や電気・水道業は汚泥の量が多く、汚

泥は自己中間処理（脱水、焼却等）により大幅

に減量されるため、搬出量は、排出量の半分以

下となっている。 

建設業は、排出量の大部分をがれき類が占め

る。がれき類は基本的に中間処理による減量は

しないため、搬出量でみると、２番目に多い業

種となっている（図 2-2-6 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-6 業種別の発生量、排出量、搬出量 
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図 2-2-5 業種別の排出量 

業 種

(千t/年)
合計 鉱業 建設業 製造業

電気･

水道業

情報

通信業
運輸業 卸･小売業 宿泊・飲食

医療･

福祉

サービス

業※1

その他の

業種※2

5,839 14 800 3,254 1,692 0 14 31 1 13 12 8

(100%) (0.2%) (13.7%) (55.7%) (29.0%) (0.0%) (0.2%) (0.5%) (0.0%) (0.2%) (0.2%) (0.1%)

5,627 14 798 3,056 1,682 0 14 29 1 13 11 8

(100%) (0.2%) (14.2%) (54.3%) (29.9%) (0.0%) (0.3%) (0.5%) (0.0%) (0.2%) (0.2%) (0.1%)

2,164 0 774 1,119 211 0 7 21 1 13 9 8

(100%) (0.0%) (35.8%) (51.7%) (9.7%) (0.0%) (0.3%) (1.0%) (0.1%) (0.6%) (0.4%) (0.4%)

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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(２) 種類別の排出状況 

排出量を種類別でみると汚泥が

3,063 千トン（54.4％）で最も多く、

次いで、がれき類 642 千トン

（11.4％）、鉱さい 628 千トン

（11.2％）、ばいじん 523 千トン

（9.3％）の順で多くなっている（図

2-2-7 参照）。 

汚泥は排出量に占める割合は

54.4％と高いが、排出事業者自らに

よる脱水、乾燥、焼却等の処理によ

り、大幅に減量され事業所外に搬出

される。このため、搬出量全体の割

合でみると 20.3％となる（図 2-2-8

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-8 種類別の発生量、排出量、搬出量 
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図 2-2-7 種類別の排出量 
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(３) 業種別・種類別の排出状況 

業種別・種類別の排出量は表 2-2-1 のとおりであり、排出量の多い廃棄物の特徴は次

のとおりである。 

 

・汚泥の排出量 3,063 千トンのうち、製造業から 1,400 千トンが排出されている。ま

た、電気・水道業から 1,589 千トンが排出されており、これは主に排水処理に伴う

有機性汚泥である。 

 

・がれき類の排出量 642 千トンは、多くが建設業から排出されている。これは建築物

の新築や解体、道路工事の際に排出されるコンクリート片や廃アスファルトなどで、

563 千トンとなっている。 

 

・鉱さいの排出量は 628 千トンで、大半が製造業（鉄鋼業）から排出されている。 

 

・ばいじんの排出量は 523 千トンで、大半が製造業（鉄鋼業）から排出されている。 

 

表 2-2-1 業種別・種類別の排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千t/年）

　　　　　　 　　業　種

　種　類

合計 鉱業 建設業 製造業
電気･

水道業
情報

通信業
運輸業

卸･
小売業

宿泊・
飲食

医療･
福祉

サービ
ス業※1

その他
の業種

※2

合計 5,627 14 798 3,056 1,682 0 14 29 1 13 11 8

燃え殻 26 0 13 11 2

汚泥 3,063 13 51 1,400 1,589 0 1 0 1 5 1

廃油 76 0 0 65 0 7 0 1 0 2 0

廃酸 102 0 102 0 0 0 0

廃アルカリ 61 0 60 0 1 0 0 0

廃プラスチック類 133 0 23 93 0 0 3 9 0 2 2 1

紙くず 9 4 5

木くず 144 0 87 51 0 0 3 1 0 1 0

繊維くず 3 1 2

動植物性残さ 34 34

動物系固形不要物 1 1 0

ゴムくず 0 0 0 0 0 0

金属くず 41 0 10 20 0 0 1 10 0 1 0

ガラス陶磁器くず 111 48 62 0 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 628 3 625 0 0 0

がれき類 642 563 76 2 0 0 0 0

ばいじん 523 442 78 2

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他産業廃棄物 30 8 4 0 0 0 6 10 0 1

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。
注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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(４) 地域別の排出状況 

１）概要 

排出量を地域別にみると、倉敷市が2,354千

トン（41.8％）、岡山市が 1,303 千トン

（23.2％）、備前地域が1,002千トン（17.8％）、

美作地域が 539 千トン（9.6％）、備中地域が

429 千トン（7.6％）となっている（図 2-2-9、

図 2-2-10 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-10 地域別の発生量、排出量、搬出量 
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図 2-2-9 地域別の排出量 

地区
（千ｔ/年）
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(100%) (22.6%) (41.9%) (17.5%) (7.7%) (10.3%)
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(100%) (23.2%) (41.8%) (17.8%) (7.6%) (9.6%)
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２）地域別・業種別の状況 

地域別・業種別の排出量は表 2-2-2 に示すとおりであり、排出量が多い倉敷市は、製

造業が大部分を占めている。この地域には水島工業地帯があり、産業廃棄物を多く排出

する工場が多く立地しているためである。 

同じく排出量の多い岡山市は、建設業と製造業が多くなっている。 

 

表 2-2-2 地域別・業種別の排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千t/年）
　　　　　　 業　種

種　類

合計 岡山市 倉敷市 備前地域 備中地域 美作地域

合計 5,627 1,303 2,354 1,002 429 539

鉱　業 14 0 13 0

建設業 798 290 207 82 126 94

製造業 3,056 798 1,835 127 204 92

電気・水道業 1,682 188 294 788 67 344

情報通信業 0 0 0 0 0

運輸業 14 11 1 1 0 1

卸・小売業 29 6 11 0 8 4

宿泊・飲食 1 0 0 0 0 0

医療・福祉 13 6 3 1 2 1

サービス業
※１ 11 3 1 4 1 3

その他の業種
※２ 8 0 1 6 0

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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３）地域別・種類別の状況 

地域別・種類別の排出量は表 2-2-3 に示すとおりである。 

排出量の多い岡山市と倉敷市をみてみると、岡山市は汚泥の量が多くなっている。こ

れは、製造業の化学工業、窯業･土石製品製造業やパルプ･紙･紙加工品製造業から多く

排出され、岡山市は人口も多いため電気・水道業の下水汚泥も多くなっている。 

倉敷市は汚泥と鉱さい、ばいじんが多くなっている。これらの大部分は、製造業の鉄

鋼業と化学工業から排出されたものである。 

 

表 2-2-3 地域別・種類別の排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千t/年）
　　　　　　 業　種

種　類

合計 岡山市 倉敷市 備前地域 備中地域 美作地域

合計 5,627 1,303 2,354 1,002 429 539

燃え殻 26 8 12 1 2 4

汚泥 3,063 905 734 836 199 390

廃油 76 16 27 9 21 4

廃酸 102 2 81 17 2 1

廃アルカリ 61 4 35 15 2 5

廃プラスチック類 133 41 38 15 22 16

紙くず 9 3 1 0 4 0

木くず 144 56 28 16 25 18

繊維くず 3 0 0 2 0 0

動植物性残さ 34 9 10 1 13 1

動物系固形不要物 1 1

ゴムくず 0 0 0 0 0 0

金属くず 41 8 12 7 10 4

ガラス陶磁器くず 111 23 40 15 15 18

鉱さい 628 1 601 6 19 1

がれき類 642 215 209 59 91 67

ばいじん 523 2 512 0 2 6

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0

その他産業廃棄物 30 10 12 3 3 2
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３．中間処理などの状況 

(１) 自己中間処理状況 

自己中間処理量は 2,925 千トンとなっており、

排出量の 52.0％を占めている（図 2-2-11 参照）。 

排出量が多い汚泥の自己中間処理率が他に比べ

て高いことから、全体として自己中間処理率を引

き上げている。（図 2-2-12 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-12 種類別の排出量に対する自己中間処理量と自己未処理量の割合 
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図 2-2-11 自己中間処理量及び未処理量 

種類:無変換

(千ｔ/年)
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廃ﾌﾟﾗｽ
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鉱さい

がれき

類

ばいじ

ん

水銀廃棄

物

その他

産業廃

棄物

排 出 量 5,627 26 3,063 76 102 61 133 9 144 3 34 1 0 41 111 628 642 523 0 30

自己中間処理量 2,925 0 2,845 0 15 13 7 0 8 0 18 0 0 5 13 0

自 己 減 量 化 量 2,299 0 2,262 0 14 8 3 2 0 6 1 1

自 己 未 処 理 量 2,702 26 218 76 87 48 126 9 136 3 15 1 0 41 106 628 629 523 0 30

注）廃油、廃酸、廃アルカリ等に最終処分量が表示されているが、実際には、焼却等により燃え殻や汚泥となったものが最終処分されている。

注）しかし、この表における再生利用量、最終処分量はこのような中間処理等による廃棄物の種類の変化は考慮していない（種類：無変換）。
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(２) 委託処理状況（自己中間処理後の廃棄物を含む） 

委託処理量は 2,163 千トンであり、

委託直接最終処分量が 185 千トン、委

託中間処理量が 1,978 千トンである。

委託処理量の排出量に対する割合は

38.4％である。 

種類別にみると、がれき類が 620 千

トン（28.7％）で最も多く、次いで、

汚泥が 439 千トン（20.3％）、鉱さい

315 千トン（14.6％）、ばいじん 179

千トン（8.3％）、木くず 135 千トン

（6.2％）となっている（図 2-2-13、

図 2-2-14 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-14 種類別の委託処理状況 
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図 2-2-13 種類別の委託処理量 

種類:変換

(千ｔ/年)
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2,163 24 439 67 23 51 126 5 135 3 15 1 0 26 102 315 620 179 0 30
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185 3 77 2 0 1 0 0 0 15 64 20 2 0 1
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４．再生利用の状況 

(１) 資源化状況 

資源化量は 2,923 千トンであり、発生量

に対する割合は 50.1％である。 

種類別にみると、がれき類が 608 千トン

（20.8％）で最も多く、次いで、鉱さいが

557 千トン（19.1％）、汚泥が 542 千トン

（18.5％）、ばいじんが485千トン（16.6％）

となっている。 

また、有償物量は 212 千トンであり、金

属くずの量が多くなっている（図 2-2-15、

図 2-2-16 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-16 種類別の再生利用状況 
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図 2-2-15 種類別の資源化量 
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(千ｔ/年)
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(２) 再生利用状況 

再生利用量は 2,712 千トンであり、排

出量に対する割合は 48.2％である。 

種類別にみると、がれき類が 608

（22.4％）で最も多く、次いで、鉱さいが

557 千トン（20.6％）、汚泥が 488 千トン

（18.0％）、ばいじんが 472 千トン

（17.4％）となっている（図 2-2-17 参照）。 

また、用途別にみた再生利用状況は表 

2-2-4 に示すとおりであり、土木・建設資

材が 1,347 千トンで最も多く、次いで、セ

メント原材料が 383 千トン、鉄鋼原料が

336 千トンとなっている。 

 

 

表 2-2-4 用途別にみた再生利用状況 
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3.4% その他

376

13.9%

再生利用量
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図 2-2-17 種類別の再生利用量 

（単位：千ｔ/年）

　　　　　　　　　　用途

　種類:変換

合
計

鉄
鋼
原
料

非
鉄
金
属
等

原
材
料

燃
料

木
炭

飼
料

肥
料
・
堆
肥

土
壌
改
良
材

土
木
・

建
設
資
材

セ
メ
ン
ト

原
材
料

再
生
木
板
・

合
板

パ
ル
プ
・

紙
原
材
料

ガ
ラ
ス
原
材
料

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

原
材
料

再
生
タ
イ
ヤ

再
生
油
・

再
生
溶
剤

中
和
剤

塩
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鉄
又
は

硫
酸
鉄
原
料

酸
ま
た
は

ア
ル
カ
リ

高
炉
還
元

そ
の
他

合計 2,712 336 30 217 0 12 66 11 1,347 383 10 34 19 25 2 6 2 12 0 200

燃え殻 92 28 0 21 42 0 0

汚泥 488 202 24 10 11 21 4 20 191 5 0 0 0 0

廃油 41 0 28 1 0 0 2 0 6 0 5

廃酸 67 0 53 0 0 1 2 11 0 0

廃アルカリ 18 0 0 10 0 0 8 0 0 0

廃プラスチック類 86 2 0 53 0 0 8 2 0 0 17 2 0 2

紙くず 8 0 0 0 0 8 0 0

木くず 118 0 54 0 0 25 0 8 0 4 22 3

繊維くず 3 0 0 1 0 0

動植物性残さ 20 1 0 18 0 0 0 0

動物系固形不要物 0 0

ゴムくず 0 0

金属くず 37 37

ガラス陶磁器くず 84 78 3 2 1 0 0 0 0

鉱さい 557 15 2 0 0 1 5 423 70 5 19 0 18

がれき類 608 4 1 399 33 0 171

ばいじん 472 0 1 0 465 5 0 0 0

水銀廃棄物 0 0 0 0

その他 11 10 1 0 0
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５．最終処分の状況 

最終処分量は 272 千トンとなってお

り、排出量に対する割合は4.8％である。 

種類別にみると、汚泥が 97 千トン

（35.8％）と最も多く、次いで、鉱さい

が 68 千トン（25.1％）、がれき類が 32

千トン（11.7％）、ガラス陶磁器くずが

22 千トン（8.2％）となっている（図 2-

2-18、図 2-2-19 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-19 種類別の最終処分状況 
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図 2-2-18 種類別の最終処分量 
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1 0 0

0 0 0

271 21 97 13 0 4 0 0 0 3 22 68 32 2 0 8

(100%) (7.6%) (35.8%) (4.8%) (0.0%) (1.5%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (1.0%) (8.2%) (25.2%) (11.8%) (0.9%) (0.0%) (3.1%)

委託

最終処分量

最終処分量

自己

最終処分量

0

20

40

60

80

100

120

燃
え
殻

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

動
植
物
性
残
さ

動
物
系
固
形
不
要
物

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ
ス
陶
磁
器
く
ず

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ば
い
じ
ん

水
銀
廃
棄
物

そ
の
他
産
業
廃
棄
物

（千t/年）
自己最終処分量 委託最終処分量



 

－ 33 － 

第 3 節 業種別の調査結果 

１．鉱業 

鉱業からの排出量は 14 千トンで、県全体の排出量の 0.2％を占めている。 

排出した産業廃棄物の処理の流れは、図 2-3-1 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 鉱業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。
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(１) 種類別 

種類別にみると、汚泥の排出量が 13 千トンで排出量の 97.4％を占めており、中間処

理により減量化された後、全量が再生利用されている（図 2-3-2 参照）。 

汚泥は、鉱石や砂利の採取に伴い発生する砂利洗浄汚泥である。この汚泥は脱水等の

処理がされた後に埋め戻し材等として再利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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２．建設業 

建設業からの排出量は 798 千トンで、県全体の排出量の 14.2％を占めている。 

排出した産業廃棄物の処理の流れは、図 2-3-3 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-3 建設業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。
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(１) 種類別 

種類別にみると、排出量が最も多いがれき類は 563 千トン(建設業の排出量全体の

70.5％)で、このうち 545 千トンは再生利用されており、最終処分量は 16 千トンとなっ

ている。 

また、木くずの排出量は 87 千トン（同 10.9％）であるが、再生利用や減量化により

最終処分量は 2 千トンとなっている（図 2-3-4 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-4 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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注）1．各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計とは一致しない場合がある。
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３．製造業 

製造業からの排出量は 3,056 千トンで、県全体の排出量の 54.3％を占めている。 

排出した産業廃棄物の処理の流れは、図 2-3-5 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-5 製造業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。
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(１) 業種中分類別 

業種中分類別にみると、排出量では鉄鋼の 1,511 千トンが最も多く、次いで、化学が

799 千トンとなっており、この２業種で製造業全体の 76.6％を占めている。 

鉄鋼は、排出量で製造業全体の 49.4％を占めており、再生利用量では製造業全体の再

生利用量の 70.8％と割合が高くなっており、最終処分量も 109 千トン（同 52.5％）と

高くなっている。 

化学は、排出量では製造業全体の 26.2％を占めているが、脱水等の減量化により再生

利用量では製造業全体の再利用量の 12.8％と割合が低くなり、最終処分量は 39 千トン

（製造業全体の最終処分量の 18.7％）となっている（図 2-3-6 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-6 業種中分類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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１）鉄鋼 

種類別にみると、鉱さいの排出量が 606 千トンで最も多く、次いで、ばいじんの 431

千トン、汚泥の 326 千トンとなっている。 

鉱さいは、土木建設資材やセメント原材料等に再生利用され、再生利用量が 551 千ト

ン、最終処分量は 54 千トンとなっている。 

ばいじんは、排出量のほとんどがセメント原材料等に再生利用されるため、再生利用

量が 423 千トンと多くなっている。 

汚泥は、自社で再利用されており再生利用量が 176 千トン、最終処分量 34 千トンと

なっている。（図 3-3-7 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-7 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量（鉄鋼） 
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２）化学 

種類別にみると、汚泥の排出量が 726 千トンで最も多く、次いで、廃アルカリの 23

千トン、廃油の 18 千トン、廃プラスチック類の 16 千トンとなっている。 

汚泥は、排出量に比べて再生利用量が 193 千トン、最終処分量 36 千トンと少なくな

っているが、これは脱水等により減量化されているからである（図 3-3-8 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-8 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量（化学） 
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(２) 種類別 

種類別にみると、汚泥の排出量が 1,400 千トン(製造業の排出量全体の 45.8％)と最

も多く、次いで、鉱さいの 625 千トン(同 20.4％)、ばいじん 442 千トン(同 14.5％)の

順となっている。 

汚泥の排出量は多いが、脱水等による減量化が図られているため、最終処分量は少な

くなっている。（図 2-3-9 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-9 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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注）1．各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計とは一致しない場合がある。

注）2．｢0」表示は500ｔ/年未満であることを示している。
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４．電気・水道業 

電気・水道業からの排出量は 1,682 千トンで、県全体の排出量の 29.9％を占めている。 

排出した産業廃棄物の処理の流れは、図 2-3-10 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-10 電気・水道業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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(１) 業種中･小分類別 

業種中･小分類別にみると、排出量では下水道業が 1,524 千トン（電気・水道業の排

出量の 90.6％）で最も多く、次いで、電気業が 102 千トン（同 6.1％）、上水道業が 56

千トン（同 3.3％）となっている。 

最終処分量では、電気業が 5 千トン（電気・水道業の最終処分量の 69.0％）で最も多

くなっている。（図 2-3-11 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-11 業種中･小分類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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(２) 種類別 

種類別にみると、汚泥の排出量が 1,589 千トンで、電気・水道業の排出量全体の 94.5％

を占めている。 

汚泥は、主に自己中間処理（脱水・焼却等）により減量化されるため、最終処分量は

3 千トンに減少している（図 2-3-12 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-12 種類別の排出量、再生利用量、最終処分量 
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注）1．各項目の数値は、四捨五入した値を使用しているため、総数と個々の合計とは一致しない場合がある。

注）2．｢0」表示は500ｔ/年未満であることを示している。
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５．運輸業、卸･小売業、サービス業等の業種 

運輸業、卸･小売業、サービス業等からの排出量は 77千トンで、県全体の排出量の 1.4％

である。 

各業種の排出量は表 2-3-1 のとおりであり、運輸業から排出される貨物の流通のため

に使用したパレット（木くず）や自動車の整備に係る業種から排出される廃油や廃プラ

スチック類（廃タイヤ）及び混合物（廃バッテリー等）、医療・福祉から排出される感染

性廃棄物などが含まれている。 

各業種の産業廃棄物の処理の流れを示すと、図 2-3-13～図 2-3-19 のとおりである。 

 

表 2-3-1 運輸業、卸・小売業、医療・福祉、サービス業等の排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千t/年）
　　　　　　 業　種

種　類

合計
情報

通信業
運輸業

卸･
小売業

宿泊・
飲食

医療･
福祉

サービス業
※1

その他の
業種※2

合計 77 0 14 29 1 13 11 8

燃え殻 2 2

汚泥 9 0 1 0 1 5 1

廃油 11 7 0 1 0 2 0

廃酸 0 0 0 0

廃アルカリ 1 1 0 0 0

廃プラスチック類 17 0 3 9 0 2 2 1

紙くず

木くず 5 0 3 1 0 1 0

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物 0 0

ゴムくず 0 0 0

金属くず 11 0 1 10 0 1 0

ガラス陶磁器くず 1 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 0 0 0

がれき類 0 0 0 0 0

ばいじん 2 2

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0

その他産業廃棄物 17 0 0 6 10 0 1

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。
注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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図 2-3-13 情報通信業の発生及び処理状況の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-14 運輸業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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図 2-3-15 卸・小売業の発生及び処理状況の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-16 宿泊・飲食の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）
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3
[9.5%]

減量化量

(10.1%)

再生利用量

21委託処理量

21
[68.6%]

(72.7%)

[25.8%]

(16.2%)

その他

[69.5%]

(73.7%)

最終処分量

5
[15.3%]

（単位：千ｔ/年）

1

0

0

注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。

[30.8%]

(30.8%)

最終処分量

0
[21.1%]

(21.1%)

その他

資源化量

n
[30.8%]

1
[48.2%]

減量化量

(48.2%)

再生利用量

0委託処理量

1
[99.4%]

(99.4%)

[0.6%]

[99.4%]

(99.4%)

自己最終処分量

搬 出 量

1

1
[100.0%]

(100%)

自己再生利用量

0

(0.6%)

自己減量化量

[100%]

排 出 量

発 生 量

1

有償物量
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図 2-3-17 医療・福祉の発生及び処理状況の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-18 サービス業の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）

9

1

3

注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。

自己減量化量

[100%]

排 出 量

発 生 量

13

有償物量

0
[0.0%]

自己再生利用量

0

(0.0%)

搬 出 量

13

13
[100.0%]

(100%)

[100.0%]

(100.0%)

自己最終処分量

資源化量

1
[6.8%]

9
[67.6%]

減量化量

(67.6%)

再生利用量

1委託処理量

13
[100.0%]

(100.0%)

[0.0%]

(25.6%)

その他

[6.8%]

(6.8%)

最終処分量

3
[25.6%]

（単位：千ｔ/年）

3

4

2

注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。

[46.8%]

(49.3%)

最終処分量

2
[18.9%]

(19.9%)

その他

0
[0.1%]

(0.1%)

資源化量

6
[52.0%]

3
[29.0%]

減量化量

(30.6%)

再生利用量

6委託処理量

9
[80.0%]

(84.4%)

[14.7%]

[80.1%]

(84.5%)

自己最終処分量

搬 出 量

9

11
[94.8%]

(100%)

自己再生利用量

2

(15.5%)

自己減量化量

[100%]

排 出 量

発 生 量

12

有償物量

1
[5.2%]
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図 2-3-19 その他の業種の発生及び処理状況の概要 

 

（単位：千ｔ/年）

0

6

2

注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。

[71.7%]

(71.7%)

最終処分量

2
[28.0%]

(28.0%)

その他

資源化量

6
[71.7%]

0
[0.2%]

減量化量

(0.2%)

再生利用量

6委託処理量

8
[99.9%]

(99.9%)

[0.1%]

[99.9%]

(99.9%)

自己最終処分量

搬 出 量

8

8
[100.0%]

(100%)

自己再生利用量

0

(0.1%)

自己減量化量

[100%]

排 出 量

発 生 量

8

有償物量
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第３章 その他の調査結果 

 

第 1 節 特別管理産業廃棄物の発生・処理状況 

特別管理産業廃棄物（廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）、廃酸(pH2.0 以下)、廃アルカ

リ(pH12.5 以上)、感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物）については、他の産業廃棄物と同様

にアンケート調査の回答を基に推定した。 

なお、本節以外については、特別管理産業廃棄物を含めた結果を「産業廃棄物」として記

載している。 

 

１．発生及び処理状況の概要 

令和６年度の１年間に県内で発生した特別管理産業廃棄物の排出量は 145.6 千トンと

なっている。 

再生利用量は 99.6 千トン（排出量の 68.5％）であり、減量化量が 41.7 千トン（同

28.7％）、最終処分量が 4.0 千トン（同 2.8％）となっている。（図 3-1-1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1 特別管理産業廃棄物の発生及び処理状況の概要 

（単位：千ｔ/年）

4.0

注） [  　]内の数値は発生量に対する割合を、(　　)内の数値は排出量に対する割合を示している。

(2.8%)

その他

最終処分量

(50.0%)

[49.6%]

[0.3%]

4.0
[2.8%]

41.2

27.4 [68.4%]

(68.5%)

(0.3%)

自己再生利用量

72.2

(49.7%)

[49.9%]

(50.0%)

自己最終処分量

－

資源化量

99.8
[68.6%]

41.7
[28.7%]

減量化量

(28.7%)

再生利用量

99.6委託処理量

72.7
[49.9%]

搬 出 量

72.7

145.3
[99.8%]

(100%) 0

自己減量化量

[100%]

排 出 量

発 生 量

145.6

有償物量

0
[0.2%]
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２．業種別の状況 

業種別にみると、排出量では、製造業が 135.2 千トン（排出量の 93.0％）と最も多く、

次いで、医療・福祉が 9.5 千トン（同 6.6％）となっている。 

最終処分量では、製造業が 2.0 千トン（最終処分量の 48.7％）と最も多く、次いで、

医療・福祉が 1.8 千トン（同 43.5％）、建設業が 0.3 千トン（同 7.2％）となっている。

（図 3-1-2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2 特別管理産業廃棄物の業種別の発生量、再生利用量、最終処分量 

業種
(千ｔ/年)

合計 鉱業 建設業 製造業
電気･

水道業

情報

通信業
運輸業 卸･小売業

宿泊・

飲食

医療･

福祉

サービス

業
※1

その他の

業種
※2

145.3 0.3 135.2 0.0 0.1 0.0 9.5 0.1 0.0

(100%) (0.2%) (93.0%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (6.6%) (0.1%) (0.0%)

99.6 0.0 98.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0

(100%) (0.0%) (99.4%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.5%) (0.0%) (0.0%)

4.0 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0

(100%) (7.2%) (48.7%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (43.5%) (0.4%) (0.0%)

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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３．種類別の状況 

特別管理産業廃棄物を種類別にみると、排出量では、腐食性廃酸が 82.4 千トン（排出

量全体の 56.7％）と最も多く、次いで、特定有害産業廃棄物が 22.1 千トン（同 15.2％）、

腐食性廃アルカリが 16.0 千トン（同 11.0％）となっている。 

最終処分量では、特定有害産業廃棄物（廃石綿等を含む）が 0.3 千トン（同 6.8％）と

なっており、焼却等の中間処理により特別管理産業廃棄物ではなくなった産業廃棄物が

3.7 千トン（最終処分量全体の 92.1％）となっている。（図 3-1-3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-3 特別管理産業廃棄物の種類別の発生量、再生利用量、最終処分量 
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第 2 節 産業廃棄物の移動状況（農業を除き、特別管理産業廃棄物を含む） 

１．移動状況の概要 

移動状況の概要は表 3-2-1 に示すとおりであり、搬出量 2,164 千トンのうち、県内の

処理処分先等に搬出した（以下「県内搬出」という。）量は 1,522 千トン（搬出量の 70.3％）

であり、県外の処理処分先等に搬出した（以下「県外搬出」という。）量は 642 千トン

（同 29.7％）となっている。 

種類別の搬出量は図 3-2-1 及び図 3-2-2 に示すとおりである。県内搬出は、がれき類

が 583 千トン（県内排出量全体の 38.3％）で最も多く、次いで、汚泥が 394 千トン（同

25.9％）となっており、県外搬出は、鉱さいが 232 千トン（県外排出量全体の 36.2％）

で最も多く、次いで、ばいじんが 164 千トン（同 25.6％）、汚泥が 45 千トン（同 7.1％）

となっている。 

処理の内訳別にみると表 3-2-1 に示すとおりであり、委託処理量は 2,163 千トンとな

っており、中間処理量が 1,978 千トン、直接最終処分量（中間処理を経ずに最終処分さ

れたもの）が 185 千トンとなっている。 

直接最終処分量 185 千トンのうち、県外搬出は 2 千トン（直接最終処分量の 1.1％）で

あり、県内搬出の 183 千トン（同 98.9％）と比較して非常に少なくなっている。 

 

表 3-2-1 移動状況の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3-2-1 種類別の搬出量（県内）        図 3-2-2 種類別の搬出量（県外） 

 

鉱さい

232

36.2%

ばいじん

164

25.6%

汚泥

45

7.1%

がれき類

38

5.9%

廃油

33

5.2%

その他

129

20.1%

県外搬出量

642

(千ｔ/年)

(単位：千t/年）

合計 2,164 (100%) 2,163 (100%) 1,978 (100%) 185 (100%) 1 (100%) 0 (100%)

県内 1,522 (70.3%) 1,522 (70.3%) 1,339 (67.7%) 183 (98.9%) 1 (100%) 0 (100%)

県外 642 (29.7%) 642 (29.7%) 640 (32.3%) 2 (1.1%)

自己最終処分量 その他量
搬出量

委託処理量
中間処理量 直接最終処分量

がれき類

583

38.3%

汚泥

394

25.9%

木くず

122

8.0%

廃プラス

チック類

101

6.6%

ガラス

陶磁器くず

88

5.8%

鉱さい

83

5.4% その他

153

10.0%

県内搬出量

1,522

(千ｔ/年)
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２．県外への搬出状況 

県外への搬出量は 642 千トンであり、中国地方への搬出量が 216 千トンで最も多く、

次いで、近畿地方が 188 千トン、九州沖縄地方が 181 千トンとなっている。 

県外への搬出量を廃棄物の種類別にみると、鉱さいが 232 千トンで最も多く、次いで、

ばいじんが 164 千トン、汚泥が 45 千トンとなっている（表 3-2-2 参照）。 

県外への搬出量を処理目的別にみると、中間処理目的が 640 千トン、直接最終処分目

的（中間処理を経ずに最終処分）が 2 千トンとなっている（表 3-2-3、表 3-2-4 参照）。 

 

表 3-2-2 県外への搬出量（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各地域に属する都道府県は次のとおり 

北海道 ･東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関 東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

中 部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 

近 畿：三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中 国：鳥取県、島根県、広島県、山口県 

四 国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

九州･沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

（単位：千ｔ/年）

合計
北海道
東北

関東 中部 近畿 中国 四国
九州
沖縄

合計 642 6 0 6 188 216 45 181

燃え殻 18 3 16 0

汚泥 45 0 0 2 8 25 9 1

廃油 33 0 0 1 21 9 1 1

廃酸 21 0 0 1 17 3 0 0

廃アルカリ 23 0 0 0 11 12 1 0

廃プラスチック類 26 0 0 5 20 0 1

紙くず 1 1 0

木くず 13 0 3 10 0 0

繊維くず 0 0

動植物性残さ 5 0 0 5

動物系固形不要物 0 0

ゴムくず －

金属くず 1 0 0 1 0 0 0

ガラス陶磁器くず 14 0 1 2 9 0 2

鉱さい 232 69 24 140

がれき類 38 0 0 35 3 0

ばいじん 164 6 48 49 24 37

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0

その他の産業廃棄物 7 0 0 0 0 4 2 0
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表 3-2-3 県外への搬出量（中間処理目的） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-2-4 県外への搬出量（直接最終処分目的） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千ｔ/年）

合計
北海道
東北

関東 中部 近畿 中国 四国
九州
沖縄

合計 2 0 － 0 0 1 － 1

燃え殻 0 0

汚泥 1 0 0 1

廃油 －

廃酸 －

廃アルカリ －

廃プラスチック類 0 0 0 0

紙くず －

木くず －

繊維くず －

動植物性残さ －

動物系固形不要物 －

ゴムくず －

金属くず 0 0

ガラス陶磁器くず 0 0 0

鉱さい －

がれき類 0 0 0

ばいじん －

水銀廃棄物 0 0 0 0

その他の産業廃棄物 0 0 0 0

（単位：千ｔ/年）

合計
北海道
東北

関東 中部 近畿 中国 四国
九州
沖縄

合計 640 6 0 6 188 215 45 180

燃え殻 19 3 16 0

汚泥 44 0 0 2 8 25 9 0

廃油 33 0 0 1 21 9 1 1

廃酸 21 0 0 1 17 3 0 0

廃アルカリ 23 0 0 0 11 12 1 0

廃プラスチック類 25 0 0 5 20 0 1

紙くず 1 1 0

木くず 13 0 3 10 0 0

繊維くず 0 0

動植物性残さ 5 0 0 5

動物系固形不要物 0 0

ゴムくず －

金属くず 1 0 0 1 0 0 0

ガラス陶磁器くず 13 0 1 1 8 0 2

鉱さい 232 69 24 140

がれき類 38 0 0 35 3 0

ばいじん 164 6 48 49 24 37

水銀廃棄物 0 0 0 0 0

その他の産業廃棄物 6 0 0 0 0 4 2 0
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第 3 節 農業から排出する産業廃棄物 

１．調査の概略 

農業からの産業廃棄物について、畜産農業から排出する動物（家畜）のふん尿、畜産農

業から排出する動物（家畜）の死体については「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書

（環境省）」の排出量を使用した。 

また、耕種農業から発生する廃プラスチック類の排出量については、アンケート調査

を基に推計を行った。 

 

表 3-3-1 動物のふん尿の排出量（令和５年度） 

 計 

動物のふん尿の排出量 1258.523 トン  

 

表 3-3-2 動物の死体の排出量（令和５年度） 

 計 

動物の死体の排出量 1.151 トン  

 

表 3-3-3 廃プラスチック類の排出量の推計値（令和６年度） 

 計 

廃プラスチック類の排出量 212.175 トン  

 

２．農業を含めた産業廃棄物の総排出量 

農業を含めた産業廃棄物の総排出量は 6,887 千トンとなっている。 

業種別・種類別の排出量を表 3-3-4 に示す。 
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表 3-3-4 農業を含めた産業廃棄物の総排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千t/年）
　　　　　　 業　種

種　類

合計 農業 鉱業 建設業 製造業
電気･

水道業
情報

通信業
運輸業

卸･
小売業

宿泊・
飲食

医療･
福祉

サービ
ス業※1

その他
の業種

※2

合計 6,887 1,260 14 798 3,056 1,682 0 14 29 1 13 11 8

燃え殻 26 0 13 11 2

汚泥 3,063 13 51 1,400 1,589 0 1 0 1 5 1

廃油 76 0 0 65 0 7 0 1 0 2 0

廃酸 102 0 102 0 0 0 0

廃アルカリ 61 0 60 0 1 0 0 0

廃プラスチック類 133 0 0 23 93 0 0 3 9 0 2 2 1

紙くず 9 4 5

木くず 144 0 87 51 0 0 3 1 0 1 0

繊維くず 3 1 2

動植物性残さ 34 34

動物系固形不要物 1 1 0

ゴムくず 0 0 0 0 0 0

金属くず 41 0 10 20 0 0 1 10 0 1 0

ガラス陶磁器くず 111 48 62 0 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 628 3 625 0 0 0

がれき類 642 563 76 2 0 0 0 0

ばいじん 523 442 78 2

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

動物のふん尿 1,259 1,259

動物の死体 1 1

その他産業廃棄物 30 8 4 0 0 0 6 10 0 1

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。
注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。
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第４章  産業廃棄物の推移と将来の見込み 

 

第 1 節 前回調査結果との比較 

産業廃棄物実態調査は５年ごとに実施しており、前回は令和２年度に令和元年度実績

を調査している。 

 

１．排出量 

排出量は、令和元年度の排出量 5,583 千トンに比べて 44 千トン（0.8％）増加してい

る。業種別にみると電気・水道業が 92 千トン増加し、製造業が 41 千トン減少している。 

種類別にみると、鉱さいが 328 千トン増加し、がれき類が 125 千トン減少している。 

表 4-1-1 排出量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．再生利用量 

再生利用量は、令和元年度と比較して 87 千トン（3.3％）増加している。 

業種別にみると、製造業が 115 千トン増加し、電気・水道業が 44 千トン減少している。 

種類別にみると、鉱さいが 295 千トン増加し、がれき類が 104 千トン減少している。 

 

  

（単位：千ｔ/年） （単位：千ｔ/年）

令和元年度 令和６年度 令和元年度 令和６年度

合計 5,583 5,627 44 (0.8%) 合計 5,583 5,627 44 (0.8%)

鉱業 15 14 △ 1 (△8.5%) 燃え殻 31 26 △ 5 (△15.8%)

建設業 809 798 △ 10 (△1.2%) 汚泥 3,102 3,063 △ 39 (△1.3%)

製造業 3,098 3,056 △ 41 (△1.3%) 廃油 72 76 5 (6.3%)

電気･水道業 1,590 1,682 92 (5.8%) 廃酸 53 102 49 (93.9%)

情報通信業 1 0 △ 0 (△56.4%) 廃アルカリ 70 61 △ 9 (△12.8%)

運輸業 9 14 6 (66.2%) 廃プラスチック類 219 133 △ 86 (△39.2%)

卸･小売業 28 29 1 (3.4%) 紙くず 12 9 △ 4 (△31.3%)

宿泊・飲食 4 1 △ 3 (△69.8%) 木くず 166 144 △ 23 (△13.7%)

医療･福祉 23 13 △ 10 (△42.6%) 繊維くず 2 3 1 (63.9%)

サービス業※1 6 11 6 (102.6%) 動植物性残さ 57 34 △ 23 (△40.9%)

その他の業種※2 3 8 5 (187.7%) 動物系固形不要物 0 1 1 (1023.4%)

ゴムくず 0 0 0 (1347.0%)

金属くず 46 41 △ 5 (△11.3%)

ガラス陶磁器くず 116 111 △ 5 (△4.1%)

鉱さい 300 628 328 (109.5%)

がれき類 767 642 △ 125 (△16.3%)

ばいじん 534 523 △ 11 (△2.1%)

水銀廃棄物 0 0 0 －

その他の産業廃棄物 36 30 △ 6 (△16.3%)

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。

増減量 （増減率） 増減量 （増減率）
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表 4-1-2 再生利用量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．最終処分量 

最終処分量は、令和元年度と比較し 2 千トン減少している。業種別にみると、建設業

が 28 千トン、電気・水道業が 16 千トン減少している。 

種類別にみると、燃え殻が 45 千トン、がれき類が 18 千トン、ばいじんが 16 千トン減

少し、汚泥が 68 千トン、鉱さいが 42 千トン増加している。 

表 4-1-3 最終処分量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千ｔ/年） （単位：千ｔ/年）

令和元年度 令和６年度 令和元年度 令和６年度

合計 2,625 2,712 87 (3.3%) 合計 2,625 2,712 87 (3.3%)

鉱業 11 12 1 (7.6%) 燃え殻 177 92 △ 85 (△48.1%)

建設業 714 720 6 (0.8%) 汚泥 577 488 △ 88 (△15.3%)

製造業 1,694 1,808 115 (6.8%) 廃油 39 41 3 (7.4%)

電気･水道業 169 125 △ 44 (△25.8%) 廃酸 7 67 61 (885.6%)

情報通信業 0 0 △ 0 (△46.5%) 廃アルカリ 13 18 5 (35.3%)

運輸業 8 13 5 (66.9%) 廃プラスチック類 127 86 △ 40 (△31.9%)

卸･小売業 23 21 △ 2 (△6.8%) 紙くず 8 8 △ 0 (△3.7%)

宿泊・飲食 1 0 △ 1 (△72.5%) 木くず 142 118 △ 24 (△17.0%)

医療･福祉 2 1 △ 2 (△64.4%) 繊維くず 1 3 2 (289.8%)

サービス業※1 2 6 4 (256.4%) 動植物性残さ 34 20 △ 14 (△41.9%)

その他の業種※2 1 6 4 (408.8%) 動物系固形不要物 0 0 0 －

ゴムくず 0 0 0 (2585.5%)

金属くず 45 37 △ 8 (△17.9%)

ガラス陶磁器くず 72 84 12 (16.1%)

鉱さい 263 557 295 (112.1%)

がれき類 711 608 △ 104 (△14.6%)

ばいじん 401 472 71 (17.7%)

水銀廃棄物 0 0 0 －

その他の産業廃棄物 8 11 3 (41.3%)

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。

増減量 （増減率） 増減量 （増減率）

（単位：千ｔ/年） （単位：千ｔ/年）

令和元年度 令和６年度 令和元年度 令和６年度

合計 273 272 △ 2 (△0.7%) 合計 273 272 △ 1 (△0.4%)

鉱業 0 0 0 (1274.8%) 燃え殻 65 21 △ 45 (△68.5%)

建設業 70 42 △ 28 (△39.8%) 汚泥 29 97 68 (235.3%)

製造業 170 208 38 (22.3%) 廃油 0

電気･水道業 23 7 △ 16 (△69.4%) 廃酸 0

情報通信業 0 0 △ 0 － 廃アルカリ 0

運輸業 1 1 0 － 廃プラスチック類 28 13 △ 15 (△52.7%)

卸･小売業 3 5 1 (37.4%) 紙くず 3 0 △ 3 －

宿泊・飲食 0 0 0 － 木くず 9 4 △ 5 (△55.3%)

医療･福祉 3 3 0 (13.1%) 繊維くず 0 0 △ 0 (△33.9%)

サービス業
※1 1 2 1 － 動植物性残さ 0 0 2 (815.0%)

その他の業種※2 0 2 2 (379.0%) 動物系固形不要物 0

ゴムくず 0 0 0 (183.5%)

金属くず 1 3 2 (183.1%)

ガラス陶磁器くず 32 22 △ 10 (△31.6%)

鉱さい 27 68 42 (156.3%)

がれき類 50 32 △ 18 (△35.6%)

ばいじん 19 3 △ 16 (△84.5%)

水銀廃棄物 0 0 △ 0 －

その他の産業廃棄物 10 8 △ 2 (△19.8%)

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。

注）※2　その他の業種は、｢林業」、「漁業」、「物品賃貸業」、「公務」の合計値である。

増減量 （増減率） 増減量 （増減率）
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第 2 節 目標値との比較 

第５次岡山県廃棄物処理計画（令和４年３月策定）における令和７年度目標は、次の

とおりである。 

 

排出量  ：令和７年度における排出量をおおむね 5,626 千ｔ/年とすることを目指す。 

再生利用量：令和７年度におけるリサイクル率を 47.0％とすることを目指す。 

最終処分量：令和７年度における最終処分量を 271 千ｔ/年とすることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．排出量 

排出量の推移及び目標値との比較については、図 4-2-1 に示すとおりである。 

令和６年度の排出量は 5,627 千トンで、計画基準年度の実績値（令和元年度：5,583 千

トン）より 44 千トン増加した。令和２年度以降は減少傾向で推移していたが、令和６年

度は微増した。しかし、現状を維持すれば目標値（排出量：5,626 千トン）の達成が見込

まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-1 排出量の推移及び目標値との比較 

 

（単位：千ｔ/年） （単位：千ｔ/年）

　　　 　　　年度
　項目

排出量 5,525 (100%) 5,583 (100%) 5,626 (100%) 5,626 (100%)

再生利用量 2,399 (43.4%) 2,625 (47%) 2,582 (45.9%) 2,644 (47%)

最終処分量 318 (5.8%) 273 (4.9%) 271 (4.8%) 271 (4.8%)

注1）令和７年度予測値は令和元年度実績を基に予測した値である。

平成26年度
（実績値）

令和元年度
（実績値）

令和７年度
（予測値）

令和７年度
（目標値）
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２．再生利用率 

再生利用率の推移及び目標値との比較については、図 4-2-2 に示すとおりである。 

令和６年度の再生利用率は 48.2％で、計画基準年度の実績値(令和元年度：47.0％)よ

り 1.2 ポイント増加した。平成 29 年度以降は増減を繰り返しているが、現状を維持すれ

ば目標値（再生利用率：47.0％）の達成が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-2 再生利用量・率の推移及び目標値との比較 

 

３．最終処分量 

最終処分量の推移及び目標値との比較については、図 4-2-3 に示すとおりである。 

令和６年度の最終処分量は 272 千トン（最終処分率：4.8％）で、計画基準年度の実績

値（令和元年度：273 千トン、4.9％）より 1 千トン減少した。平成 29 年度以降は増加傾

向にあったが、令和６年度は減少しており、現状を維持すれば目標値（最終処分量：271

千トン）の達成が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-3 最終処分量・率の推移及び目標値との比較 
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第 3 節 将来予測 

産業廃棄物の排出状況及び経済的状況を整理し、令和７年度、令和 12 年度及び令和 17 年

度の排出量等の将来予測を次のとおり行った。 

 

１．将来予測の方法 

将来予測は、排出原単位及び処理形態が将来にわたり一定であると仮定して、各種経

済指標等を将来推計し、推計した経済指標に令和６年度の原単位を乗じて排出量等を予

測した。業種別の将来予測方法は次のとおりである。 

 

表 4-3-1 業種別の将来予測方法 

業種 各種経済指標の将来推計方法 

建設業 過去からのトレンド（令和元～５年）で元請完成工事高※1 を推計して将来

の活動量指標とし、これに令和６年度の原単位を乗じた。 

製造業 過去からのトレンド（平成 26～令和５年）で製造品出荷額等※2を推計して

将来の活動量指標とし、これに令和６年度の原単位を乗じた。 

電気・水道業 電気業、ガス業、上水道業、工業用水道業、下水道業は、今回のアンケート

調査で活動量指標の将来計画値も調査し、これに平成 26 年度の原単位を乗

じた。 

その他の業種 業種別に過去からのトレンド（平成 24､26､28 年､令和 2 年）で従業者数※3

を推計して将来の活動量指標とし、これに令和元年度の原単位を乗じた。 

出典：※１建設工事施工統計調査報告（国土交通省） 

※２工業統計調査（岡山県）ほか 

※３経済センサス（総務省統計局）ほか 

 

２．排出量の将来予測値 

排出量の推計結果は図 4-3-1 及び表 4-3-2 のとおりであり、令和６年度の排出量 5,627

千トンに対して、令和７年度の排出量は 5,605 千トン（対令和６年度比 1.00 倍、減少量

22 千トン）、令和 12 年度の排出量は 5,456 千トン（対令和６年度比 0.97 倍、減少量 171

千トン）、令和 17 年度の排出量は 5,370 千トン（対令和６年度比 0.95 倍、減少量 257

千トン）と推計された。 

業種別にみると、電気・水道業のうち、電気業と上水道業はほぼ横ばい、下水道業につ

いては年々増加すると見込まれている。建設業と製造業は減少傾向で推移すると予測さ

れる。 

種類別にみると、汚泥は下水道業の増加に伴い増加し、がれき類は建設業の減少に伴

い減少し、鉱さいとばいじんは製造業の減少に伴い減少傾向で推移すると予測される。 
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図 4-3-1 排出量の将来推計値（業種別） 

表 4-3-2 排出量の将来推計値（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,098

3,056

3,032

2,909

2,865

1,590

1,682

1,698

1,738

1,760

809

798

786

722

658

77

76

75

74

72

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

令和元年度

(実績)

令和６年度

(実績)

令和７年度

(予測)

令和12年度

(予測)

令和17年度

(予測)

(千t/年)

製造業 電気・水道業 建設業 その他

（単位：千t/年）

令和元年度(前回調査) 令和６年度(今回調査) 令和７年度(将来推計値) 令和12年度(将来推計値) 令和17年度(将来推計値)

構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比

合計 5,583 100% 0.99 5,627 100% 1.00 5,605 100% 1.00 5,456 100% 0.97 5,370 100% 0.95

鉱業 15 0% 1.09 14 0% 1.00 14 0% 1.00 14 0% 1.03 14 0% 1.05

建設業 809 14% 1.01 798 14% 1.00 786 14% 0.98 722 13% 0.90 658 12% 0.82

製造業 3,098 55% 1.01 3,056 54% 1.00 3,032 54% 0.99 2,909 53% 0.95 2,865 53% 0.94

電気・水道業 1,590 28% 0.95 1,682 30% 1.00 1,698 30% 1.01 1,738 32% 1.03 1,760 33% 1.05

情報通信業 1 0% 2.29 0 0% 1.00 0 0% 1.01 0 0% 1.02 0 0% 1.04

運輸業 9 0% 0.60 14 0% 1.00 14 0% 1.00 14 0% 1.01 15 0% 1.02

卸・小売業 28 1% 0.97 29 1% 1.00 29 1% 1.00 28 1% 0.97 28 1% 0.95

宿泊・飲食 4 0% 3.31 1 0% 1.00 1 0% 0.96 1 0% 0.78 1 0% 0.60

医療・福祉 23 0% 1.74 13 0% 1.00 13 0% 0.99 12 0% 0.94 12 0% 0.90

サービス業※1 6 0% 0.49 11 0% 1.00 11 0% 0.98 10 0% 0.90 9 0% 0.82

その他の業種※2 3     0% 0.35 8 0% 1.00 8 0% 1.01 8 0% 1.06 9 0% 1.11

注）※1　サービス業は、「学術・専門」、「生活・娯楽」、「サービス業」の合計値である。
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図 4-3-2 排出量の将来推計値（種類別） 

表 4-3-3 排出量の将来推計値（種類別） 
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0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

令和元年度

(実績)

令和６年度

(実績)

令和７年度

(予測)

令和12年度

(予測)

令和17年度

(予測)

(千t/年)

汚泥 がれき類 ばいじん 鉱さい その他

（単位：千t/年）

令和元年度(前回調査) 令和６年度(今回調査) 令和７年度(将来推計値) 令和12年度(将来推計値) 令和17年度(将来推計値)

構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比

合計 5,583 100% 0.99 5,627 100% 1.00 5,605 100% 1.00 5,456 100% 0.97 5,370 100% 0.95

燃え殻 31 1% 1.19 26 0% 1.00 27 0% 1.01 28 1% 1.05 29 1% 1.08

汚泥 3,102 56% 1.01 3,063 54% 1.00 3,074 55% 1.00 3,098 57% 1.01 3,162 59% 1.03

廃油 72 1% 0.94 76 1% 1.00 76 1% 1.00 77 1% 1.00 78 1% 1.02

廃酸 53 1% 0.52 102 2% 1.00 99 2% 0.97 85 2% 0.83 80 1% 0.78

廃アルカリ 70 1% 1.15 61 1% 1.00 60 1% 0.98 56 1% 0.91 58 1% 0.95

廃プラスチック類 219 4% 1.64 133 2% 1.00 133 2% 1.00 130 2% 0.98 130 2% 0.98

紙くず 12 0% 1.46 9 0% 1.00 9 0% 1.00 8 0% 0.98 8 0% 0.97

木くず 166 3% 1.16 144 3% 1.00 143 3% 0.99 139 3% 0.96 135 3% 0.94

繊維くず 2 0% 0.61 3 0% 1.00 3 0% 0.98 3 0% 0.87 2 0% 0.76

動植物性残さ 57 1% 1.69 34 1% 1.00 34 1% 1.01 35 1% 1.05 37 1% 1.10

動物系固形不要物 0 0% 0.1 1 0% 1.00 1 0% 1.01 1 0% 1.03 1 0% 1.06

ゴムくず 0 0% 0.1 0 0% 1.00 0 0% 1.01 0 0% 1.03 0 0% 1.05

金属くず 46 1% 1.13 41 1% 1.00 41 1% 1.00 40 1% 0.97 40 1% 0.98

ガラスくず等 116 2% 1.04 111 2% 1.00 110 2% 0.99 103 2% 0.93 96 2% 0.87

鉱さい 300 5% 0.48 628 11% 1.00 617 11% 0.98 562 10% 0.90 508 9% 0.81

がれき類 767 14% 1.19 642 11% 1.00 632 11% 0.98 581 11% 0.91 531 10% 0.83

ばいじん 534 10% 1.02 523 9% 1.00 517 9% 0.99 482 9% 0.92 447 8% 0.85

水銀廃棄物 0 0% 1.00 0 0% 1.00 0 0% 1.00 0 0% 0.98 0 0% 0.98

その他の産業廃棄物 36 1% 1.19 30 1% 1.00 30 1% 0.99 28 1% 0.94 27 1% 0.90
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３．処理量の将来予測値 

排出量に対する再生利用量、減量化量及び最終処分量の推計結果は図 4-3-3 及び表 4-

3-3 のとおりと推計された。 

再生利用率は、令和６年度の 48.2％に対して、令和７年度は 47.8％、令和 12 年度は

46.2％、令和 17 年度は 44.5％と減少すると予測される。 

これは、減量化率が高く、再生利用率が低い汚泥が増加すると予測されるためである。 

減量化率は、令和６年度の 47.0％に対して、令和７年度は 47.4％、令和 12 年度は

49.2％、令和 17 年度は 50.9％と増加すると予測される。 

最終処分率は、令和６年度の4.8％に対して、令和７年度は4.8％、令和12年度は4.7％、

令和 17 年度は 4.6％とほぼ横ばいで推移すると予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3-3 排出量に対する処理量の割合（将来推計値） 

表 4-3-4 排出量に対する処理量の将来推計値 

 

 

 

 

 

 

47.0%

48.2%

47.8%

46.2%

44.5%

48.0%

47.0%

47.4%

49.2%

50.9%

4.9%

4.8%

4.8%

4.7%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度

(実績)

令和６年度

(実績)

令和７年度

(予測)

令和12年度

(予測)

令和17年度

(予測)

再生利用率 減量化率 最終処分率

（単位：千t/年）

令和元年度(前回調査) 令和６年度(今回調査) 令和７年度(将来推計値) 令和12年度(将来推計値) 令和17年度(将来推計値)

構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比 構成比 対6年比

合計 5,583 100% 0.99 5,627 100% 1.00 5,605 100% 1.00 5,456 100% 0.97 5,370 100% 0.95

再生利用量 2,625 47.0% 0.97 2,712 48.2% 1.00 2,680 47.8% 0.99 2,518 46.2% 0.94 2,390 44.5% 0.88

減量化量 2,683 48.0% 1.01 2,644 47.0% 1.00 2,656 47.4% 1.00 2,683 49.2% 1.01 2,733 50.9% 1.03

最終処分量 273 4.9% 1.00 272 4.8% 1.00 269 4.8% 0.99 255 4.7% 0.95 247 4.6% 0.91

その他量 3 0.1% 36.99 0 0.0% 1.00 0 0.0% 1.00 0 0.0% 0.99 0 0.0% 1.03
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第５章 意識調査結果 

産業廃棄物等の処理に関する意識調査の結果は、次のとおりである。 

なお、意識調査に関するアンケート回答件数は、2,024 件（回答率 40％）であった。 

 

第 1 節 産業廃棄物等の処理・処分に関する困窮状況について 

１．困窮状況について 

産業廃棄物等の処理・処分、リサイクルに関して、現在、「困っている」と回答した事

業所が 8％であり、「困っていない」と回答した事業所が 89％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-1 産業廃棄物等の処理・処分、リサイクルに関する現在の困窮状況 

 

表 5-1-1 産業廃棄物等の処理・処分、リサイクルに関する現在の困窮状況（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

89%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

困っている

困っていない

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,024

林業 1 (5%) 19 (95%) 0 (0%)

漁業 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

鉱業 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%)

建設業 21 (4%) 454 (92%) 16 (3%)

製造業 98 (13%) 632 (85%) 16 (2%)

電気・水道業 13 (15%) 68 (81%) 3 (4%)

情報通信業 2 (4%) 50 (94%) 1 (2%)

運輸業 5 (5%) 98 (93%) 2 (2%)

卸・小売業 6 (7%) 86 (93%) 0 (0%)

物品賃貸業 0 (0%) 13 (93%) 1 (7%)

学術・専門 2 (9%) 20 (87%) 1 (4%)

宿泊・飲食 0 (0%) 71 (99%) 1 (1%)

生活関連業 2 (13%) 13 (87%) 0 (0%)

医療・福祉 16 (6%) 264 (93%) 4 (1%)

サービス業 2 (11%) 15 (83%) 1 (6%)

公務 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

計 169 (8%) 1809 (89%) 46 (2%)

困っている 困っていない 無回答・無効
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２．困っている理由について 

１．で「困っている」と回答した事業所の理由についてみると、「処理・処分(リサイ

クル含む)に要する委託費が高い」が 25％で最も多く、次いで「自社内での処理・処分(リ

サイクルを含む)が困難である」が 15％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-2 困っている理由（複数回答） 

 

表 5-1-2 困っている理由（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

25%

10%

7%

8%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

自社内での処理・処分

(リサイクルを含む)が困難である

処理・処分(リサイクルを含む)に

要する委託費が高い

処理・処分(リサイクルを含む)業者に

関する情報が少ない

リサイクルに取り組みたいが、

リサイクルの方法に関する情報が少ない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝169

林業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

漁業 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

鉱業 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

建設業 2 (14%) 3 (21%) 2 (14%) 1 (7%) 1 (7%) 5 (36%)

製造業 5 (17%) 10 (33%) 3 (10%) 3 (10%) 2 (7%) 7 (23%)

電気・水道業 1 (33%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%)

情報通信業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)

運輸業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)

卸・小売業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

物品賃貸業 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

学術・専門 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

宿泊・飲食 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

生活関連業 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

医療・福祉 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%)

サービス業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

公務 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 －

計 9 (15%) 15 (25%) 6 (10%) 4 (7%) 5 (8%) 21 (35%)

無回答・無効

自社内での処理・処

分(リサイクルを含む)

が困難である

処理・処分(リサイクル

を含む)に要する委託

費が高い

処理・処分(リサイク

ルを含む)業者に関す

る情報が少ない

リサイクルに取り組み

たいが、リサイクルの

方法に関する情報が

少ない

その他
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第 2 節 産業廃棄物等の将来見通しについて 

産業廃棄物・副産物の発生量の将来見通し（概ね５年後:令和１２年度頃）についてみる

と、「変わらない(±1～2％)」と回答した事業所が 57％で最も多く、次いで「やや減少(～

＋5％)」が 11％となっており、以下「やや増加(～－5％)」が 10％となっている。 

増加すると回答した事業所は合計で 16％となっており、減少すると回答した事業所の合

計の 22％より少なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-1 産業廃棄物等の将来見通し 

 

表 5-2-1 産業廃棄物等の将来見通し（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

5%

10%

57%

11%

5%

6%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

かなり増加(+20%以上)

増加(～+20％）

やや増加（～+5％）

変わらない(±1～2％)

やや減少(～-5％)

減少(～-20％)

かなり減少(-20％以下)

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,024

林業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (70%) 1 (5%) 0 (0%) 4 (20%) 1 (5%)
漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

建設業 6 (1%) 42 (9%) 55 (11%) 262 (53%) 47 (10%) 22 (4%) 31 (6%) 26 (5%)

製造業 8 (1%) 37 (5%) 98 (13%) 375 (50%) 98 (13%) 39 (5%) 51 (7%) 40 (5%)
電気・水道業 0 (0%) 0 (0%) 4 (5%) 47 (56%) 11 (13%) 5 (6%) 10 (12%) 7 (8%)

情報通信業 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 39 (74%) 6 (11%) 3 (6%) 2 (4%) 1 (2%)

運輸業 1 (1%) 5 (5%) 2 (2%) 75 (71%) 8 (8%) 1 (1%) 8 (8%) 5 (5%)

卸・小売業 2 (2%) 4 (4%) 6 (7%) 60 (65%) 9 (10%) 10 (11%) 1 (1%) 0 (0%)
物品賃貸業 0 (0%) 0 (0%) 3 (21%) 7 (50%) 1 (7%) 0 (0%) 2 (14%) 1 (7%)

学術・専門 1 (4%) 0 (0%) 2 (9%) 11 (48%) 3 (13%) 1 (4%) 3 (13%) 2 (9%)

宿泊・飲食 0 (0%) 3 (4%) 3 (4%) 51 (71%) 8 (11%) 0 (0%) 2 (3%) 5 (7%)

生活関連業 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (87%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%)

医療・福祉 2 (1%) 17 (6%) 30 (11%) 176 (62%) 27 (10%) 11 (4%) 11 (4%) 10 (4%)
サービス業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (83%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (11%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 22 (1%) 109 (5%) 203 (10%) 1148 (57%) 223 (11%) 92 (5%) 125 (6%) 102 (5%)

かなり減少
(-20％以下)

無回答・無効
かなり増加
(+20%以上)

増加
(～+20％）

やや増加
（～+5％）

変わらない
(±1～2％)

やや減少
(～-5％)

減少
(～-20％)
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第 3 節 産業廃棄物等の発生抑制、循環的利用状況について 

１．産業廃棄物等の発生抑制、循環的利用への取り組みについて 

産業廃棄物・副産物の発生抑制、循環的利用への取り組みについてみると、「他社(再

生利用している処理･処分業者)に委託している」と回答した事業所が 40％で最も多く、

次いで「取り組んでいない(今後も取り組む予定はない)」が 23％となっており、以下、

「自社で取り組んでいる」が 14％、「自社、他社両方で取組んでいる」が 11％となって

いる。 

このことから、現在何らかの形で発生抑制、循環的利用へ取り組んでいる事業所は 74％

であることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-1 産業廃棄物等の発生抑制、循環的利用状況 

 

表 5-3-1 産業廃棄物等の発生抑制、循環的利用状況（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

40%

11%

7%

23%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

自社で取り組んでいる

他社（再生利用している処理・

処分業者）に委託している

自社、他社両方で取り組んでいる

今後取り組む予定である

（現在は取り組んでいない）

取り組んでいない

（今後も取り組む予定はない）

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016

林業 4 (20%) 7 (35%) 0 (0%) 1 (5%) 7 (35%) 1 (5%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 1 (20%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%)

建設業 54 (11%) 250 (51%) 61 (12%) 36 (7%) 70 (14%) 19 (4%)

製造業 131 (18%) 287 (39%) 127 (17%) 46 (6%) 122 (16%) 29 (4%)

電気・水道業 11 (13%) 41 (49%) 8 (10%) 7 (8%) 13 (16%) 3 (4%)

情報通信業 10 (19%) 16 (30%) 2 (4%) 3 (6%) 19 (36%) 3 (6%)

運輸業 10 (10%) 34 (33%) 6 (6%) 10 (10%) 40 (38%) 4 (4%)

卸・小売業 11 (12%) 52 (57%) 5 (5%) 9 (10%) 14 (15%) 1 (1%)

物品賃貸業 1 (7%) 2 (14%) 1 (7%) 4 (29%) 5 (36%) 1 (7%)

学術・専門 3 (13%) 7 (30%) 1 (4%) 1 (4%) 9 (39%) 2 (9%)

宿泊・飲食 5 (7%) 29 (41%) 2 (3%) 7 (10%) 20 (28%) 8 (11%)

生活関連業 4 (27%) 2 (13%) 2 (13%) 1 (7%) 5 (33%) 1 (7%)

医療・福祉 25 (9%) 76 (27%) 13 (5%) 24 (8%) 131 (46%) 15 (5%)

サービス業 2 (11%) 7 (39%) 1 (6%) 2 (11%) 5 (28%) 1 (6%)

公務 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 273 (14%) 812 (40%) 229 (11%) 151 (7%) 462 (23%) 89 (4%)

無回答・無効
自社で取り組んでい

る

他社（再生利用してい

る処理・処分業者）に

委託している

自社、他社両方で取

り組んでいる

今後取り組む予定で

ある

取り組んでいない（今

後も取り組む予定は

ない）
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２．発生抑制、循環的利用への取り組みの内容について 

１．で「取り組んでいる」、「委託している」、「取り組む予定」と回答した事業所の

取り組み内容をみると、「事業所(現場)内での廃棄物分別の徹底」と回答した事業所が

25％で最も多く、次いで「他社製品の原料として再生利用」が 12％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-2 発生抑制、循環的利用への取り組みの内容（複数回答） 

 

表 5-3-2 発生抑制、循環的利用への取り組みの内容（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

9%

6%

25%

2%

5%

12%

1%

9%

3%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

製造工程の変更や原材料等の見直しによる発生抑制

現場での廃棄物発生の少ない設計・工法の採用

包装材・梱包材の使用量の削減（廃止）

事業所（現場）内での廃棄物分別の徹底

長寿命化、リサイクルのしやすさを考慮した製品等の設計・製造

自社製品の原料として再使用

他社製品の原料として再生利用

自社の燃料等として再使用

他社の燃料等として再生利用

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝1,465

林業 0 (0%) 2 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 5 (25%) 1 (5%) 11 (55%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (29%)

建設業 29 (4%) 92 (13%) 47 (7%) 240 (33%) 11 (2%) 29 (4%) 91 (13%) 2 (0%) 50 (7%) 15 (2%) 114 (16%)

製造業 131 (10%) 117 (9%) 81 (6%) 252 (20%) 36 (3%) 95 (8%) 160 (13%) 30 (2%) 153 (12%) 37 (3%) 171 (14%)

電気・水道業 6 (6%) 3 (3%) 2 (2%) 14 (14%) 0 (0%) 4 (4%) 39 (39%) 1 (1%) 5 (5%) 9 (9%) 18 (18%)

情報通信業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18 (33%) 0 (0%) 1 (2%) 3 (5%) 1 (2%) 0 (0%) 9 (16%) 23 (42%)

運輸業 0 (0%) 3 (3%) 8 (7%) 32 (28%) 1 (1%) 2 (2%) 12 (11%) 0 (0%) 6 (5%) 3 (3%) 47 (41%)

卸・小売業 4 (3%) 3 (2%) 28 (21%) 42 (32%) 2 (2%) 2 (2%) 13 (10%) 1 (1%) 18 (14%) 1 (1%) 18 (14%)

物品賃貸業 0 (0%) 1 (6%) 1 (6%) 5 (31%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (13%) 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 6 (38%)

学術・専門 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 6 (20%) 1 (3%) 1 (3%) 3 (10%) 0 (0%) 2 (7%) 3 (10%) 12 (40%)

宿泊・飲食 8 (9%) 10 (11%) 2 (2%) 9 (10%) 1 (1%) 3 (3%) 15 (16%) 1 (1%) 4 (4%) 4 (4%) 37 (39%)

生活関連業 0 (0%) 0 (0%) 3 (16%) 5 (26%) 2 (11%) 2 (11%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (32%)

医療・福祉 9 (3%) 26 (8%) 12 (4%) 87 (27%) 4 (1%) 1 (0%) 11 (3%) 1 (0%) 13 (4%) 8 (2%) 150 (47%)

サービス業 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (19%) 1 (5%) 0 (0%) 5 (24%) 0 (0%) 3 (14%) 0 (0%) 7 (33%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 189 (6%) 259 (9%) 184 (6%) 716 (25%) 60 (2%) 142 (5%) 356 (12%) 37 (1%) 260 (9%) 90 (3%) 623 (21%)

他社製品の原料と

して再生利用

自社の燃料等とし

て再使用

他社の燃料等とし

て再生利用
その他 無回答・無効

自社製品の原料と

して再使用

製造工程の変更

や原材料等の見

直しによる発生抑

制

現場での廃棄物

発生の少ない設

計・工法の採用

包装材・梱包材の

使用量の削減（廃

止）

事業所（現場）内

での廃棄物分別

の徹底

長寿命化、リサイ

クルのしやすさを

考慮した製品等の

設計・製造
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３．発生抑制、循環的利用に取り組んでいない理由について 

１．で「取り組んでいない（今後も取り組む予定はない）」と回答した事業所の理由を

みると、「発生量が少ないため、リサイクルが困難である」と回答した事業所が 18％で

最も多く、次いで「分別が難しいので、処分(焼却、埋立)するしかない発生量が少ない

ため、リサイクルが困難である」が 17％となっており、次いで「リサイクル製品等の需

要がない」が 13％となっている。 

なお、「その他」が 12％となっているが、理由として「処理業者にまかせている」や

「廃棄物が発生しない」とした回答が多く見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-3 発生抑制、循環的利用に取り組んでいない理由（複数回答） 

 

表 5-3-3 発生抑制、循環的利用に取り組んでいない理由（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

7%

18%

17%

1%

4%

7%

10%

12%

10%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

リサイクル製品等の需要がない

有害物質を含有しているため、リサイクルが困難である

発生量が少ないため、リサイクルが困難である

分別が難しいので、処分（焼却、埋立）するしかない

発生抑制や循環的利用は可能だが、設備改造等に資金がかかる

処理コストに比べ、リサイクルコストが高い

循環的利用に関する情報がない

循環的利用に取り組む人材（余裕）がない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝462

林業 1 (14%) 0 (0%) 3 (43%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (43%) 0 (0%)
漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
鉱業 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
建設業 12 (12%) 1 (1%) 28 (28%) 10 (10%) 0 (0%) 5 (5%) 9 (9%) 19 (19%) 6 (6%) 11 (11%)
製造業 20 (11%) 6 (3%) 28 (16%) 30 (17%) 1 (1%) 14 (8%) 17 (10%) 22 (13%) 22 (13%) 14 (8%)
電気・⽔道業 3 (19%) 0 (0%) 3 (19%) 4 (25%) 0 (0%) 4 (25%) 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 1 (6%)
情報通信業 4 (18%) 0 (0%) 7 (32%) 3 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (27%) 2 (9%)
運輸業 11 (24%) 0 (0%) 12 (26%) 5 (11%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 8 (17%) 8 (17%)
卸・⼩売業 3 (14%) 1 (5%) 4 (19%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (19%) 4 (19%) 2 (10%) 2 (10%)
物品賃貸業 2 (29%) 0 (0%) 1 (14%) 2 (29%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%)
学術・専⾨ 1 (9%) 3 (27%) 2 (18%) 1 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (27%) 1 (9%)
宿泊・飲⾷ 4 (14%) 0 (0%) 4 (14%) 3 (11%) 0 (0%) 1 (4%) 5 (18%) 1 (4%) 8 (29%) 2 (7%)
⽣活関連業 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 2 (40%)
医療・福祉 17 (10%) 34 (20%) 20 (12%) 40 (24%) 3 (2%) 2 (1%) 9 (5%) 9 (5%) 17 (10%) 19 (11%)
サービス業 1 (14%) 0 (0%) 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14%) 3 (43%) 0 (0%) 0 (0%)
公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 81 (13%) 45 (7%) 113 (18%) 102 (17%) 5 (1%) 26 (4%) 46 (7%) 61 (10%) 76 (12%) 62 (10%)

循環的利⽤に関
する情報がない

循環的利⽤に取
り組む⼈材（余
裕）がない

その他 無回答・無効
リサイクル製品
等の需要がない

有害物質を含有し
ているため、リサ
イクルが困難であ

発⽣量が少ないた
め、リサイクルが
困難である

分別が難しいの
で、処分（焼
却、埋⽴）する

発⽣抑制や循環
的利⽤は可能だ
が、設備改造等

処理コストに⽐
べ、リサイクル
コストが⾼い
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第 4 節 廃プラスチック類について 

１．処理方法について 

廃プラスチック類が発生した場合どのように処理しているかをみると、「リサイクル」

「わからない」と回答した事業所が 24％で最も多く、次いで「焼却」が 18％、「埋立」

が 12％となっている。また、焼却処理で「熱回収あり」と回答した事業所が 37.3％であ

った。リサイクル方法では「マテリアル」が 27.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-1 廃プラスチック類の処理方法 

表 5-4-1 廃プラスチック類の処理方法（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2 焼却処理の熱回収の有無        図 5-4-3 リサイクル方法 

18%

24%

12%

24%

13%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

焼却

リサイクル

埋立

わらない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016

林業 2 (10%) 3 (15%) 2 (10%) 7 (35%) 4 (20%) 2 (10%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 1 (20%)

建設業 74 (14%) 148 (27%) 110 (20%) 120 (22%) 58 (11%) 38 (7%)

製造業 151 (18%) 272 (32%) 105 (13%) 136 (16%) 106 (13%) 69 (8%)

電気・水道業 20 (23%) 11 (13%) 5 (6%) 21 (24%) 13 (15%) 18 (20%)

情報通信業 2 (4%) 8 (15%) 6 (12%) 11 (21%) 21 (40%) 4 (8%)

運輸業 10 (10%) 20 (19%) 4 (4%) 38 (36%) 21 (20%) 12 (11%)

卸・小売業 19 (20%) 15 (15%) 10 (10%) 42 (43%) 8 (8%) 3 (3%)

物品賃貸業 3 (21%) 2 (14%) 2 (14%) 2 (14%) 4 (29%) 1 (7%)

学術・専門 5 (18%) 5 (18%) 4 (14%) 4 (14%) 7 (25%) 3 (11%)

宿泊・飲食 4 (5%) 10 (14%) 1 (1%) 34 (46%) 13 (18%) 12 (16%)

生活関連業 4 (25%) 2 (13%) 1 (6%) 4 (25%) 2 (13%) 3 (19%)

医療・福祉 99 (34%) 17 (6%) 17 (6%) 99 (34%) 29 (10%) 26 (9%)

サービス業 1 (5%) 6 (32%) 4 (21%) 6 (32%) 1 (5%) 1 (5%)

公務 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 397 (18%) 519 (24%) 271 (12%) 526 (24%) 287 (13%) 194 (9%)

無回答・無効焼却 リサイクル 埋立 わからない その他

熱回収

あり

37.3%

熱回収

なし

20.4%

無回答

42.3%

マテリアル

27.7%

ケミカル

17.5%

サーマル

18.3%

無回答

36.4%
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２．廃プラスチック類の排出量の削減や円滑化を図る取組について 

排出量の削減や円滑化を図る取り組みについてみると、「廃棄物排出時の選別の徹底」

と回答した事業所が 32％で最も多く、「プラスチックの使用削減を検討」が 10％となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-4 排出量の削減や円滑化を図る取組状況 

 

表 5-4-2 排出量の削減や円滑化を図る取組状況（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

4%

4%

32%

17%

3%

23%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

プラスチックの使用削減を検討

プラスチック代替素材の利用の検討

リサイクルの高度化

（マテリアルリサイクルへの転換等）

廃棄物排出時の選別の徹底

わからない

その他

取組んでいない

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016

林業 4 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (15%) 3 (15%) 2 (10%) 7 (35%) 1 (5%)
漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 #####
鉱業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
建設業 47 (9%) 20 (4%) 9 (2%) 233 (44%) 90 (17%) 12 (2%) 88 (17%) 31 (6%)
製造業 96 (12%) 32 (4%) 64 (8%) 278 (34%) 113 (14%) 24 (3%) 170 (21%) 49 (6%)
電気・⽔道業 13 (15%) 2 (2%) 1 (1%) 14 (16%) 3 (3%) 1 (1%) 32 (37%) 21 (24%)
情報通信業 5 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (25%) 10 (18%) 6 (11%) 19 (34%) 2 (4%)
運輸業 7 (6%) 1 (1%) 4 (4%) 22 (20%) 33 (29%) 3 (3%) 36 (32%) 6 (5%)
卸・⼩売業 7 (7%) 3 (3%) 0 (0%) 27 (28%) 21 (22%) 1 (1%) 35 (36%) 2 (2%)
物品賃貸業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (21%) 4 (29%) 1 (7%) 5 (36%) 1 (7%)
学術・専⾨ 3 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (33%) 2 (8%) 1 (4%) 8 (33%) 2 (8%)
宿泊・飲⾷ 9 (11%) 9 (11%) 2 (2%) 15 (18%) 20 (24%) 3 (4%) 17 (20%) 8 (10%)
⽣活関連業 3 (17%) 1 (6%) 0 (0%) 4 (22%) 2 (11%) 1 (6%) 5 (28%) 2 (11%)
医療・福祉 24 (8%) 11 (4%) 2 (1%) 77 (26%) 69 (24%) 7 (2%) 77 (26%) 25 (9%)
サービス業 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (17%) 5 (28%) 0 (0%) 7 (39%) 1 (6%)
公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 ##### 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 220 (10%) 79 (4%) 82 (4%) 703 (32%) 379 (17%) 62 (3%) 506 (23%) 152 (7%)

取組んでいない 無回答・無効
プラスチックの
使⽤削減を検討

プラスチック代替
素材の利⽤の検討

リサイクルの⾼度
化（マテリアルリ
サイクルへの転換

廃棄物排出時の
選別の徹底

わからない その他
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３．廃プラスチック類の処理及び削減で困っていることについて 

廃プラスチック類の処理及び削減で困っている内容をみると、「分別が困難(汚れや混

合物の付着等」と回答した事業所が 12％で最も多く、次いで「中間処理(焼却・破砕等)

の委託料の値上げ」が 8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-5 廃プラスチック類の処理及び削減で困っている内容 

 

表 5-4-3 廃プラスチック類の処理及び削減で困っている内容（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1%

8%

4%

2%

4%

3%

7%

12%

1%

49%

1%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

中間処理業者での受入制限

中間処理（焼却・破砕等）の委託料の値上げ

適した代替品が見つからない

代替品の使用にコストがかかる

必要な情報が少ない

有償売却できないため産廃が増えた

リサイクルできそうなものがほとんどない

分別が困難（汚れや混合物の付着等）

処分業者・リサイクル業者から排出する

プラスチックの品質向上を要求された

特に困っていることはない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016

林業 0 (0%) 3 (15%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (75%) 0 (0%) 2 (10%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%)

建設業 9 (1%) 63 (10%) 21 (3%) 12 (2%) 24 (4%) 14 (2%) 45 (7%) 106 (18%) 8 (1%) 253 (42%) 8 (1%) 38 (6%)

製造業 14 (2%) 79 (9%) 47 (5%) 29 (3%) 40 (4%) 40 (4%) 68 (7%) 122 (13%) 14 (2%) 399 (44%) 15 (2%) 49 (5%)

電気・水道業 0 (0%) 5 (6%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 6 (7%) 3 (3%) 0 (0%) 51 (57%) 1 (1%) 21 (24%)

情報通信業 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) 1 (2%) 4 (7%) 3 (5%) 0 (0%) 42 (75%) 1 (2%) 2 (4%)

運輸業 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 1 (1%) 5 (5%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 87 (80%) 1 (1%) 6 (6%)

卸・小売業 -1 -(1%) 17 (16%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 10 (10%) 16 (15%) 0 (0%) 58 (56%) 1 (1%) 1 (1%)

物品賃貸業 0 (0%) 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (73%) 0 (0%) 1 (7%)

学術・専門 0 (0%) 1 (4%) 2 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (14%) 7 (25%) 0 (0%) 11 (39%) 1 (4%) 2 (7%)

宿泊・飲食 0 (0%) 2 (2%) 4 (5%) 3 (4%) 5 (6%) 0 (0%) 6 (7%) 5 (6%) 0 (0%) 51 (61%) 0 (0%) 8 (10%)

生活関連業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 2 (13%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 10 (63%) 0 (0%) 1 (6%)

医療・福祉 1 (0%) 23 (7%) 17 (5%) 10 (3%) 21 (6%) 4 (1%) 31 (9%) 32 (10%) 2 (1%) 160 (48%) 4 (1%) 28 (8%)

サービス業 1 (5%) 2 (9%) 0 (0%) 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 1 (5%) 4 (18%) 0 (0%) 11 (50%) 0 (0%) 1 (5%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

計 27 (1%) 199 (8%) 96 (4%) 57 (2%) 102 (4%) 60 (3%) 179 (7%) 298 (12%) 25 (1%) 1164 (49%) 32 (1%) 161 (7%)

有償売却できない
ため産廃が増えた

中間処理業者で
の受入制限

中間処理（焼却・
破砕等）の委託料

の値上げ

適した代替品が見
つからない

代替品の使用にコ
ストがかかる

必要な情報が少
ない

リサイクルできそう
なものがほとんど

ない

分別が困難（汚れ
や混合物の付着

等）

処分業者・リサイク

ル業者から排出す

るプラスチックの品

質向上を要求された

その他 無回答・無効
特に困っているこ

とはない
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第 5 節 循環経済（サーキュラーエコノミー）について 

１．サーキュラーエコノミーの重要性 

サーキュラ―エコノミーが今後の事業運営に関わる重要な取組みと思うかについては、

「とてもそう思う（23％）」と「ややそう思う（47％）」を併せると 70％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-1 サーキュラ―エコノミーの重要性 

 

表 5-5-1 サーキュラ―エコノミーの重要性（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

47%

21%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

とてもそう思う

ややそう思う

あまりそう思わない

まったくそう思わない

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,023

林業 4 (20%) 5 (25%) 7 (35%) 2 (10%) 2 (10%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%)

建設業 108 (22%) 244 (50%) 95 (19%) 14 (3%) 30 (6%)

製造業 186 (25%) 373 (50%) 134 (18%) 13 (2%) 40 (5%)
電気・水道業 17 (20%) 37 (44%) 23 (27%) 0 (0%) 7 (8%)

情報通信業 9 (17%) 24 (45%) 12 (23%) 4 (8%) 4 (8%)

運輸業 24 (23%) 44 (42%) 25 (24%) 6 (6%) 5 (5%)

卸・小売業 24 (26%) 42 (46%) 17 (18%) 6 (7%) 3 (3%)

物品賃貸業 4 (29%) 8 (57%) 1 (7%) 0 (0%) 1 (7%)
学術・専門 11 (48%) 4 (17%) 5 (22%) 1 (4%) 2 (9%)

宿泊・飲食 11 (15%) 30 (42%) 19 (26%) 3 (4%) 9 (13%)

生活関連業 5 (33%) 7 (47%) 1 (7%) 1 (7%) 1 (7%)

医療・福祉 55 (19%) 122 (43%) 71 (25%) 11 (4%) 25 (9%)

サービス業 6 (33%) 7 (39%) 3 (17%) 1 (6%) 1 (6%)
公務 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 465 (23%) 950 (47%) 415 (21%) 62 (3%) 131 (6%)

無回答・無効とてもそう思う ややそう思う あまりそう思わない まったくそう思わない
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２．サーキュラ―エコノミーの取組み課題 

サーキュラ―エコノミーの取組を進める上での課題については、「費用対効果が見込

めない又は不明である」が 24％と最も高く、次いで「具体的な進め方が分からない」が

19％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5-2 サーキュラ―エコノミーの取組み課題 

 

表 5-5-2 サーキュラ―エコノミーの取組み課題（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業 4 (21%) 2 (11%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (42%) 1 (5%) 4 (21%)
漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 #####
鉱業 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (29%) 3 (43%) 0 (0%) 0 (0%)
建設業 147 (21%) 142 (20%) 110 (16%) 42 (6%) 81 (12%) 15 (2%) 127 (18%) 12 (2%) 30 (4%)
製造業 312 (29%) 195 (18%) 137 (13%) 73 (7%) 99 (9%) 30 (3%) 190 (18%) 23 (2%) 35 (3%)
電気・⽔道業 35 (37%) 15 (16%) 4 (4%) 7 (7%) 8 (8%) 1 (1%) 18 (19%) 7 (7%) 7 (7%)
情報通信業 12 (21%) 9 (16%) 1 (2%) 1 (2%) 5 (9%) 2 (3%) 26 (45%) 5 (9%) 2 (3%)
運輸業 23 (19%) 28 (23%) 8 (7%) 3 (2%) 8 (7%) 4 (3%) 41 (34%) 6 (5%) 6 (5%)
卸・⼩売業 33 (29%) 17 (15%) 3 (3%) 5 (4%) 18 (16%) 1 (1%) 35 (31%) 1 (1%) 2 (2%)
物品賃貸業 1 (7%) 3 (21%) 1 (7%) 0 (0%) 4 (29%) 0 (0%) 4 (29%) 1 (7%) 1 (7%)
学術・専⾨ 6 (18%) 6 (18%) 4 (12%) 3 (9%) 5 (15%) 1 (3%) 6 (18%) 2 (6%) 2 (6%)
宿泊・飲⾷ 17 (17%) 17 (17%) 6 (6%) 4 (4%) 10 (10%) 8 (8%) 29 (29%) 1 (1%) 10 (10%)
⽣活関連業 2 (10%) 5 (25%) 3 (15%) 2 (10%) 2 (10%) 0 (0%) 3 (15%) 1 (5%) 3 (15%)
医療・福祉 74 (20%) 88 (24%) 39 (10%) 13 (3%) 24 (6%) 8 (2%) 106 (28%) 5 (1%) 20 (5%)
サービス業 6 (21%) 4 (14%) 7 (24%) 1 (3%) 2 (7%) 0 (0%) 8 (28%) 1 (3%) 1 (3%)
務 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 673 (24%) 532 (19%) 325 (12%) 154 (6%) 266 (10%) 72 (3%) 604 (22%) 66 (2%) 124 (5%)

わからない 無回答・無効その他
費⽤対効果が⾒
込めない⼜は不
明である

具体的な進め⽅が
分からない

⼈材の不⾜
環境配慮設計や
技術開発が進ま
ない

社内の意識が不
⾜している

動静脈企業との
連携が進まない

24%

19%

12%

6%

10%

3%

22%

2%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

費用対効果が見込めない又は不明である

具体的な進め方が分からない

人材の不足

環境配慮設計や技術開発が進まない

社内の意識が不足している

動静脈企業との連携が進まない

わからない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016
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第 6 節 産業廃棄物処理税導入による影響について 

１．税制度の見直しについて 

県では必要がある場合は税制度の見直しを行うこととしています。この点についての

考えをみると「経営面ではマイナスだが、社会情勢等から存続はやむを得ない」と回答

した事業所が 32％で最も多く、次いで「発生抑制等に一定の効果があり、現行の内容で

存続すべきである」が 12％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-1 税制度の見直しについて（複数回答） 

 

表 5-6-1 税制度の見直しについて（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%
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32%
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7%
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発生抑制等に一定の効果があり、

現行の内容で存続すべきである

検討を要する点があり、

見直しを行ったうえで存続すべきである

経営面ではマイナスだが、

社会情勢等から存続はやむを得ない

発生抑制等に効果がないため、

廃止すべきである

わからない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,023

林業 3 (15%) 4 (20%) 4 (20%) 0 (0%) 6 (30%) 0 (0%) 3 (15%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 1 (20%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 0 (0%)

建設業 57 (12%) 57 (12%) 147 (30%) 55 (11%) 131 (27%) 7 (1%) 37 (8%)

製造業 78 (10%) 67 (9%) 279 (37%) 65 (9%) 207 (28%) 7 (1%) 42 (6%)

電気・水道業 19 (23%) 8 (10%) 20 (24%) 5 (6%) 24 (29%) 1 (1%) 7 (8%)

情報通信業 9 (17%) 3 (6%) 9 (17%) 0 (0%) 29 (55%) 1 (2%) 2 (4%)

運輸業 16 (15%) 5 (5%) 22 (21%) 8 (8%) 46 (44%) 0 (0%) 8 (8%)

卸・小売業 17 (18%) 11 (12%) 26 (28%) 3 (3%) 35 (38%) 0 (0%) 0 (0%)

物品賃貸業 4 (29%) 0 (0%) 6 (43%) 0 (0%) 2 (14%) 0 (0%) 2 (14%)

学術・専門 5 (22%) 2 (9%) 3 (13%) 0 (0%) 9 (39%) 1 (4%) 3 (13%)

宿泊・飲食 6 (8%) 6 (8%) 12 (17%) 3 (4%) 33 (46%) 3 (4%) 9 (13%)

生活関連業 2 (13%) 0 (0%) 7 (47%) 1 (7%) 3 (20%) 1 (7%) 1 (7%)

医療・福祉 23 (8%) 20 (7%) 100 (35%) 28 (10%) 82 (29%) 5 (2%) 26 (9%)

サービス業 1 (6%) 3 (17%) 5 (28%) 2 (11%) 5 (28%) 0 (0%) 2 (11%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

計 241 (12%) 186 (9%) 642 (32%) 170 (8%) 615 (30%) 26 (1%) 143 (7%)

無回答・無効

税制度は、発生抑制

等に一定の効果があ

り、現行の内容で存

続すべきである

税制度は、検討を要す

る点があり、見直しを

行ったうえで存続すべ

きである

税制度は、経営面で

はマイナスだが、社

会情勢等から存続は

やむを得ない

税制度は、発生抑制

等に効果がないた

め、廃止すべきであ

る

わからない その他
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２．産業廃棄物処理税を活用することについて 

県では産業廃棄物処理税をリサイクル技術等の開発支援などの「産業活動の支援」、

不法投棄等未然防止対策などの「適正処理の推進」、環境教育などの「県民の意識改革

の推進」の３分野の施策展開に活用しています。このような取り組みに産業廃棄物処理

税を活用することについて「なお検討を要する点もあるが、概ね賛成である」「わから

ない」と回答した事業所が 31％で最も多く、次いでが「有効な使い方であり、大いに賛

成する」23％であり、「税の使途事業としては、不十分である」が 6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6-2 産業廃棄物処理税を活用することについて 

 

表 5-6-2 産業廃棄物処理税を活用することについて（業種別） 
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31%
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31%
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有効な使い方であり、大いに賛成する

なお検討を要する点もあるが、概ね賛成である

税の使途事業としては、不十分である

わからない

その他

無回答・無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,024

林業 7 (35%) 4 (20%) 0 (0%) 4 (20%) 0 (0%) 5 (25%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%)
建設業 104 (21%) 159 (32%) 39 (8%) 148 (30%) 2 (0%) 39 (8%)

製造業 170 (23%) 270 (36%) 52 (7%) 198 (27%) 4 (1%) 52 (7%)

電気・水道業 34 (40%) 18 (21%) 5 (6%) 19 (23%) 0 (0%) 8 (10%)
情報通信業 18 (34%) 5 (9%) 1 (2%) 27 (51%) 0 (0%) 2 (4%)

運輸業 26 (25%) 17 (16%) 7 (7%) 45 (43%) 0 (0%) 10 (10%)

卸・小売業 26 (28%) 19 (21%) 3 (3%) 43 (47%) 0 (0%) 1 (1%)

物品賃貸業 5 (36%) 5 (36%) 0 (0%) 2 (14%) 0 (0%) 2 (14%)
学術・専門 6 (26%) 6 (26%) 1 (4%) 6 (26%) 0 (0%) 4 (17%)

宿泊・飲食 15 (21%) 16 (22%) 1 (1%) 31 (43%) 0 (0%) 9 (13%)

生活関連業 5 (33%) 4 (27%) 0 (0%) 3 (20%) 1 (7%) 2 (13%)
医療・福祉 53 (19%) 92 (32%) 11 (4%) 94 (33%) 3 (1%) 31 (11%)

サービス業 5 (28%) 4 (22%) 2 (11%) 5 (28%) 0 (0%) 2 (11%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

計 474 (23%) 621 (31%) 122 (6%) 629 (31%) 10 (0%) 168 (8%)

無回答・無効
有効な使い方であり、

大いに賛成する

なお検討を要する点も

あるが、概ね賛成であ

る

税の使途事業として

は、不十分である
わからない その他
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第 7 節 産業廃棄物関連施設に関する意見について 

産業廃棄物の循環的利用、適正処分を推進するため、県はどのようなことに力を入れてい

く必要があるか、重要と思われる項目を３つ選んでもらうと「不法投棄等の環境犯罪に対す

る迅速な対応と厳しい取締り」と回答した事業所が 19％で最も多く、次いで「適正な処理料

金のもと、市町村による併せ処理の促進」が 14％となっており、次いで「地域産業の特性を

活かしたミニエコタウン事業の推進」が 13％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7-1 産業廃棄物関連施設に関する意見 

 

表 5-7-1 産業廃棄物関連施設に関する意見（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

14%

13%

2%

5%
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4%

19%

8%

7%

9%

8%

4%
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民間による産業廃棄物処理施設の整備促進

適正な処理料金のもと、市町村による併せ処理の促進

地域産業の特性を活かしたミニエコタウン事業の推進

県や市など公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進

循環的利用に関する調査・研究と情報発信体制の充実

環境保全型商品を積極的に選択するグリーン購入・調達の推進

排出事業者責任の徹底を図るための監視・指導体制の強化

不法投棄等の環境犯罪に対する迅速な対応と厳しい取締り

適正処理についての県民の知識と理解を深めるための啓発活動

リサイクル技術の情報提供・ＰＲ

排出事業者とリサイクル業者とのマッチングの充実

その他

無回答･無効

（単位：事業所数の割合）

回答事業所数＝2,016

林業 1 (2%) 5 (12%) 8 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 9 (22%) 4 (10%) 3 (7%) 4 (10%) 2 (5%) 3 (7%)

漁業 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

鉱業 0 (0%) 4 (27%) 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 3 (20%) 1 (7%) 2 (13%) 3 (20%) 0 (0%) 0 (0%)

建設業 35 (3%) 131 (13%) 144 (14%) 25 (2%) 45 (4%) 48 (5%) 42 (4%) 204 (20%) 84 (8%) 57 (6%) 60 (6%) 106 (10%) 41 (4%)

製造業 -17 -(1%) 231 (15%) 222 (14%) 45 (3%) 86 (5%) 59 (4%) 55 (3%) 282 (18%) 134 (8%) 136 (9%) 182 (11%) 135 (8%) 42 (3%)

電気・水道業 15 (9%) 17 (10%) 11 (6%) 2 (1%) 6 (3%) 18 (10%) 16 (9%) 35 (20%) 16 (9%) 8 (5%) 6 (3%) 11 (6%) 12 (7%)

情報通信業 0 (0%) 19 (17%) 6 (5%) 0 (0%) 6 (5%) 4 (4%) 13 (12%) 27 (25%) 6 (5%) 4 (4%) 11 (10%) 8 (7%) 6 (5%)

運輸業 1 (0%) 26 (12%) 29 (14%) 4 (2%) 6 (3%) 8 (4%) 10 (5%) 42 (20%) 24 (11%) 12 (6%) 19 (9%) 18 (8%) 14 (7%)

卸・小売業 2 (1%) 36 (18%) 25 (12%) 2 (1%) 8 (4%) 11 (5%) 11 (5%) 45 (22%) 25 (12%) 12 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 3 (1%)

物品賃貸業 -1 -(3%) 4 (13%) 2 (6%) 1 (3%) 1 (3%) 3 (10%) 1 (3%) 8 (26%) 2 (6%) 2 (6%) 3 (10%) 3 (10%) 2 (6%)

学術・専門 0 (0%) 6 (12%) 5 (10%) 1 (2%) 3 (6%) 4 (8%) 5 (10%) 10 (19%) 4 (8%) 5 (10%) 3 (6%) 4 (8%) 2 (4%)

宿泊・飲食 6 (4%) 5 (4%) 23 (17%) 2 (1%) 8 (6%) 7 (5%) 7 (5%) 25 (18%) 9 (6%) 12 (9%) 16 (12%) 10 (7%) 9 (6%)

生活関連業 -1 -(3%) 4 (13%) 4 (13%) 0 (0%) 4 (13%) 2 (7%) 1 (3%) 5 (17%) 2 (7%) 2 (7%) 5 (17%) 1 (3%) 1 (3%)

医療・福祉 19 (3%) 89 (14%) 88 (14%) 16 (3%) 37 (6%) 19 (3%) 29 (5%) 116 (19%) 49 (8%) 39 (6%) 39 (6%) 47 (8%) 30 (5%)

サービス業 2 (6%) 4 (12%) 4 (12%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 8 (24%) 3 (9%) 1 (3%) 5 (15%) 2 (6%) 2 (6%)

公務 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

計 62 (1%) 581 (14%) 573 (13%) 98 (2%) 211 (5%) 185 (4%) 192 (4%) 819 (19%) 363 (8%) 296 (7%) 369 (9%) 359 (8%) 168 (4%)

無回答・無効
排出事業者とリサ
イクル業者との

マッチングの充実

民間による産業廃
棄物処理施設の

整備促進

適正な処理料金

のもと、市町村に

よる併せ処理の促
進

地域産業の特性

を活かしたミニエ

コタウン事業の推
進

県や市など公共

関与による産業廃

棄物処理施設の
整備促進

循環的利用に関

する調査・研究と

情報発信体制の
充実

環境保全型商品

を積極的に選択す

るグリーン購入・
調達の推進

排出事業者責任

の徹底を図るため

の監視・指導体制
の強化

不法投棄等の環

境犯罪に対する迅

速な対応と厳しい
取締り

適正処理について

の県民の知識と理

解を深めるための
啓発活動

リサイクル技術の

情報提供・ＰＲ
その他
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,1

1
7

1
3

5
1

1
,4

4
5

4
7

4
5

1
0

5
0

1
7
7
0

4
6

1
1

4
2

3
2
6

2
3

4
1

1
0

1
0
1

0
0

2
0

1
,5

9
8

1
9

0
5
5

1
,5

2
4

0
1

0
1

5
1

有
機

性
汚

泥
1
,9

2
5

0
3
9
8

4
7

4
4

5
0

0
1
6
3

2
3

0
0

4
0

6
6

0
0

0
0

1
0

1
1
,5

2
4

1
,5

2
4

0
0

0
1

0
1

無
機

性
汚

泥
1
,1

9
2

1
3

5
1

1
,0

4
6

0
0

1
1

0
0

1
6
0
7

2
3

1
1

2
2
6
1

2
3

4
1

1
0

1
0
0

0
0

2
0

7
5

1
9

0
5
5

0
1

0
0

4
0

廃
油

8
3

0
0

7
1

3
0

0
2

0
1

2
1
8

5
1

2
0

1
2

6
3

5
0

2
0

0
1
9

0
0

0
0

7
2

1
0

2
0

一
般

廃
油

7
8

0
0

6
6

2
0

0
2

0
1

2
1
5

4
1

0
0

1
2

6
3

5
0

2
0

0
1
9

0
0

0
0

7
2

1
0

2
0

廃
溶

剤
3

0
3

0
0

3
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
2

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

廃
酸

1
0
2

0
1
0
2

0
0

0
0

0
0

0
5

1
2

1
0

0
6
5

0
0

2
1

0
1
5

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
6
1

0
6
0

0
0

0
1

0
2

0
2
3

1
0

1
0

1
1

2
1

1
0

1
2

0
7

0
0

0
1

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
3
8

0
2
3

9
8

7
1

5
4

1
1
2

3
1
9

0
9

6
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
9

1
0

0
0

0
0

0
3

9
0

2
2

1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
3
2

0
2
3

9
7

7
1

5
4

1
1
2

3
1
9

0
9

6
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
9

1
0

0
0

0
0

0
2

4
0

2
2

1

廃
タ

イ
ヤ

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0

紙
く
ず

9
4

5
4

1

木
く
ず

1
4
4

0
8
7

5
1

0
0

1
1
0

1
1

0
0

2
0

1
0

7
1

0
2

1
6

0
1

1
0

5
0

0
0

0
0

0
3

1
0

1
0

繊
維

く
ず

3
1

2
2

動
植

物
性

残
さ

3
5

3
5

3
3

2
1

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

1
6
8

0
1
1

1
4
5

0
0

1
0

1
0

1
4

0
0

2
1

2
0

8
5

7
0

0
1
5

1
0

3
3

0
1

1
0

0
0

1
1
0

0
1

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
1
1

4
8

6
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
5
0

8
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
6
2
8

3
6
2
5

5
6
0
6

4
1

0
7

3
0

0
0

が
れ

き
類

6
4
2

5
6
3

7
6

0
0

1
1

1
3

0
0

6
6
2

0
3

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
5

2
3
3

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6
3

1
4
7

1
6

3
2

1
0

2
0

0
0

0

そ
の

他
2
4
3

1
8
3

5
8

0
1

1
1

0
0

0
4

5
1

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

5
3
5

4
5
5

0
2

4
6

1
0

1
4
3
1

0
7
8

7
8

2

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3
0

8
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1
0

0
1

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9

0
0

混
合

物
等

2
1

8
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

合 計
運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

情 報 通 信 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

鉱 業
建 設 業

製 造 業

電 気 ・ 水 道 業

－ 1 －



表
1
-
2
　

有
償

物
量

（
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

2
1
2

2
1
9
8

4
0

0
0

1
0

2
5
8

1
1

1
1

1
2

1
5

2
7
0

0
1
6

1
0

2
4

1
0

1
0

0
0

0
2

0
1

燃
え

殻
3

3
3

0
0

汚
泥

5
4

4
4

4
4

1
0

9
9

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥
5
4

4
4

4
4

1
0

9
9

廃
油

7
5

2
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

一
般

廃
油

6
5

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

廃
溶

剤
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
1

廃
酸

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

4
4

0
0

0
0

0
0

3
1

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
4

4
0

0
0

0
0

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

紙
く
ず

1
0

1
0

0

木
く
ず

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

2
2

2

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0

金
属

く
ず

1
2
7

1
1
2
6

0
0

0
0

1
0

1
3

0
0

0
0

2
0

5
2

7
0

0
1
5

0
0

2
4

1
1

0
0

0
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

1
3

1
3

3
9

水
銀

廃
棄

物

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
1

0
0

0
0

0
0

0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

1
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業

－ 2 －



表
1
-
3
　

排
出

量
（
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

5
,6

2
7

1
4

7
9
8

3
,0

5
6

8
8

7
1
5

2
2

1
3

7
5

7
7
9
9

7
6

1
3

1
1

1
1
6

1
,5

1
1

3
0

2
6

1
2

2
5

0
1
3
4

2
0

7
2

2
1
,6

8
2

1
0
2

0
5
6

1
,5

2
4

0
1
4

2
9

1
1
3

1
1

8

燃
え

殻
2
6

0
1
3

0
2

0
1

4
0

3
2

0
0

0
0

0
1
1

1
1

2

汚
泥

3
,0

6
3

1
3

5
1

1
,4

0
0

4
7

4
5

1
0

5
0

1
7
2
6

4
6

1
1

4
2

3
2
6

2
3

4
1

1
0

1
0
1

0
0

2
0

1
,5

8
9

1
0

0
5
5

1
,5

2
4

0
1

0
1

5
1

有
機

性
汚

泥
1
,9

2
5

0
3
9
8

4
7

4
4

5
0

0
1
6
3

2
3

0
0

4
0

6
6

0
0

0
0

1
0

1
1
,5

2
4

1
,5

2
4

0
0

0
1

0
1

無
機

性
汚

泥
1
,1

3
8

1
3

5
1

1
,0

0
2

0
0

1
1

0
0

1
5
6
3

2
3

1
1

2
2
6
1

2
3

4
1

1
0

1
0
0

0
0

2
0

6
6

1
0

0
5
5

0
1

0
0

4
0

廃
油

7
6

0
0

6
5

1
0

0
2

0
1

2
1
8

4
1

2
0

1
1

6
3

5
0

1
0

0
1
8

0
0

0
0

7
0

1
0

2
0

一
般

廃
油

7
2

0
0

6
1

1
0

0
2

0
1

2
1
5

4
1

0
0

1
1

6
3

5
0

1
0

0
1
8

0
0

0
0

7
0

1
0

2
0

廃
溶

剤
3

0
3

0
0

3
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

廃
酸

1
0
2

0
1
0
2

0
0

0
0

0
0

0
5

1
2

1
0

0
6
5

0
0

2
1

0
1
5

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
6
1

0
6
0

0
0

0
1

0
2

0
2
3

1
0

1
0

1
1

2
1

1
0

1
2

0
7

0
0

0
1

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
3
3

0
2
3

9
3

7
1

5
4

1
1
2

3
1
6

0
8

6
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
9

1
0

0
0

0
0

0
3

9
0

2
2

1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
2
7

0
2
3

9
3

7
1

5
4

1
1
2

3
1
6

0
8

6
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
9

1
0

0
0

0
0

0
2

4
0

2
2

1

廃
タ

イ
ヤ

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0

紙
く
ず

9
4

5
4

1

木
く
ず

1
4
4

0
8
7

5
1

0
0

1
1
0

1
1

0
0

2
0

1
0

7
1

0
2

1
6

0
1

1
0

5
0

0
0

0
0

0
3

1
0

1
0

繊
維

く
ず

3
1

2
2

動
植

物
性

残
さ

3
4

3
4

3
1

2
1

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

4
1

0
1
0

2
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
3

3
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
1

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
1
1

4
8

6
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
5
0

8
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
6
2
8

3
6
2
5

5
6
0
6

4
1

0
7

3
0

0
0

が
れ

き
類

6
4
2

5
6
3

7
6

0
0

1
1

1
3

0
0

6
6
2

0
3

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
5

2
3
3

2
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
6
　

委
託

中
間

処
理

量
（
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

1
,9

7
8

0
7
6
3

9
5
2

3
7

7
1
2

2
2

1
2

2
5

6
1
7
5

3
6

1
3

1
0

6
4

3
9
9

5
2
2

1
2

1
8

0
1
4

2
0

5
9

1
2
0
6

9
8

0
5

1
0
3

0
7

2
1

1
1
2

9
7

燃
え

殻
2
1

0
8

0
2

0
1

4
0

1
0

0
0

0
1
1

1
1

2

汚
泥

3
6
2

5
1

1
8
8

1
5

4
3

1
0

8
1

1
0
2

8
1

1
5

1
5

0
3

1
1

0
3

0
0

1
5

1
1
5

8
4

1
0
3

0
1

0
0

5
1

有
機

性
汚

泥
2
3
2

0
1
2
8

1
5

4
2

8
0

8
0

1
0

0
3

1
2

0
0

0
0

0
0

1
1
0
3

1
0
3

0
0

0
0

0
1

無
機

性
汚

泥
1
3
0

5
1

6
0

0
0

0
1

0
0

1
2
2

7
1

1
2

3
0

3
1

1
0

3
0

0
1
5

1
2

8
4

0
1

0
0

4
0

廃
油

6
7

0
0

6
5

1
0

0
2

0
1

2
1
7

4
1

2
0

1
1

5
3

5
0

1
0

0
1
8

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

一
般

廃
油

6
3

0
0

6
1

1
0

0
2

0
1

2
1
5

3
1

0
0

1
1

5
3

5
0

1
0

0
1
8

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

廃
溶

剤
3

0
3

0
0

3
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

廃
酸

2
3

0
2
3

0
0

0
0

0
0

0
4

1
2

1
0

0
1

0
0

2
1

0
2

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
5
1

0
5
0

0
0

0
1

0
2

0
2
3

8
1

0
1

1
2

1
1

0
4

0
7

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
2
4

0
2
2

8
6

6
1

5
4

1
8

2
1
6

0
8

5
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
7

1
0

0
0

0
0

0
2

9
0

2
2

1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
1
9

0
2
2

8
6

6
1

5
4

1
8

2
1
6

0
8

5
2

6
0

4
1

3
0

3
1

0
7

1
0

0
0

0
0

0
2

4
0

2
2

1

廃
タ

イ
ヤ

6
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
0

紙
く
ず

5
4

2
1

1

木
く
ず

1
3
4

0
8
0

4
9

0
0

1
1
0

1
0

0
0

2
0

1
0

7
1

0
1

1
6

0
1

1
0

5
0

0
0

0
0

0
3

1
0

1
0

繊
維

く
ず

3
1

2
2

動
植

物
性

残
さ

1
5

1
5

1
3

2
1

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

2
6

0
1
0

1
2

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
2

3
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
1

2
0

1
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

8
7

4
3

4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
2
5
1

3
2
4
8

2
2
4
3

2
0

2

が
れ

き
類

6
0
1

5
4
3

5
6

0
0

1
1

1
3

0
6

4
2

0
3

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
2
6

2
2
6

1
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
4
7

1
3
9

7
3

2
1

2
0

0
0

0

そ
の

他
2
2
8

1
7
8

4
8

0
1

1
1

0
0

4
4
1

0
0

0
0

0
0

0
2

2
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

1
7
7

9
9

0
1

4
3

1
1

8
8

7
7

7
7

1

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
2
8

7
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1
0

0
1

感
染

性
廃

棄
物

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
0

0

混
合

物
等

1
9

7
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
7
　

委
託

直
接

最
終

処
分

量
（
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

1
8
5

1
1

1
6
7

1
0

0
0

0
0

3
6

0
1

1
2

1
0
2

4
2

0
7

0
0

0
1

0
4

4
0

0
0

0
0

0
1

0
1

燃
え

殻
3

0
3

0
0

0
0

2
0

0

汚
泥

7
7

0
7
2

1
0

0
3
5

0
0

3
4

1
1

0
0

0
0

3
2

0
0

0
1

0

有
機

性
汚

泥
3

0
1

1
0

1
0

0
0

0
1

無
機

性
汚

泥
7
4

0
7
1

0
3
4

0
0

3
4

1
1

0
0

0
0

3
2

0
0

0

廃
油

一
般

廃
油

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

2
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2

1
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

0
0

木
く
ず

1
1

0
0

0
0

0

繊
維

く
ず

0
0

動
植

物
性

残
さ

0
0

0

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
5

2
1
2

0
0

0
7

5
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
6
4

0
6
3

3
5
0

2
1

7
1

0
0

0

が
れ

き
類

2
0

6
1
3

0
0

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
3

2
2

2
0

0
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
9

0
9

9

そ
の

他
7

4
3

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

2
0

0
0

0
0

1
1

1

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

感
染

性
廃

棄
物

0
0

混
合

物
等

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
8
　

再
生

利
用

量
（
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

2
,7

1
2

1
2

7
2
0

1
,8

0
8

3
2

4
9

1
9

7
3
0

5
2
3
2

1
2

8
5

6
1

1
,2

8
1

2
5

1
5

9
1
0

0
7

2
0

3
3

1
1
2
5

9
7

0
4

2
4

0
1
3

2
1

0
1

6
6

燃
え

殻
9
2

1
2
8

4
0

0
2

0
0

0
5

0
0

1
2

1
1

2
0

0
0

0
0

0
1

6
1

4
9

0
1
1

0
0

0
0

0
0

2

汚
泥

4
8
8

1
1

2
8

4
2
4

4
3

1
0

0
1
3

0
1
9
3

3
0

0
2

1
7
6

2
1

1
1

1
1

0
0

4
2
3

8
3

1
3

0
0

0
0

1
1

有
機

性
汚

泥
6
6

0
5
2

4
3

1
1
3

2
8

1
0

1
2

0
0

0
0

1
1
3

1
3

0
0

0
0

1

無
機

性
汚

泥
4
2
2

1
1

2
8

3
7
2

0
0

0
0

0
0

1
6
5

2
0

0
1

1
7
5

2
1

1
1

1
1

0
0

3
1
1

8
3

0
0

0
0

0
0

廃
油

4
1

0
0

3
2

1
0

0
2

0
1

1
7

3
1

1
0

0
1

3
1

3
0

1
0

0
5

0
0

7
0

0
0

2
0

一
般

廃
油

4
0

0
0

3
1

1
0

0
2

0
1

1
6

3
1

0
0

0
1

3
1

3
0

1
0

0
5

0
0

7
0

0
0

2
0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

廃
酸

6
7

0
6
7

0
0

0
0

0
0

1
0

0
6
4

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0
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業
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、
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を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
1
1
　

排
出

量
（
岡

山
市

　
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

1
,3

0
3

2
9
0

7
9
8

3
4

4
5

1
7

8
5
0

5
5
9
3

3
2

5
5
4

4
2

4
1

2
0

0
0

0
5

1
1
8
8

2
0

3
0

1
5
6

0
1
1

6
0

6
3

0

燃
え

殻
8

0
8

1
0

0
3

3
2

0

汚
泥

9
0
5

1
9

6
9
9

2
0

3
1

1
4
2

1
5
8
3

0
0

3
9

1
1

0
0

0
0

0
0

4
1
8
6

0
2
9

1
5
6

0
0

0
0

0
0

有
機

性
汚

泥
2
9
5

0
1
3
8

2
0

3
4
2

0
3
4

3
9

0
0

0
1
5
6

1
5
6

0
0

0
0

0

無
機

性
汚

泥
6
0
9

1
9

5
6
1

1
1

0
1

5
5
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
4

2
9

0
2
9

0
0

0
0

0
0

廃
油

1
6

0
7

0
0

0
2

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

0
0

0

一
般

廃
油

1
5

0
6

0
0

0
2

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

0
0

0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
1

0

廃
酸

2
0

2
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
4

0
4

0
0

2
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

4
1

8
2
6

4
0

2
2

0
6

2
4

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
3

0
1

2
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
4
0

8
2
6

4
0

2
2

0
6

2
4

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
1

2
0

廃
タ

イ
ヤ

1
0

0
0

0
1

0

紙
く
ず

3
1

2
1

1

木
く
ず

5
6

3
2

2
1

0
0

0
9

7
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

繊
維

く
ず

0
0

0
0

動
植

物
性

残
さ

9
9

9
0

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

8
4

3
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

2
3

1
7

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
1

1
0

0

が
れ

き
類

2
1
5

2
0
4

9
0

1
1

0
3

0
2

0
0

2
0

0
0

0
2

1
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
8
5

8
4

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
5
8

5
3

4
3

2
0

0

そ
の

他
7
2

6
7

4
1

1
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

ば
い

じ
ん

2
2

0
0

1

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
1
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

0
0

感
染

性
廃

棄
物

5
0

0
0

0
5

0
0

混
合

物
等

5
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
1
2
　

排
出

量
（
倉

敷
市

　
業

種
別

・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

2
,3

5
4

0
2
0
7

1
,8

3
5

3
2

1
2

0
1

2
0

1
5
7

7
3

3
3

2
0

1
,4

9
7

4
1
0

0
1

0
0

0
2
8

0
2
9
4

9
8

0
2
0

1
7
6

0
1

1
1

0
3

1
1

燃
え

殻
1
2

0
2

1
0

0
1
0

1
0

汚
泥

7
3
4

1
3

5
1
4

2
1

0
0

0
1
1
1

4
6

0
1

0
3
2
5

3
0

0
0

6
2
0
6

1
0

0
2
0

1
7
6

0
0

0
0

0
0

有
機

性
汚

泥
3
8
7

0
2
1
1

2
1

0
0

1
0
0

2
3

0
6
6

0
1

1
7
6

1
7
6

0
0

0
0

無
機

性
汚

泥
3
4
7

1
3

3
0
3

0
0

0
1
1

2
3

0
1

0
2
6
0

3
0

0
0

5
3
0

1
0

0
2
0

0
0

0
0

0
0

廃
油

2
7

0
0

2
6

0
0

1
0

1
0

4
1

0
0

1
1

4
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

2
6

0
0

2
6

0
0

1
0

1
0

4
1

0
0

1
1

4
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

廃
酸

8
1

0
8
1

0
3

1
2

6
5

0
1

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
3
5

0
3
4

0
0

0
1
7

1
0

1
1

0
6

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

3
8

0
6

2
6

0
0

2
0

1
0

9
0

1
1

0
6

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
1

5
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
3
4

0
6

2
6

0
0

2
0

1
0

9
0

1
1

0
6

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

4
0

0
0

0
0

0
4

0

紙
く
ず

1
1

木
く
ず

2
8

0
2
3

5
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

0
0

0
0

動
植

物
性

残
さ

1
0

1
0

1
0

0

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

1
2

0
3

8
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

6
0

0
0

0
0

1
0

0
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

4
0

1
2

2
8

0
0

0
0

0
0

1
9

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
6
0
1

1
6
0
0

0
5
9
5

2
2

0
0

が
れ

き
類

2
0
9

1
4
6

6
3

1
0

0
0

6
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
6
2

6
0

2
2

0
0

0
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
4
8

3
8

1
0

1
0

0
0

0

そ
の

他
9
9

4
8

5
2

1
0

0
0

5
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

5
1
2

4
3
5

2
1

4
3
1

0
7
7

7
7

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
1
2

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
2

0
0

感
染

性
廃

棄
物

2
0

0
0

0
0

2

混
合

物
等

1
0

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
1
3
　

排
出

量
（
備

前
地

域
　

業
種

別
・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

1
,0

0
2

8
2

1
2
7

1
1

5
0

1
1

1
1
1

1
1

1
6

1
2
1

8
1
0

3
0

3
6

0
0

8
0

7
8
8

0
7
8
8

1
0

0
1

4

燃
え

殻
1

0
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

8
3
6

5
3
9

0
1

2
0

0
3

0
0

0
2
1

0
1

0
9

0
0

7
8
8

0
7
8
8

0
0

3

有
機

性
汚

泥
7
9
2

0
4

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

7
8
8

7
8
8

0

無
機

性
汚

泥
4
3

5
3
4

0
0

2
0

0
0

2
1

0
1

0
9

0
0

0
0

0
0

3

廃
油

9
0

9
1

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

7
0

6
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤
2

0
2

2

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

廃
酸

1
7

0
1
7

0
0

0
0

0
0

2
0

1
5

0
0

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
1
5

0
1
5

0
1

0
0

0
1

0
1
1

1
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
5

2
1
2

0
0

0
0

0
0

0
2

1
1

2
0

3
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
5

2
1
2

0
0

0
0

0
0

0
2

1
1

2
0

3
0

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0

紙
く
ず

0
0

0
0

木
く
ず

1
6

9
6

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0

繊
維

く
ず

2
0

2
2

動
植

物
性

残
さ

1
1

0
0

1

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

7
1

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

2
0

0
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
5

5
1
0

0
8

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
6

0
6

3
1

1
0

が
れ

き
類

5
9

5
8

2
1

0
0

0
0

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
4

2
4

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
5

1
5

そ
の

他
2
0

1
9

2
1

0
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

0
0

0

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
0

感
染

性
廃

棄
物

1
1

混
合

物
等

2
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
1
4
　

排
出

量
（
備

中
地

域
　

業
種

別
・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

4
2
9

1
3

1
2
6

2
0
4

1
5

1
3

0
0

6
1

5
0

3
1

1
4

9
3

3
0

1
7

9
2

0
0

3
1

6
7

0
1

6
6

0
0

8
0

2
1

6

燃
え

殻
2

0
0

0
0

0
2

汚
泥

1
9
9

1
3

8
1
0
7

2
2

0
0

1
0

0
2

0
0

0
0

8
9

0
9

6
7

1
6
6

0
0

0
1

1
1

有
機

性
汚

泥
7
4

0
6

2
2

0
1

0
0

0
0

6
6

6
6

0
0

0
1

1

無
機

性
汚

泥
1
2
4

1
3

8
1
0
1

0
0

0
0

2
0

0
0

0
8
9

0
9

1
1

0
0

0
0

1
0

廃
油

2
1

0
2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
1

0
3

1
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0

一
般

廃
油

2
1

0
2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
1

0
3

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

廃
酸

2
0

2
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

廃
ア

ル
カ

リ
2

0
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

2
2

4
1
8

1
0

1
0

0
2

1
1

0
2

1
0

0
0

1
0

1
1

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2
2

4
1
8

1
0

1
0

0
2

1
1

0
2

1
0

0
0

1
0

1
1

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

紙
く
ず

4
1

3
3

木
く
ず

2
5

1
4

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

4
1

0
3

0
0

繊
維

く
ず

0
0

0
0

動
植

物
性

残
さ

1
3

1
3

1
1

1

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

金
属

く
ず

1
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
5

8
7

0
0

0
0

0
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
1
9

0
1
8

1
9

2
0

0
7

が
れ

き
類

9
1

8
9

2
0

0
2

0
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
3
7

3
7

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
2
5

2
3

2
2

0

そ
の

他
2
9

2
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

2
2

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
1

混
合

物
等

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
1
-
1
5
　

排
出

量
（
美

作
地

域
　

業
種

別
・
種

類
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
単
位
：
千
ｔ
/
年
）

食 料 品

飲 料 ･ 飼 料

繊 維
木 材

家 具
パ ル プ ･ 紙

印 刷
化 学

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム
皮 革

窯 業 ･ 土 石

鉄 鋼
非 鉄 金 属

金 属
は ん 用 機 器

生 産 用 機 器

業 務 用 機 器

電 子 部 品

電 気 機 器

情 報 通 信 機 器

輸 送 用 機 器

そ の 他

電 気 業

ガ ス 業

上 水 道 業

下 水 道 業

合
計

5
3
9

0
9
4

9
2

6
0

0
6

3
1
5

0
3
4

3
1

1
3

0
2

1
1

5
1

0
1

0
3
4
4

2
0

5
3
3
7

0
1

4
0

1
3

0

燃
え

殻
4

0
3

0
1

1
0

0
0

0
1

1

汚
泥

3
9
0

6
4
1

3
0

0
8

2
7

0
0

0
0

0
0

2
0

0
3
4
2

5
3
3
7

0
1

0
0

0

有
機

性
汚

泥
3
7
6

0
3
9

3
0

8
2
7

0
1

0
0

3
3
7

3
3
7

0
0

0

無
機

性
汚

泥
1
4

6
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
5

5
0

1
0

0

廃
油

4
0

3
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

一
般

廃
油

4
0

2
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

0

廃
酸

1
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
5

0
5

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
6

0
3

1
1

0
0

0
1

0
2

1
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
6

0
3

1
1

0
0

0
1

0
2

1
3

0
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

紙
く
ず

0
0

0
0

木
く
ず

1
8

1
0

7
0

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

繊
維

く
ず

0
0

0
0

動
植

物
性

残
さ

1
1

1
0

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0

金
属

く
ず

4
1

2
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
8

6
1
2

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い
1

0
1

1
0

が
れ

き
類

6
7

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
7

2
7

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
7

1
7

そ
の

他
2
2

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

6
5

2
4

0
1

1

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

0
0

1
0

混
合

物
等

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
、

農
業

か
ら

の
産

業
廃

棄
物

を
除

き
、

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
を

含
む

。
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

注
3
）
※

1
　

サ
ー

ビ
ス

業
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

注
3
）
※

2
　

そ
の

他
の

業
種

は
、

｢林
業

」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
、

「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

そ の 他 の 業 種 ※ 2

情 報 通 信 業

運 輸 業

卸 ・ 小 売 業

宿 泊 ・ 飲 食

医 療 ・ 福 祉

サ ー ビ ス 業 ※ 1

電 気 ・ 水 道 業

　
　

　
　

　
　

  
  
  
 業

　
種

　
種

　
類

合 計
鉱 業

建 設 業

製 造 業
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表
2
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

5
,8

3
9

2
1
2

5
,6

2
7

2
,9

2
5

6
2
6

3
8
2

1
7
8

6
6

2
,7

0
2

7
8
2

1
1
,8

0
1

1
1
9

0
2
,1

6
4

1
1

燃
え

殻
3
0

3
2
6

0
3

3
0

0
2
6

2
2
1

3
2
4

汚
泥

3
,1

1
7

5
4

3
,0

6
3

2
,8

4
5

5
8
2

3
5
4

1
6
2

6
6

2
1
8

7
0

2
0
0

1
1

4
3
9

0
0

有
機

性
汚

泥
1
,9

2
5

1
,9

2
5

1
,8

3
4

1
4
9

4
1
4
5

0
9
0

0
8
7

3
2
3
5

無
機

性
汚

泥
1
,1

9
2

5
4

1
,1

3
8

1
,0

1
1

4
3
3

3
5
0

1
8

6
6

1
2
8

7
0

1
1
2

8
2
0
4

0
0

廃
油

8
3

7
7
6

0
0

0
7
6

9
6
7

6
7

一
般

廃
油

7
8

6
7
2

0
0

0
7
2

9
6
3

6
3

廃
溶

剤
3

0
3

3
0

3
3

そ
の

他
2

1
1

1
0

1
1

廃
酸

1
0
2

0
1
0
2

1
5

1
1

8
7

6
4

2
3

2
3

廃
ア

ル
カ

リ
6
1

0
6
1

1
3

6
2

3
4
8

0
4
8

5
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
3
8

4
1
3
3

7
4

1
3

0
1
2
6

2
1
2
1

2
1
2
6

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
3
2

4
1
2
7

7
4

1
3

0
1
2
0

2
1
1
6

2
1
2
1

廃
タ

イ
ヤ

6
0

6
6

0
6

6

紙
く
ず

9
1

9
0

0
0

9
3

5
0

5

木
く
ず

1
4
4

0
1
4
4

8
6

5
1

1
3
6

2
1
3
4

1
1
3
5

繊
維

く
ず

3
3

0
0

0
0

3
0

3
0

3

動
植

物
性

残
さ

3
5

2
3
4

1
8

9
9

1
5

0
1
5

0
1
5

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

1

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

1
6
8

1
2
7

4
1

0
0

0
4
1

1
5

2
6

0
0

2
6

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
1
1

0
1
1
1

5
3

3
0

0
1
0
6

5
8
7

1
4

1
0
2

鉱
さ

い
6
2
8

6
2
8

6
2
8

3
1
3

2
5
1

6
4

3
1
5

が
れ

き
類

6
4
2

0
6
4
2

1
3

1
2

4
7

6
2
9

1
6

5
9
3

2
0

6
2
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
5

0
2
3
5

5
4

3
1

2
3
0

1
2
2
6

3
2
3
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6
3

1
6
3

3
3

0
2

1
6
1

8
1
4
4

9
1
5
6

そ
の

他
2
4
3

2
4
3

5
5

1
4

2
3
8

7
2
2
3

7
2
3
5

ば
い

じ
ん

5
3
5

1
3

5
2
3

5
2
3

3
4
3

0
1
7
7

2
1
8
0

0
0

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3
0

1
3
0

0
0

0
3
0

0
2
8

1
3
0

感
染

性
廃

棄
物

1
0

1
0

0
0

0
1
0

0
9

0
1
0

混
合

物
2
1

1
2
0

2
0

0
1
9

1
2
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
注

2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
2
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
（
J
）

（
S
）

合
計

2
,1

6
3

1
8
5

1
8
5

0
1
8
3

2
1
,9

7
8

1
,9

7
5

3
1
,3

3
9

6
4
0

1
,6

3
4

1
,5

4
8

8
6

2
,7

1
2

2
7
2

1
2
7
1

0
2
,9

2
3

燃
え

殻
2
4

3
3

3
0

2
1

2
1

0
3

1
9

1
0
4

8
7

1
8

9
2

2
1

2
1

9
5

汚
泥

4
3
9

7
7

7
7

7
6

1
3
6
2

3
6
1

1
3
1
8

4
4

1
4
7

1
2
7

2
0

4
8
8

9
7

0
9
7

5
4
2

有
機

性
汚

泥
2
3
5

3
3

3
0

2
3
2

2
3
1

1
2
0
9

2
3

6
3

6
2

1
6
6

4
4

6
6

無
機

性
汚

泥
2
0
4

7
4

7
4

7
3

1
1
3
0

1
3
0

0
1
0
8

2
2

8
4

6
6

1
9

4
2
2

9
3

0
9
3

4
7
6

廃
油

6
7

6
7

6
7

0
3
4

3
3

3
2

3
2

4
1

4
8

一
般

廃
油

6
3

6
3

6
3

0
3
3

3
0

3
2

3
2

4
0

4
7

廃
溶

剤
3

3
3

1
2

0
0

0
0

そ
の

他
1

1
1

0
1

1
1

1
1

廃
酸

2
3

2
3

2
3

2
2
1

3
3

6
7

6
7

廃
ア

ル
カ

リ
5
1

5
1

5
1

2
8

2
3

1
6

1
6

1
8

1
8

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
2
6

2
2

0
2

0
1
2
4

1
2
4

0
9
9

2
5

9
4

8
3

1
1

8
6

1
3

1
3

9
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
2
1

2
2

0
2

0
1
1
9

1
1
8

0
9
4

2
5

9
0

7
9

1
1

8
2

1
3

1
3

8
6

廃
タ

イ
ヤ

6
6

6
5

0
4

4
0

4
0

0
4

紙
く
ず

5
0

0
0

0
5

5
0

5
1

4
4

0
8

0
0

8

木
く
ず

1
3
5

1
1

1
1
3
4

1
3
3

2
1
2
1

1
3

1
1
4

1
1
1

3
1
1
8

4
4

1
1
8

繊
維

く
ず

3
0

0
0

3
3

0
3

0
3

3
0

3
0

0
3

動
植

物
性

残
さ

1
5

0
0

0
1
5

1
5

1
0

5
1
0

1
0

0
2
0

0
0

2
2

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

0
0

0
0

0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

2
6

0
0

0
0

2
6

2
6

2
5

1
2
4

2
1

3
3
7

3
3

0
1
6
4

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
0
2

1
5

1
5

0
1
4

0
8
7

8
7

0
7
4

1
3

8
4

7
6

8
8
4

2
2

2
2

8
4

鉱
さ

い
3
1
5

6
4

6
4

6
4

2
5
1

2
5
1

1
9

2
3
2

2
4
9

2
4
4

5
5
5
7

6
8

6
8

5
5
7

が
れ

き
類

6
2
0

2
0

2
0

1
9

0
6
0
1

6
0
1

5
6
3

3
8

5
9
9

5
8
7

1
2

6
0
8

3
2

3
2

6
0
8

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
0

3
3

3
0

2
2
6

2
2
6

2
2
6

0
2
2
6

2
2
5

1
2
2
9

5
5

2
2
9

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
5
6

9
9

9
1
4
7

1
4
7

1
4
4

3
1
4
7

1
4
6

1
1
5
4

1
0

1
0

1
5
4

そ
の

他
2
3
5

7
7

7
0

2
2
8

2
2
8

1
9
3

3
4

2
2
7

2
1
6

1
0

2
2
5

1
7

1
7

2
2
5

ば
い

じ
ん

1
7
9

2
2

2
1
7
7

1
7
7

1
2

1
6
4

1
3
0

1
3
0

4
7
2

3
0

2
4
8
5

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3
0

1
1

1
0

2
8

2
8

0
2
2

6
1
8

1
1

7
1
1

8
8

1
2

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

0
9

9
0

5
5

0
0

0
0

0
0

0

混
合

物
2
0

1
1

1
0

1
9

1
9

1
7

2
1
7

1
1

7
1
1

8
8

1
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
2
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
無

変
換

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

5
,8

3
9

2
1
2

5
,6

2
7

2
,9

2
5

6
2
6

3
8
2

1
7
8

6
6

2
,7

0
2

7
8
2

1
1
,8

0
1

1
1
9

0
2
,1

6
4

1
1

燃
え

殻
3
0

3
2
6

0
0

0
2
6

2
2
1

3
2
4

汚
泥

3
,1

1
7

5
4

3
,0

6
3

2
,8

4
5

5
8
3

3
5
5

1
6
2

6
6

2
1
8

7
0

2
0
0

1
1

4
3
9

0
0

有
機

性
汚

泥
1
,9

2
5

1
,9

2
5

1
,8

3
4

1
5
0

5
1
4
5

0
9
0

0
8
7

3
2
3
5

無
機

性
汚

泥
1
,1

9
2

5
4

1
,1

3
8

1
,0

1
1

4
3
3

3
5
0

1
8

6
6

1
2
8

7
0

1
1
2

8
2
0
4

0
0

廃
油

8
3

7
7
6

0
0

0
7
6

9
6
7

6
7

一
般

廃
油

7
8

6
7
2

0
0

0
7
2

9
6
3

6
3

廃
溶

剤
3

0
3

3
0

3
3

そ
の

他
2

1
1

1
0

1
1

廃
酸

1
0
2

0
1
0
2

1
5

1
1

8
7

6
4

2
3

2
3

廃
ア

ル
カ

リ
6
1

0
6
1

1
3

6
2

3
4
8

0
4
8

5
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
3
8

4
1
3
3

7
4

1
3

0
1
2
6

2
1
2
1

2
1
2
6

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
3
2

4
1
2
7

7
4

1
3

0
1
2
0

2
1
1
6

2
1
2
1

廃
タ

イ
ヤ

6
0

6
6

0
6

6

紙
く
ず

9
1

9
0

0
0

9
3

5
0

5

木
く
ず

1
4
4

0
1
4
4

8
6

5
1

0
1
3
6

2
1
3
4

1
1
3
5

繊
維

く
ず

3
3

0
0

0
0

3
0

3
0

3

動
植

物
性

残
さ

3
5

2
3
4

1
8

1
2

1
2

0
0

1
5

0
1
5

0
1
5

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

1

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

1
6
8

1
2
7

4
1

0
0

0
4
1

1
5

2
6

0
0

2
6

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
1
1

0
1
1
1

5
3

3
0

0
1
0
6

5
8
7

1
4

1
0
2

鉱
さ

い
6
2
8

6
2
8

6
2
8

3
1
3

2
5
1

6
4

3
1
5

が
れ

き
類

6
4
2

0
6
4
2

1
3

1
2

4
7

6
2
9

1
6

5
9
3

2
0

6
2
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
5

0
2
3
5

5
4

3
1

2
3
0

1
2
2
6

3
2
3
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6
3

1
6
3

3
3

0
2

1
6
1

8
1
4
4

9
1
5
6

そ
の

他
2
4
3

2
4
3

5
5

1
4

2
3
8

7
2
2
3

7
2
3
5

ば
い

じ
ん

5
3
5

1
3

5
2
3

5
2
3

3
4
3

0
1
7
7

2
1
8
0

0
0

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3
0

1
3
0

0
0

0
3
0

0
2
8

1
3
0

感
染

性
廃

棄
物

1
0

1
0

0
0

0
1
0

0
9

0
1
0

混
合

物
2
1

1
2
0

2
0

0
1
9

1
2
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
2
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
無

変
換

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
ｔ/

年
）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
（
J
）

（
S
）

合
計

2
,1

6
3

1
8
5

1
8
5

0
1
8
3

2
1
,9

7
8

1
,9

7
5

3
1
,3

3
9

6
4
0

1
,6

3
4

1
,5

4
8

8
6

2
,7

1
2

2
7
2

1
2
7
1

0
2
,9

2
3

燃
え

殻
2
4

3
3

3
0

2
1

2
1

0
3

1
8

2
1

1
9

2
2
1

5
5

2
5

汚
泥

4
3
9

7
7

7
7

7
6

1
3
6
2

3
6
1

1
3
1
8

4
4

1
6
4

1
4
0

2
5

5
0
1

1
0
2

0
1
0
2

5
5
5

有
機

性
汚

泥
2
3
5

3
3

3
0

2
3
2

2
3
1

1
2
0
9

2
3

7
8

7
3

4
7
9

7
7

7
9

無
機

性
汚

泥
2
0
4

7
4

7
4

7
3

1
1
3
0

1
3
0

0
1
0
8

2
2

8
7

6
6

2
0

4
2
3

9
4

0
9
4

4
7
7

廃
油

6
7

6
7

6
7

0
3
4

3
3

3
4

3
3

1
4
2

1
1

4
9

一
般

廃
油

6
3

6
3

6
3

0
3
3

3
0

3
3

3
2

1
4
1

1
1

4
7

廃
溶

剤
3

3
3

1
2

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
1

1
1

0
1

1
1

0
1

0
0

1

廃
酸

2
3

2
3

2
3

2
2
1

3
3

0
6
7

0
0

6
7

廃
ア

ル
カ

リ
5
1

5
1

5
1

2
8

2
3

1
7

1
6

2
1
8

2
2

1
8

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
2
6

2
2

0
2

0
1
2
4

1
2
4

0
9
9

2
5

9
7

8
4

1
3

8
8

1
5

1
5

9
2

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
2
1

2
2

0
2

0
1
1
9

1
1
8

0
9
4

2
5

9
3

8
0

1
2

8
3

1
5

1
5

8
7

廃
タ

イ
ヤ

6
6

6
5

0
4

4
0

4
0

0
5

紙
く
ず

5
0

0
0

0
5

5
0

5
1

5
4

0
8

0
0

9

木
く
ず

1
3
5

1
1

1
1
3
4

1
3
3

2
1
2
1

1
3

1
1
6

1
1
2

4
1
1
8

5
5

1
1
9

繊
維

く
ず

3
0

0
0

3
3

0
3

0
3

3
0

3
0

0
3

動
植

物
性

残
さ

1
5

0
0

0
1
5

1
5

1
0

5
1
1

1
0

0
2
2

0
0

2
4

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

2
6

0
0

0
0

2
6

2
6

2
5

1
2
5

2
2

3
3
7

3
3

0
1
6
5

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
0
2

1
5

1
5

0
1
4

0
8
7

8
7

0
7
4

1
3

8
7

7
8

8
8
6

2
3

2
3

8
6

鉱
さ

い
3
1
5

6
4

6
4

6
4

2
5
1

2
5
1

1
9

2
3
2

2
5
1

2
4
7

5
5
6
0

6
8

6
8

5
6
0

が
れ

き
類

6
2
0

2
0

2
0

1
9

0
6
0
1

6
0
1

5
6
3

3
8

6
0
0

5
8
7

1
3

6
0
8

3
3

3
3

6
0
8

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
0

3
3

3
0

2
2
6

2
2
6

2
2
6

0
2
2
6

2
2
5

1
2
2
9

5
5

2
2
9

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
5
6

9
9

9
1
4
7

1
4
7

1
4
4

3
1
4
7

1
4
6

1
1
5
4

1
0

1
0

1
5
4

そ
の

他
2
3
5

7
7

7
0

2
2
8

2
2
8

1
9
3

3
4

2
2
7

2
1
6

1
1

2
2
5

1
8

1
8

2
2
5

ば
い

じ
ん

1
7
9

2
2

2
1
7
7

1
7
7

1
2

1
6
4

1
7
7

1
7
6

0
5
1
9

3
0

3
5
3
2

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3
0

1
1

1
0

2
8

2
8

0
2
2

6
2
1

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

1
2

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

0
9

9
0

5
5

2
1

2
1

2
2

1

混
合

物
等

2
0

1
1

1
0

1
9

1
9

1
7

2
1
9

1
1

8
1
1

9
9

1
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

本
編

1
3
頁

の
「
5
.産

業
廃

棄
物

の
種

類
の

区
分

に
つ

い
て

」
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
2
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

5
,8

3
9

2
1
2

5
,6

2
7

2
,9

2
5

6
2
6

3
8
2

1
7
8

6
6

2
,7

0
2

7
8
2

1
1
,8

0
1

1
1
9

0
2
,1

6
4

1
1

鉱
業

1
4

1
4

8
6

6
6

6
0

0

建
設

業
8
0
0

2
7
9
8

2
3

2
0

1
2

8
0

7
7
5

9
7
5
5

1
1

7
7
4

製
造

業
3
,2

5
4

1
9
8

3
,0

5
6

1
,3

2
3

4
9
9

3
6
3

7
0

6
6

1
,7

3
4

7
5
0

8
8
2

1
0
1

0
1
,1

1
9

食
料

品
9
1

4
8
8

5
2

1
5

1
3

2
0

3
6

0
3
5

1
3
8

飲
料

･飼
料

8
0

7
0

0
0

7
0

7
0

7

繊
維

1
5

0
1
5

3
0

0
0

1
2

0
1
2

0
1
2

木
材

2
2

0
2
2

1
1

1
2
2

2
2

0
2
2

家
具

1
4

1
1
3

1
3

1
1
2

1
2

パ
ル

プ
･紙

7
5

0
7
5

4
7

7
4

2
2
7

4
2
3

0
2
6

印
刷

9
2

7
1

1
1

0
6

0
6

0
6

化
学

8
5
7

5
8

7
9
9

6
6
1

2
2
3

1
5
0

3
8

3
4

1
3
8

0
1
3
7

2
2
1
0

石
油

・
石

炭
8
7

1
1

7
6

4
3

5
2

3
3
3

3
3

3
6

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

1
4

1
1
3

0
0

0
0

1
3

0
1
3

0
1
3

ゴ
ム

1
1

1
1
1

1
1

1
0

1
1
1

皮
革

窯
業

･土
石

1
1
7

1
1
1
6

4
1

3
3

7
5

2
6
1

1
2

0
7
6

鉄
鋼

1
,5

1
3

2
1
,5

1
1

3
2
2

2
1
7

1
7
2

1
4

3
1

1
,1

8
9

7
3
3

3
8
5

7
1

5
0
1

非
鉄

金
属

3
0

1
3
0

2
1

2
1

2
1

8
5

4
8

金
属

3
1

5
2
6

0
0

0
0

2
6

2
2
2

2
2
4

は
ん

用
機

器
1
5

2
1
2

1
2

0
1
2

0
1
2

生
産

用
機

器
9
5

7
0

2
5

0
0

0
2
5

0
1
8

7
2
5

業
務

用
機

器
1

0
0

0
0

0
0

電
子

部
品

1
4
9

1
6

1
3
4

1
2
5

5
0

5
0

9
0

9
1
4

電
気

機
器

2
1

2
2

0
2

0
2

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
9
7

2
4

7
2

5
0

0
0

6
8

7
5
9

1
6
1

そ
の

他
2

2
0

0
0

1
1

1

電
気

・
水

道
業

1
,6

9
2

1
0

1
,6

8
2

1
,5

7
2

1
0
1

1
1
0
0

0
1
1
0

1
1
0
6

4
2
1
1

1
1

電
気

業
1
1
2

1
0

1
0
2

1
0
2

1
9
8

4
1
0
2

1
1

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0
0

上
水

道
業

5
6

5
6

5
3

3
1

2
0

3
3

0
5

下
水

道
業

1
,5

2
4

1
,5

2
4

1
,5

1
8

9
8

9
8

0
5

5
0

1
0
3

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0

運
輸

業
1
4

0
1
4

1
4

7
7

0
7

卸
・
小

売
業

3
1

2
2
9

0
0

0
2
9

8
2
1

0
2
1

宿
泊

・
飲

食
1

1
1

0
1

1

医
療

・
福

祉
1
3

0
1
3

0
0

0
1
3

0
1
2

1
1
3

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1
2

1
1
1

0
0

0
0

1
1

2
9

0
0

9

そ
の

他
の

業
種

※
2

8
8

8
0

7
1

8

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
2
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

2
,1

6
3

1
8
5

1
8
5

0
1
8
3

2
1
,9

7
8

1
,9

7
5

3
1
,3

3
9

6
4
0

1
,6

3
4

1
,5

4
8

8
6

2
,7

1
2

2
7
2

1
2
7
1

0
2
,9

2
3

鉱
業

0
0

0
0

0
0

0
1
2

0
0

1
2

建
設

業
7
7
4

1
1

1
1

0
1
1

0
7
6
3

7
6
3

0
7
5
0

1
4

7
3
0

6
9
9

3
2

7
2
0

4
2

4
2

7
2
2

製
造

業
1
,1

1
9

1
6
7

1
6
7

1
6
6

1
9
5
2

9
5
0

2
4
3
6

5
1
7

7
3
6

6
9
5

4
1

1
,8

0
8

2
0
8

2
0
8

0
2
,0

0
6

食
料

品
3
8

1
1

1
3
7

3
7

0
2
9

8
2
0

1
9

1
3
2

2
2

3
5

飲
料

･飼
料

7
0

0
0

7
7

0
7

0
4

4
0

4
0

0
4

繊
維

1
2

0
0

0
1
2

1
2

0
1
0

2
1
0

9
0

9
0

0
9

木
材

2
2

0
0

0
2
2

2
2

9
1
3

2
0

1
9

1
1
9

1
1

1
9

家
具

1
2

1
2

1
0

2
1
1

1
7

6
1

7
1

1
8

パ
ル

プ
･紙

2
6

0
0

0
2
5

2
5

0
1
4

1
1

2
3

2
2

1
3
0

2
2

3
0

印
刷

6
0

0
0

6
6

2
4

5
4

1
5

1
1

7

化
学

2
1
0

3
6

3
6

3
6

0
1
7
5

1
7
5

1
2
2

5
3

8
5

8
2

3
2
3
2

3
9

3
9

2
9
0

石
油

・
石

炭
3
6

3
6

3
6

1
8

1
8

1
4

1
0

4
1
2

4
4

2
3

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

1
3

0
0

0
0

1
3

1
3

7
5

8
8

1
8

1
1

9

ゴ
ム

1
1

1
1

1
1
0

1
0

0
6

4
7

5
2

5
2

2
6

皮
革

窯
業

･土
石

7
6

1
2

1
2

1
2

0
6
4

6
4

5
2

1
2

6
1

5
9

2
6
1

1
4

1
4

0
6
1

鉄
鋼

5
0
1

1
0
2

1
0
2

1
0
2

0
3
9
9

3
9
9

5
5

3
4
4

3
8
3

3
7
6

7
1
,2

8
1

1
0
9

1
0
9

1
,2

8
3

非
鉄

金
属

8
4

4
4

0
5

5
2

2
4

4
0

2
5

4
4

2
6

金
属

2
4

2
2

2
0

2
2

2
2

0
1
5

7
1
6

1
3

3
1
5

5
5

2
0

は
ん

用
機

器
1
2

0
0

0
0

1
2

1
2

1
0

2
9

9
0

9
0

0
1
2

生
産

用
機

器
2
5

7
7

7
0

1
8

1
8

1
6

2
1
2

1
0

2
1
0

9
9

8
1

業
務

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

電
子

部
品

1
4

0
0

0
1
4

1
4

7
7

7
7

0
7

0
0

2
3

電
気

機
器

2
0

0
0

0
2

2
2

0
2

2
0

2
0

0
2

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
6
1

1
1

1
5
9

5
9

0
4
0

1
9

3
6

2
6

1
0

3
3

1
2

1
2

5
7

そ
の

他
1

0
0

0
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

電
気

・
水

道
業

2
1
0

4
4

3
1

2
0
6

2
0
5

1
1
1
1

9
5

1
2
7

1
2
4

2
1
2
5

7
1

6
1
3
5

電
気

業
1
0
2

4
4

3
1

9
8

9
8

1
0

8
8

9
8

9
7

1
9
7

5
1

4
1
0
7

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

上
水

道
業

5
0

0
0

5
5

4
1

3
3

0
4

0
0

4

下
水

道
業

1
0
3

0
0

0
1
0
3

1
0
2

1
9
6

7
2
5

2
4

2
2
4

2
2

2
4

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

運
輸

業
7

0
0

0
0

7
7

6
0

6
5

1
1
3

1
1

1
3

卸
・
小

売
業

2
1

0
0

0
0

2
1

2
1

2
0

1
1
8

1
3

4
2
1

5
5

2
3

宿
泊

・
飲

食
1

1
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
1
3

1
1

1
0

1
2

1
2

0
6

5
3

1
2

1
3

3
1

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
9

0
0

0
9

9
6

4
6

4
2

6
2

2
0

6

そ
の

他
の

業
種

※
2

8
1

1
1

7
7

3
3

7
6

1
6

2
2

6

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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表
3
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
鉱

業
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
4

1
4

8
6

6
6

6
0

0

燃
え

殻

汚
泥

1
3

1
3

8
6

6
6

6

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥
1
3

1
3

8
6

6
6

6

廃
油

0
0

0
0

0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

0
0

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
3
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
鉱

業
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

0
0

0
0

0
0

0
1
2

0
0

1
2

燃
え

殻
0

0
0

0

汚
泥

1
1

1
1

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥
1
1

1
1

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

0
0

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
3
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
建

設
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

8
0
0

2
7
9
8

2
3

2
0

1
2

8
0

7
7
5

9
7
5
5

1
1

7
7
4

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

5
1

5
1

5
1

0
5
1

0
5
1

有
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

0

無
機

性
汚

泥
5
1

5
1

5
1

0
5
1

0
5
1

廃
油

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0

そ
の

他

廃
酸

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

2
3

2
3

0
0

0
0

2
3

0
2
2

1
2
3

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2
3

2
3

0
0

0
0

2
3

0
2
2

1
2
3

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0

紙
く
ず

4
0

4
0

0
0

4
0

4
0

4

木
く
ず

8
7

8
7

7
5

5
0

8
0

0
7
9

1
8
0

繊
維

く
ず

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

1
1

1
1
0

1
0

0
1
0

0
1
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

4
8

4
8

3
3

3
0

0
4
5

0
4
3

2
4
5

鉱
さ

い
3

3
3

3
0

3

が
れ

き
類

5
6
3

0
5
6
3

1
3

1
2

4
7

5
5
0

9
5
3
5

6
5
4
9

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
3
3

0
2
3
3

5
4

3
1

2
2
8

1
2
2
5

2
2
2
7

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
4
7

1
4
7

3
3

0
2

1
4
4

8
1
3
7

0
1
3
9

そ
の

他
1
8
3

1
8
3

5
5

1
4

1
7
8

1
7
4

4
1
8
2

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
8

0
8

8
7

1
8

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

8
0

8
8

7
1

8

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
3
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
建

設
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

7
7
4

1
1

1
1

0
1
1

0
7
6
3

7
6
3

0
7
5
0

1
4

7
3
0

6
9
9

3
2

7
2
0

4
2

4
2

7
2
2

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

0
3

1
2

1
2

2
1

汚
泥

5
1

0
0

0
5
1

5
1

0
5
1

0
3
2

2
7

5
2
8

5
5

2
8

有
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

無
機

性
汚

泥
5
1

0
0

0
5
1

5
1

0
5
1

0
3
2

2
7

5
2
8

5
5

2
8

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

2
3

1
1

0
1

0
2
2

2
2

0
2
2

0
1
9

1
5

4
1
5

4
4

1
5

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2
3

1
1

0
1

0
2
2

2
2

0
2
2

0
1
9

1
5

4
1
5

4
4

1
5

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

紙
く
ず

4
0

0
0

0
4

4
4

0
3

3
0

3
0

0
3

木
く
ず

8
0

1
1

1
8
0

7
9

0
7
7

3
6
9

6
7

2
7
2

2
2

7
2

繊
維

く
ず

1
0

0
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
1
0

9
1

9
1

1
1
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

4
5

2
2

0
2

0
4
3

4
3

3
8

4
4
1

3
5

6
3
8

8
8

3
8

鉱
さ

い
3

0
0

0
3

3
1

2
3

3
0

3
0

0
3

が
れ

き
類

5
4
9

6
6

6
0

5
4
3

5
4
3

5
3
9

3
5
4
2

5
3
2

1
0

5
4
5

1
6

1
6

5
4
5

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
2
7

2
2

2
0

2
2
6

2
2
6

2
2
5

0
2
2
5

2
2
4

1
2
2
8

3
3

2
2
8

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
3
9

0
0

0
1
3
9

1
3
9

1
3
6

3
1
3
9

1
3
8

1
1
4
6

1
1

1
4
6

そ
の

他
1
8
2

4
4

4
0

1
7
8

1
7
8

1
7
8

0
1
7
8

1
7
0

8
1
7
1

1
2

1
2

1
7
1

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
8

1
1

1
7

7
7

0
7

5
3

5
3

3
5

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

8
1

1
1

7
7

7
0

7
5

3
5

3
3

5

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
3
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
製

造
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

3
,2

5
4

1
9
8

3
,0

5
6

1
,3

2
3

4
9
9

3
6
3

7
0

6
6

1
,7

3
4

7
5
0

8
8
2

1
0
1

0
1
,1

1
9

燃
え

殻
1
7

3
1
3

0
3

3
0

0
1
3

2
8

3
1
1

汚
泥

1
,4

4
5

4
4

1
,4

0
0

1
,2

6
6

4
7
5

3
4
8

6
2

6
6

1
3
4

1
1
2
6

7
2
6
1

有
機

性
汚

泥
3
9
8

3
9
8

3
1
6

5
1

4
4
6

0
8
3

0
8
1

1
1
2
9

無
機

性
汚

泥
1
,0

4
6

4
4

1
,0

0
2

9
5
0

4
2
4

3
4
3

1
5

6
6

5
2

1
4
5

5
1
3
2

廃
油

7
1

5
6
5

0
0

0
6
5

0
6
5

6
5

一
般

廃
油

6
6

5
6
1

0
0

0
6
1

0
6
1

6
1

廃
溶

剤
3

0
3

3
3

3

そ
の

他
2

1
1

1
0

1
1

廃
酸

1
0
2

0
1
0
2

1
5

1
1

8
7

6
4

2
3

2
3

廃
ア

ル
カ

リ
6
0

0
6
0

1
3

6
2

3
4
7

0
4
7

5
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

9
8

4
9
3

7
4

1
3

8
6

2
8
3

1
8
7

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
9
7

4
9
3

7
4

1
3

8
6

2
8
3

1
8
7

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

紙
く
ず

5
1

5
5

3
2

2

木
く
ず

5
1

0
5
1

1
1

1
5
0

2
4
9

0
4
9

繊
維

く
ず

2
2

2
0

2
2

動
植

物
性

残
さ

3
5

2
3
4

1
8

9
9

1
5

0
1
5

0
1
5

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

1

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

1
4
5

1
2
6

2
0

2
0

8
1
2

0
0

1
2

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

6
2

0
6
2

2
0

0
6
0

5
4
3

1
2

5
6

鉱
さ

い
6
2
5

6
2
5

6
2
5

3
1
3

2
4
8

6
3

3
1
2

が
れ

き
類

7
6

7
6

7
6

7
5
6

1
3

6
9

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2

2
2

1
2

2

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6

1
6

1
6

7
9

1
6

そ
の

他
5
8

5
8

5
8

7
4
8

3
5
0

ば
い

じ
ん

4
5
5

1
3

4
4
2

4
4
2

3
4
3

9
9

0
9
9

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
4

0
4

4
0

4
1

4

感
染

性
廃

棄
物

0
0

0
0

0

混
合

物
等

4
0

4
4

0
4

1
4

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外

－ 26 －



表
3
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
製

造
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

1
,1

1
9

1
6
7

1
6
7

1
6
6

1
9
5
2

9
5
0

2
4
3
6

5
1
7

7
3
6

6
9
5

4
1

1
,8

0
8

2
0
8

2
0
8

0
2
,0

0
6

燃
え

殻
1
1

3
3

3
0

8
8

0
3

6
3
4

2
3

1
1

2
8

1
4

1
4

3
1

汚
泥

2
6
1

7
2

7
2

7
2

0
1
8
8

1
8
8

0
1
5
5

3
3

9
0

7
5

1
5

4
2
4

8
7

8
7

4
6
9

有
機

性
汚

泥
1
2
9

1
1

1
0

1
2
8

1
2
8

0
1
1
2

1
6

4
9

4
8

1
5
2

3
3

5
2

無
機

性
汚

泥
1
3
2

7
1

7
1

7
1

6
0

6
0

4
4

1
7

4
1

2
7

1
3

3
7
2

8
4

8
4

4
1
6

廃
油

6
5

6
5

6
5

0
3
2

3
3

3
2

3
2

3
2

3
7

一
般

廃
油

6
1

6
1

6
1

0
3
1

3
0

3
1

3
1

3
1

3
6

廃
溶

剤
3

3
3

1
2

0
0

0
0

そ
の

他
1

1
1

0
1

1
1

1
1

廃
酸

2
3

2
3

2
3

2
2
1

3
3

6
7

6
7

廃
ア

ル
カ

リ
5
0

5
0

5
0

2
7

2
3

1
5

1
5

1
8

1
8

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

8
7

1
1

1
0

8
6

8
5

0
6
3

2
3

6
2

5
7

5
6
0

6
6

6
4

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
8
7

1
1

1
0

8
6

8
5

0
6
3

2
3

6
2

5
7

5
6
0

6
6

6
4

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

紙
く
ず

2
2

2
0

1
1

2
2

0
5

0
0

5

木
く
ず

4
9

0
0

0
4
9

4
8

2
3
9

1
0

4
0

3
9

1
4
1

1
1

4
1

繊
維

く
ず

2
2

2
0

2
2

2
2

2

動
植

物
性

残
さ

1
5

0
0

0
1
5

1
5

1
0

5
1
0

1
0

0
2
0

0
0

2
2

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

0
0

0
0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

く
ず

1
2

0
0

0
1
2

1
2

1
1

1
1
1

1
0

1
1
7

1
1

0
1
4
3

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

5
6

1
2

1
2

1
2

0
4
3

4
3

0
3
5

9
4
1

4
0

1
4
5

1
4

1
4

4
5

鉱
さ

い
3
1
2

6
3

6
3

6
3

2
4
8

2
4
8

1
8

2
3
0

2
4
6

2
4
1

5
5
5
4

6
8

6
8

5
5
4

が
れ

き
類

6
9

1
3

1
3

1
3

0
5
6

5
6

2
2

3
4

5
5

5
3

2
6
1

1
5

1
5

6
1

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2

2
2

2
0

1
1

1
1

1
1

2
2

1

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6

9
9

9
7

7
7

0
7

7
7

9
9

7

そ
の

他
5
0

3
3

3
0

4
8

4
8

1
4

3
4

4
7

4
5

2
5
3

4
4

5
3

ば
い

じ
ん

9
9

0
0

0
9
9

9
9

1
2

8
6

9
0

9
0

4
3
3

0
0

4
4
5

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
4

1
1

0
0

4
4

2
2

2
1

1
1

2
2

2

感
染

性
廃

棄
物

0
0

0
0

0

混
合

物
等

4
1

1
0

0
4

4
2

2
2

1
1

1
2

2
2

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
3
-
4
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
電

気
・
水

道
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
,6

9
2

1
0

1
,6

8
2

1
,5

7
2

1
0
1

1
1
0
0

0
1
1
0

1
1
0
6

4
2
1
1

1
1

燃
え

殻
1
1

0
1
1

1
1

1
1

1
1

汚
泥

1
,5

9
8

9
1
,5

8
9

1
,5

7
2

1
0
1

1
1
0
0

0
1
8

0
1
5

3
1
1
8

0
0

有
機

性
汚

泥
1
,5

2
4

1
,5

2
4

1
,5

1
8

9
8

9
8

0
5

5
0

1
0
3

無
機

性
汚

泥
7
5

9
6
6

5
3

3
1

2
0

1
2

0
1
0

3
1
5

0
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

1
1

0
0

0
0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

が
れ

き
類

2
2

2
2

0
2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
0

0
0

0
0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
0

0
0

0
0

そ
の

他
2

2
2

2
0

2

ば
い

じ
ん

7
8

7
8

7
8

0
7
7

1
7
8

0
0

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
3
-
4
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
電

気
・
水

道
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

2
1
0

4
4

3
1

2
0
6

2
0
5

1
1
1
1

9
5

1
2
7

1
2
4

2
1
2
5

7
1

6
1
3
5

燃
え

殻
1
1

1
1

1
1

0
1
1

6
2

6
1

2
6
1

2
2

6
1

汚
泥

1
1
8

3
3

2
1

1
1
5

1
1
4

1
1
0
8

7
2
3

2
3

0
2
3

3
0

3
3
3

有
機

性
汚

泥
1
0
3

0
0

0
1
0
3

1
0
2

1
9
6

7
1
3

1
3

1
3

0
0

1
3

無
機

性
汚

泥
1
5

3
3

2
1

1
2

1
2

1
1

1
1
0

1
0

0
1
1

3
0

3
2
0

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い
0

0
0

0
0

0

が
れ

き
類

2
0

0
0

2
2

2
0

2
2

1
2

1
1

2

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
2

0
0

0
2

2
1

0
2

1
1

1
1

1
1

ば
い

じ
ん

7
8

1
1

1
7
7

7
7

7
7

3
9

3
9

3
9

2
0

1
3
9

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
3
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
情

報
通

信
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

燃
え

殻

汚
泥

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥

廃
油

一
般

廃
油

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

0
0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

0
0

0
0

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

0
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
3
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
情

報
通

信
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

燃
え

殻
0

0
0

0
0

0
0

汚
泥

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥

廃
油

一
般

廃
油

廃
溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

木
く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
3
-
6
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
運

輸
業

　
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

度
】

（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
4

0
1
4

1
4

7
7

0
7

燃
え

殻

汚
泥

0
0

0
0

0

有
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

無
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

廃
油

7
0

7
7

7
0

0

一
般

廃
油

7
0

7
7

7
0

0

廃
溶

剤

そ
の

他
0

0
0

0
0

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

3
3

3
0

2
0

3

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
2

2
2

2
0

2

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

紙
く
ず

木
く
ず

3
3

3
3

3

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

1
0

1
1

1
0

1

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

0
0

0
0
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0

0
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本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の
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業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。
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分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
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終
処
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量
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自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理
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委
託

直
接

最
終

処
分

量
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内

再
生
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自
己
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終
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託
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処
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処
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種

類
別
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変

換
）
【
令

和
６

度
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２
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単

位
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千
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年
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）

（
O

）
（
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）
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M
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）

（
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）

（
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）
（
Q

）
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)
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)

（
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）
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）
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0

0
0

0
7

7
6
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3
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1
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3
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え

殻
0
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0
0
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0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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0
0
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0
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0

0
0

2
2

2
0

2
2

0
2
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0
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0
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ず

3
3
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3

3
3

0
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3

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0

0
0
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0

感
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性
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棄
物
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合
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等

0
0

0
0

0
0
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0

0
0
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0
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0
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本

結
果

表
で
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農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県
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業

者
自

治
体

県
内

県
外
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処
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後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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処
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・
処

分
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・
小
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種

類
別

：
変

換
）
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和
６

度
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そ

の
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位
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量
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B
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E
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E
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E
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）
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）
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）
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）
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）
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）
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3
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2
2
9
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2
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2
1

0
2
1
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え
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1
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0
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1
1

有
機

性
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泥
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0
0

0
0

0
0

0
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泥
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1
1

1
1

廃
油

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

一
般

廃
油

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
溶

剤

そ
の

他
0

0
0

0

廃
酸

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ
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1

1
1

0
0

0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ
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類
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0
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9
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9
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9

廃
プ

ラ
ス
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ッ

ク
4
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4

4
4
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4

廃
タ

イ
ヤ

5
0

5
5

0
5

5
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く
ず
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1
1

1
1

1

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

1
0

0
1
0

1
0

8
2

2

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

0
0

0
0

0
0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
6

0
6

6
6

0
6

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

6
0

6
6

6
0

6

注
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本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物
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含

む
。

　
　

注
2
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変

換
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、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。
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分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終
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分

量
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の
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量

県
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再
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利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託
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間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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1
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0
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1
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1
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1
1
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3
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1
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5
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1
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0
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0
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0

有
機

性
汚

泥
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0
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0

0
0
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0
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泥
1

1
1

1
0

0
0
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0

0
0

0
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油

0
0

0
0

0
0

0
0

2

一
般

廃
油

0
0

0
0

0
0

0
0

2

廃
溶

剤

そ
の

他
0

0

廃
酸

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
0

0
0

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

9
0

0
0

9
9

8
1

7
6

1
6

1
1

7

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
4

0
0

0
4

4
3

1
4

3
1

3
1

1
3

廃
タ

イ
ヤ

5
5

5
5

0
4

4
0

4
0

0
4

紙
く
ず

木
く
ず

1
1

1
1

1
1

0
1

0
0

1

繊
維
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ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属
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ず

2
2

2
2

0
2

1
1

9
1

1
9

ガ
ラ

ス
陶

磁
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ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
6

0
0

0
6

6
6

0
6

4
2

4
2

2
4

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

6
0

0
0

6
6

6
0

6
4

2
4

2
2

4

注
1
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本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
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「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁
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留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中
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処

理
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量
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託

処
分
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終
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分
量
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県
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県
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・
処

分
量
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泊
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食
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

度
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そ

の
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）
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単

位
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千

ｔ/
年

）

発
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量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
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）
（
D

）
（
E
）

（
E
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（
E
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）

（
E
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）

（
E
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）

（
E
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）

（
G

）
（
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）
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）
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）

（
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）

（
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）

（
H

）
（
I）

合
計

1
1

1
0

1
1
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え

殻

汚
泥
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0

0
0

0
0

有
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

無
機

性
汚

泥
0

0
0

0
0

0

廃
油

1
1

1
1

1
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般

廃
油

1
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1
1

1
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溶

剤

そ
の

他

廃
酸

廃
ア

ル
カ

リ

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

0
0

0
0

0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

0
0

0
0

0

廃
タ

イ
ヤ

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維

く
ず

動
植

物
性

残
さ

動
物

系
固

形
不

要
物

ゴ
ム

く
ず

金
属

く
ず

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

0
0

0
0

0

鉱
さ

い

が
れ

き
類

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

そ
の

他

ば
い

じ
ん

水
銀

廃
棄

物

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物

感
染

性
廃

棄
物

混
合

物
等

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
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「
変

換
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、

「
無

変
換

」
の

定
義
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つ

い
て
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、

1
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頁
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照
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類
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己
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処
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量
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量
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処

理
後

の
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内

訳
）

（
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己
未

処
理

の
処
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内

訳
）
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理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
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量
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託
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直
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最
終
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自
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量
及
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・
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分
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宿
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食
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類

別
：
変

換
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度
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２

）
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）
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）
（
L
）
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）
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）
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）

（
R

）
（
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）
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)

(Q
2
)

（
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）
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S
）

合
計

1
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0
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注
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本

結
果
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で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
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終
処

分
量
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量

資
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処
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処
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0
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0
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0
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0

0
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ず
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植
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さ
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形
不
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物
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0

0
0

0
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属
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ず

0
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0
0

0
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ラ

ス
陶

磁
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く
ず

0
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0

鉱
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0
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0

0
0
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注
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本

結
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表
で

は
農

業
か

ら
の
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業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
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「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。
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分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自
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最

終
処

分
量

（
自

己
中
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処

理
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処

理
内
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）

（
自

己
未

処
理

の
処
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先
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自
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自
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最
終
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自
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終
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0
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果
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で
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を
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別
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、
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義
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て
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、
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と
。
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分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
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他
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化
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分
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中

間
処
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量
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理
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体
の
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先
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)
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体
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)
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地
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の
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間
処
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量
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分
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量
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者
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体
県
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県
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６
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度
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そ
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千
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搬
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（
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（
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（
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（
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（
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7
7

2
2
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1
6
0
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4

3
4
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2
6

1
5
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0
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0

0
4
7
9
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殻
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8
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0

0
8
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4
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6

汚
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0
5
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9
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5

8
6
2

2
1
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1
5
5
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8
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4
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3

1
3
9

3
1
0
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有
機

性
汚

泥
2
9
5

2
9
5

2
7
8

2
2

4
1
7

1
7

0
1
6

1
3
4
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機

性
汚

泥
6
1
0

0
6
0
9

5
8
4

1
9
6

1
5
1

1
1

3
4

2
6

1
2
3

2
7
0

廃
油

1
7

1
1
6

0
0

0
1
6

7
8

8

一
般

廃
油

1
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1
1
5

0
0

0
1
4

7
7

7

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
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の

他
1

1
1
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1
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酸
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4
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0

3
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0
3
4

1
3
8
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3

2
4
0
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0
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1
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0

0
0
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3
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ず
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1

5
3

1
5
2
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3
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0
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0
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0
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植

物
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さ
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0

1
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9
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形
不
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物
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0
0

0
0

0
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ず
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5
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8
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0
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0

0
8
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ラ
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陶

磁
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ず
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4

0
2
3

1
1

1
0

0
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2

0
2
1
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2

鉱
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2
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0
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ク
リ

ー
ト

片
8
5
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0

0

そ
の
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の

産
業

廃
棄
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1
0

0
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0
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9
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5

注
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本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の
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量
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利
用

量

自
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終

処
分

量

委
託
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間

処
理

量
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託

直
接

最
終
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生
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及
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・
処
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換
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1
1
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0
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5
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5
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5
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0
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2
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植
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1
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0
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2

7
7
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7
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磁
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1
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0

0
1
4

0
1
2

2
1
4

鉱
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い
6

6
6

3
4

6
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き
類

5
9

0
5
9

1
1

0
1

5
8

1
5
7

1
5
8

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
4

0
2
4

0
0

0
0

2
3

0
2
3

0
2
3

廃
ア
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ト
1
5

1
5

0
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1
1
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他
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0
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2
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注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）
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自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
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理

先
地

域
の

内
訳

)
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の
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自
己
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間

処
理
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生
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自
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終
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最
終
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自
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終
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0
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1
4

0
1
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0
1
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の

他
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0
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2
0
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0

0
2
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1
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1
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0
0

水
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そ
の
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の
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3
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0
3

3
2

1
2

1
1

1
1

1
1

感
染

性
廃

棄
物

1
1

1
0

1
0

0
0

0

混
合

物
等

2
0

0
0

2
2

2
0

2
1

1
1

1
1

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
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注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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7
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2
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油
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0
2
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1
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2
1
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0
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0
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0
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0
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2
4
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4

繊
維

く
ず

0
0
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植
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0
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0
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磁
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鉱
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9

1
1
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1
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9
1

2
2

1
1

8
9

1
8
7

1
8
9

コ
ン
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リ

ー
ト

片
3
7

0
3
7

1
1

1
0

3
6

0
3
6

0
3
6

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
2
5

2
5

0
0

0
0

2
5

1
2
4

0
2
4

そ
の

他
2
9

2
9

1
1

0
1

2
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2
8

1
2
9

ば
い

じ
ん

2
2

2
1

1
2

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3

0
3

3
0

3
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3

感
染

性
廃

棄
物

1
1

1
0
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0

1

混
合

物
等

2
0

2
2
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0

2

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
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注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の
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自
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終
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分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
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量
県

外

－ 50 －



表
4
-
4
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
備

中
地

域
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

2
4
2

1
4

1
4

0
1
3

0
2
2
9

2
2
9

0
1
8
6

4
2

1
9
0

1
7
0

2
0

2
0
7

3
4

3
4

2
2
9

燃
え

殻
2

0
0

0
2

2
0

2
8

7
2

7
2

2
7

汚
泥

3
8

2
2

2
0

3
6

3
6

0
3
2

4
2
2

1
2

1
0

2
3

1
2

1
2

2
3

有
機

性
汚

泥
1
6

2
2

1
0

1
4

1
4

1
2

2
5

4
0

5
2

2
5

無
機

性
汚

泥
2
2

0
0
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9
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1
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1
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6
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2
7

2
2

2
7

ば
い

じ
ん

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
3

0
0

0
0

3
3

3
0

2
1

1
1

2
2

1

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

1
1

1
0

0
0

0
0

混
合

物
等

2
0

0
0

2
2

2
0

2
1

1
1

2
2

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
4
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
美

作
地

域
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

6
0
2

6
3

5
3
9

3
7
4

3
4

1
3
3

0
1
6
5

3
1
5
8

4
0

1
9
5

燃
え

殻
4

4
0

0
4

3
1

4

汚
泥

3
9
0

3
9
0

3
7
1

3
2

3
2

1
9

0
1
8

0
5
1

有
機

性
汚

泥
3
7
6

3
7
6

3
6
6

3
1

3
1

1
0

1
0

0
4
1

無
機

性
汚

泥
1
4

1
4

5
1

1
9

0
9

0
1
0

廃
油

6
2

4
4

2
3

3

一
般

廃
油

6
2

4
4

1
2

2

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0

廃
酸

1
1

1
1

1

廃
ア

ル
カ

リ
5

5
5

0
5

5

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
6

0
1
6

0
0

0
0

1
6

0
1
5

0
1
6

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
6

0
1
6

0
0

0
0

1
6

0
1
5

0
1
6

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

紙
く
ず

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

木
く
ず

1
8

1
8

1
1

1
0

1
8

0
1
7

0
1
8

繊
維

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

動
植

物
性

残
さ

1
1

1
1

1

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

1

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

6
5

6
1

4
4

0
4

0
4

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
8

1
8

0
0

0
0

0
1
8

0
1
7

0
1
8

鉱
さ

い
1

1
1

0
1

1

が
れ

き
類

6
7

0
6
7

1
1

1
1

6
5

1
6
3

1
6
5

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
7

0
2
7

1
0

0
0

2
7

0
2
6

0
2
7

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
7

1
7

0
0

0
0

1
7

1
1
6

0
1
6

そ
の

他
2
2

2
2

1
1

0
1

2
1

2
1

1
2
2

ば
い

じ
ん

6
6

6
5

1
6

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
2

0
2

2
2

0
2

感
染

性
廃

棄
物

1
1

1
1

0
1

混
合

物
等

1
0

1
1

1
0

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
4
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
美

作
地

域
　

種
類

別
：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

1
9
5

4
4

0
4

0
1
9
1

1
9
1

0
1
7
0

2
0

1
5
0

1
4
2

8
1
4
7

1
2

1
2

0
2
1
0

燃
え

殻
4

1
1

1
3

3
1

2
5

4
2

4
2

2
4

汚
泥

5
1

0
0

0
5
0

5
0

0
4
2

8
2
2

2
1

1
2
1

1
1

2
1

有
機

性
汚

泥
4
1

0
0

0
4
1

4
1

0
3
3

8
1
8

1
7

0
1
7

0
0

1
7

無
機

性
汚

泥
1
0

0
0

0
9

9
0

9
0

4
4

1
4

1
1

4

廃
油

3
3

3
2

1
1

1
3

5

一
般

廃
油

2
2

2
1

1
1

1
3

5

廃
溶

剤
0

0
0

0
0

0
0

0
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0

廃
酸

1
1

1
0

0
0

0
0

0

廃
ア

ル
カ

リ
5

5
5

4
1

1
1

1
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

1
6

0
0

0
0

0
1
5

1
5

0
1
4

2
1
2

1
1

2
1
1

2
2

1
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
1
6

0
0

0
0

0
1
5

1
5

0
1
3

2
1
2

1
1

2
1
1

2
2

1
1

廃
タ

イ
ヤ

0
0

0
0

0
0

0
0

0

紙
く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

木
く
ず

1
8

0
0

0
1
7

1
7

0
1
7

0
1
5

1
5

1
1
5

1
1

1
5

繊
維

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

動
植

物
性

残
さ

1
1

1
1

0
1

1
1

1

動
物

系
固

形
不

要
物

1
1

1
1

0
0

0
0

0

ゴ
ム

く
ず

0
0

0
0

0
0

0
0

0

金
属

く
ず

4
0

0
0

0
4

4
3

1
3

3
1

3
1

1
6
4

ガ
ラ

ス
陶

磁
器

く
ず

1
8

0
0

0
0

0
1
7

1
7

0
1
7

1
1
7

1
6

1
1
7

1
1

1
7

鉱
さ

い
1

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

が
れ

き
類

6
5

1
1

1
0

6
4

6
4

6
4

1
6
4

6
3

1
6
5

2
2

6
5

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片
2
7

0
0

0
0

2
7

2
7

2
7

0
2
7

2
6

0
2
7

0
0

2
7

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
1
6

0
0

0
1
6

1
6

1
6

0
1
6

1
6

0
1
7

0
0

1
7

そ
の

他
2
2

1
1

1
0

2
1

2
1

2
1

0
2
1

2
0

1
2
0

2
2

2
0

ば
い

じ
ん

6
1

1
1

5
5

2
2

5
5

5
1

1
5

水
銀

廃
棄

物
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

産
業

廃
棄

物
2

0
0

0
0

2
2

2
1

1
1

0
1

0
0

1

感
染

性
廃

棄
物

1
0

0
0

1
1

0
0

0
0

混
合

物
等

1
0

0
0

0
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
2
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
5
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
岡

山
市

　
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
,3

1
9

1
6

1
,3

0
3

8
7
7

2
2
8

1
6
0

3
4

3
4

4
2
6

1
5

4
0
0

1
0

0
4
7
9

鉱
業

建
設

業
2
9
0

1
2
9
0

8
7

4
3

0
2
8
1

3
2
7
4

4
2
8
1

製
造

業
8
1
2

1
4

7
9
8

6
8
4

2
0
6

1
5
5

1
7

3
4

1
1
4

5
1
0
3

6
0

1
6
0

食
料

品
3
5

1
3
4

1
1

1
1

2
3

0
2
2

1
2
5

飲
料

･飼
料

4
0

4
4

4
4

繊
維

5
5

1
0

0
3

3
0

4

木
材

1
7

1
7

1
1

1
1
6

1
6

1
7

家
具

8
8

8
1

6
6

パ
ル

プ
･紙

5
0

0
5
0

4
7

7
4

2
3

3
5

印
刷

5
5

5
0

5
0

5

化
学

5
9
9

6
5
9
3

5
8
0

1
9
5

1
5
0

1
0

3
4

1
3

1
3

0
5
7

石
油

・
石

炭
3

3
3

3
3

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

2
0

2
2

2
0

2

ゴ
ム

5
5

5
5

5

皮
革

窯
業

･土
石

5
4

0
5
4

3
9

3
3

1
5

0
1
2

2
0

1
7

鉄
鋼

5
1

4
4

3
0

0
1

非
鉄

金
属

2
1

2
2

0
1

2

金
属

5
1

4
4

4
0

4

は
ん

用
機

器
3

2
1

1
0

1
1

生
産

用
機

器
3

1
2

2
0

2
0

2

業
務

用
機

器
0

0
0

0
0

0

電
子

部
品

0
0

0
0

0
0

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0

輸
送

用
機

器
6

1
5

4
0

0
0

0
0

そ
の

他
1

1
1

1
1

電
気

・
水

道
業

1
8
8

0
1
8
8

1
8
5

1
4

1
1
4

3
3

1
7

電
気

業
2

2
2

2
2

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0

上
水

道
業

3
0

3
0

2
8

2
1

1
2

2
3

下
水

道
業

1
5
6

1
5
6

1
5
6

1
3

1
3

0
0

1
3

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0

運
輸

業
1
1

0
1
1

1
1

7
4

0
4

卸
・
小

売
業

7
1

6
0

0
0

6
0

6
0

6

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

医
療

・
福

祉
6

6
6

6
6

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
4

0
3

0
0

0
3

3
0

3

そ
の

他
の

業
種

※
2

0
0

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
5
-
1
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
岡

山
市

　
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

4
7
9

4
5

4
4

0
4
5

0
4
3
4

4
3
2

2
3
8
0

5
4

3
7
7

3
5
5

2
2

5
3
1

6
6

6
6

0
5
4
7

鉱
業

建
設

業
2
8
1

4
4

0
4

0
2
7
7

2
7
7

0
2
7
2

5
2
6
5

2
5
3

1
1

2
6
1

1
5

1
5

2
6
2

製
造

業
1
6
0

4
0

4
0

4
0

0
1
2
0

1
1
8

2
8
0

4
1

9
2

8
5

7
2
4
5

4
7

4
7

0
2
5
9

食
料

品
2
5

1
1

1
2
4

2
4

1
9

5
1
3

1
2

1
1
2

2
2

1
3

飲
料

･飼
料

4
4

4
4

0
2

2
0

2
0

0
2

繊
維

4
0

0
0

4
4

0
2

1
3

3
0

3
0

0
3

木
材

1
7

1
7

1
7

7
1
0

1
6

1
5

0
1
5

0
0

1
5

家
具

6
6

5
2

6
3

2
1

3
1

1
3

パ
ル

プ
･紙

5
5

5
0

5
1

5
5

0
9

0
0

9

印
刷

5
0

0
0

5
5

2
3

4
4

1
4

1
1

4

化
学

5
7

3
4

3
4

3
4

2
3

2
3

9
1
4

2
0

2
0

1
1
7
0

3
5

3
5

1
7
6

石
油

・
石

炭
3

3
3

3
3

3
3

3

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

2
0

0
0

2
2

1
2

1
1

0
1

0
0

1

ゴ
ム

5
5

4
0

1
3

2
1

1
1

1
1

1

皮
革

窯
業

･土
石

1
7

2
2

2
1
5

1
5

1
4

1
1
3

1
1

1
1
1

4
4

0
1
1

鉄
鋼

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

1
4

非
鉄

金
属

2
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

金
属

4
0

0
0

4
4

3
0

3
3

0
3

0
0

4

は
ん

用
機

器
1

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

3

生
産

用
機

器
2

0
0

0
0

2
2

2
0

1
1

0
1

0
0

2

業
務

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

電
子

部
品

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

そ
の

他
1

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

1

電
気

・
水

道
業

1
7

1
7

1
7

1
1
2

5
6

6
1

7
1

1
7

電
気

業
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

上
水

道
業

3
3

3
3

2
2

0
2

0
0

2

下
水

道
業

1
3

1
3

1
2

1
8

5
3

3
0

3
0

0
3

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

運
輸

業
4

0
0

0
0

4
4

4
0

3
3

0
1
0

1
1

1
0

卸
・
小

売
業

6
0

0
0

0
6

6
6

0
5

4
1

4
1

1
5

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
6

6
6

3
3

2
1

1
1

1
1

1

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
3

0
0

0
3

3
3

0
3

2
1

2
1

1
3

そ
の

他
の

業
種

※
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
5
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
倉

敷
市

　
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

2
,4

4
6

9
2

2
,3

5
4

6
5
1

2
5
1

1
8
0

3
9

3
2

1
,7

0
2

7
4
4

1
8
7
5

8
3

1
,0

2
9

1
1

鉱
業

0
0

0
0

0
0

建
設

業
2
0
7

0
2
0
7

6
5

3
2

0
2
0
1

2
1
9
6

3
2
0
1

製
造

業
1
,9

1
6

8
2

1
,8

3
5

4
5
0

2
3
1

1
7
7

2
3

3
2

1
,3

8
5

7
4
1

5
6
6

7
7

6
9
8

食
料

品
3
2

3
2

3
0

4
3

1
0

2
0

2
3

飲
料

･飼
料

1
1

1
1

1

繊
維

2
2

0
0

0
2

0
2

0
2

木
材

0
0

0
0

0

家
具

1
1

1
1

1

パ
ル

プ
･紙

2
2

2
2

2

印
刷

0
0

0
0

0

化
学

2
0
3

4
6

1
5
7

5
4

5
5

1
0
4

1
0
3

1
1
0
8

石
油

・
石

炭
8
4

1
1

7
3

4
3

5
2

3
3
0

3
0

3
3

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

3
3

3
3

0
3

ゴ
ム

3
0

3
3

3
3

皮
革

窯
業

･土
石

2
0

2
0

2
0

0
1
9

2
1
3

4
1
7

鉄
鋼

1
,4

9
8

1
1
,4

9
7

3
2
2

2
1
7

1
7
2

1
4

3
1

1
,1

7
5

7
3
0

3
7
5

7
0

4
9
0

非
鉄

金
属

4
4

4
1

2
4

金
属

1
0

0
1
0

1
0

2
7

1
8

は
ん

用
機

器
1

0
0

0
0

0
0

0

生
産

用
機

器
1
4

1
2

1
1

1
0

1

業
務

用
機

器

電
子

部
品

0
0

0
0

0

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
3
8

1
0

2
8

0
0

0
2
7

7
2
0

0
2
0

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0

電
気

・
水

道
業

3
0
4

1
0

2
9
4

1
9
5

1
4

1
4

0
9
9

1
9
6

3
1
1
3

1
1

電
気

業
1
0
8

1
0

9
8

9
8

1
9
5

3
9
8

1
1

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0

上
水

道
業

2
0

2
0

1
9

1
1

0
0

1

下
水

道
業

1
7
6

1
7
6

1
7
6

1
4

1
4

0
0

0
1
4

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

運
輸

業
1

0
1

1
1

0
1

卸
・
小

売
業

1
1

0
1
1

1
1

0
1
1

0
1
1

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
3

0
3

0
0

0
3

3
0

3

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1

1
0

0
0

1
1

1

そ
の

他
の

業
種

※
2

1
1

1
1

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量

自
己

中
間

処
理

後
量

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
県

外
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表
5
-
2
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
倉

敷
市

　
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

1
,0

2
8

1
1
5

1
1
5

0
1
1
4

1
9
1
3

9
1
3

0
4
1
8

4
9
6

7
7
5

7
4
6

2
8

1
,6

7
0

1
4
4

1
1
4
3

1
,7

6
2

鉱
業

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

建
設

業
2
0
1

3
3

0
3

0
1
9
8

1
9
8

0
1
9
4

4
1
8
9

1
8
1

8
1
8
7

1
1

1
1

1
8
7

製
造

業
6
9
8

1
0
9

1
0
9

1
0
9

0
5
8
9

5
8
9

0
1
8
5

4
0
3

4
7
3

4
5
8

1
6

1
,3

7
5

1
2
5

1
2
5

1
,4

5
7

食
料

品
3

0
0

0
3

3
2

1
2

2
0

5
0

0
5

飲
料

･飼
料

1
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

繊
維

2
0

0
0

2
2

0
2

2
1

0
1

0
0

1

木
材

0
0

0
0

0
0

0
0

家
具

1
1

1
1

0
0

0
0

0

パ
ル

プ
･紙

2
2

2
2

0
2

2
0

2
0

0
2

印
刷

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

化
学

1
0
8

1
1

1
1
0
8

1
0
8

7
6

3
1

4
7

4
6

2
4
6

2
2

9
2

石
油

・
石

炭
3
3

3
3

3
3

1
5

1
8

1
2

7
4

1
0

4
4

2
0

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

3
0

0
0

3
3

2
1

1
1

0
1

0
0

1

ゴ
ム

3
3

3
2

0
2

1
1

1
1

1
2

皮
革

窯
業

･土
石

1
7

4
4

4
1
3

1
3

7
6

1
3

1
3

0
1
5

4
4

1
5

鉄
鋼

4
9
0

1
0
1

1
0
1

1
0
1

0
3
8
9

3
8
9

4
7

3
4
2

3
7
3

3
6
7

6
1
,2

6
9

1
0
7

1
0
7

1
,2

7
0

非
鉄

金
属

4
2

2
2

1
1

1
1

1
1

2
2

1

金
属

8
1

1
1

7
7

6
1

3
2

1
4

1
1

4

は
ん

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

生
産

用
機

器
1

0
0

0
1

1
1

0
1

0
1

0
1

1
1
2

業
務

用
機

器

電
子

部
品

0
0

0
0

0
0

0
0

0

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0

輸
送

用
機

器
2
0

0
0

0
2
0

2
0

0
1
8

2
1
2

1
2

0
1
8

1
1

2
9

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

電
気

・
水

道
業

1
1
3

3
3

2
1

1
1
0

1
1
0

0
2
3

8
7

9
9

9
7

1
9
7

5
1

4
1
0
7

電
気

業
9
8

3
3

2
1

9
5

9
5

8
8
7

9
5

9
5

0
9
5

3
1

3
1
0
5

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

上
水

道
業

1
1

1
1

1
1

0
1

0
0

1

下
水

道
業

1
4

0
0

0
1
4

1
3

0
1
3

0
3

2
1

2
2

2
2

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

運
輸

業
1

0
0

0
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

卸
・
小

売
業

1
1

0
0

0
0

1
1

1
1

1
0

0
1
0

8
2

8
2

2
8

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
3

0
0

0
0

3
3

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

業
種

※
2

1
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分
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表
5
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
備

前
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
,0

2
1

1
8

1
,0

0
2

8
4
5

8
6

2
3

6
3

0
1
5
7

1
1
4
8

7
2
1
9

鉱
業

建
設

業
8
2

0
8
2

2
2

1
1

0
7
9

1
7
7

1
7
9

製
造

業
1
4
5

1
8

1
2
7

5
7

2
6

2
1

5
7
0

0
6
3

6
7
5

食
料

品
3

2
1

1
1

1

飲
料

･飼
料

1
0

1
0

0
0

1
1

0
1

繊
維

5
5

5
5

0
5

木
材

0
0

0
0

0

家
具

1
1

1
1

1

パ
ル

プ
･紙

1
1

1
1

1

印
刷

2
1

1
1

0
1

1

化
学

1
4

4
1
1

1
0

0
1
0

0
1
0

0
1
0

石
油

・
石

炭

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

1
1

1
1

0
1

ゴ
ム

1
1

1
1

1
1

皮
革

窯
業

･土
石

1
6

0
1
6

1
6

0
1
2

4
1
6

鉄
鋼

1
1

1
1

0
1

非
鉄

金
属

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

0
0

0

金
属

1
0

2
8

8
8

0
8

は
ん

用
機

器
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

生
産

用
機

器
4

0
3

0
0

0
3

3
3

業
務

用
機

器
1

0
0

0
0

0

電
子

部
品

3
6

3
6

3
5

5
5

1
1

6

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
1
6

8
8

8
0

7
1

8

そ
の

他
0

0
0

0
0

電
気

・
水

道
業

7
8
8

7
8
8

7
8
6

5
8

5
8

2
2

6
0

電
気

業

ガ
ス

業

上
水

道
業

0
0

0
0

0
0

下
水

道
業

7
8
8

7
8
8

7
8
6

5
8

5
8

2
2

6
0

情
報

通
信

業

運
輸

業
1

1
1

0
1

1

卸
・
小

売
業

0
0

0
0

0
0

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

医
療

・
福

祉
1

1
1

1
1

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
4

0
4

4
0

4
0

4

そ
の

他
の

業
種

※
2

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
5
-
3
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
備

前
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

2
1
9

7
7

0
7

0
2
1
1

2
1
1

0
1
8
4

2
7

1
4
2

1
3
4

8
1
3
6

1
6

1
6

1
5
4

鉱
業

建
設

業
7
9

1
1

0
1

0
7
8

7
8

0
7
7

1
7
5

7
2

3
7
4

4
4

7
4

製
造

業
7
5

6
6

6
0

6
8

6
8

0
4
8

2
0

5
0

4
6

4
4
7

1
0

1
0

6
5

食
料

品
1

1
1

0
0

1
1

1
0

1
0

0
2

飲
料

･飼
料

1
0

0
0

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

1

繊
維

5
0

0
0

5
5

0
5

0
3

3
0

3
0

0
3

木
材

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

家
具

1
1

1
0

0
1

1
0

1
0

0
1

パ
ル

プ
･紙

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

印
刷

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

化
学

1
0

0
0

0
1
0

1
0

6
3

5
4

1
5

1
1

9

石
油

・
石

炭

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

1
0

0
0

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

1

ゴ
ム

1
1

1
1

1
1

1
0

1
1

0
1

1
1

1

皮
革

窯
業

･土
石

1
6

4
4

4
0

1
2

1
2

1
0

2
1
1

1
1

0
1
1

5
5

1
1

鉄
鋼

1
0

0
0

1
1

1
1

1
1

0
0

1

非
鉄

金
属

0
0

0
0

0
0

0
0

金
属

8
0

0
0

0
8

8
3

5
7

5
2

5
2

2
8

は
ん

用
機

器
1
0

1
0

1
0

8
2

7
7

0
7

0
0

7

生
産

用
機

器
3

3
3

3
0

2
2

0
2

0
0

2

業
務

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

電
子

部
品

6
6

6
1

6
3

3
0

3
0

0
3

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
8

1
1

1
7

7
6

1
6

6
0

6
1

1
1
4

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

電
気

・
水

道
業

6
0

6
0

6
0

5
9

1
1
5

1
5

0
1
5

0
0

1
5

電
気

業

ガ
ス

業

上
水

道
業

0
0

0
0

0
0

0
0

下
水

道
業

6
0

6
0

6
0

5
9

1
1
5

1
5

0
1
5

0
0

1
5

情
報

通
信

業

運
輸

業
1

1
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0

卸
・
小

売
業

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
4

0
0

0
4

4
0

3
1

0
1

0
1

1
0

そ
の

他
の

業
種

※
2

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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表
5
-
4
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
備

中
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

4
5
1

2
3

4
2
9

1
7
7

2
7

1
8

9
0

2
5
2

1
8

2
2
0

1
3

2
4
2

鉱
業

1
3

1
3

8
6

6
6

6

建
設

業
1
2
6

0
1
2
6

4
3

2
1

0
1
2
3

1
1
1
9

2
1
2
2

製
造

業
2
2
7

2
2

2
0
4

1
0
2

1
2

1
0

1
0

1
0
2

4
8
9

9
1
0
0

食
料

品
1
6

0
1
5

1
0

9
9

0
6

0
6

6

飲
料

･飼
料

1
1

1
0

1
1

繊
維

3
0

3
2

0
0

2
2

0
2

木
材

0
0

0
0

0
0

家
具

1
1

0
0

0
0

パ
ル

プ
･紙

6
0

6
6

4
3

3

印
刷

2
1

1
1

1
1

0
0

0
1

化
学

5
1

5
5

4
0

5

石
油

・
石

炭
0

0
0

0
0

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

4
1

3
0

0
0

0
3

0
3

0
3

ゴ
ム

1
0

1
1

1
0

1

皮
革

窯
業

･土
石

1
4

0
1
4

1
4

1
2

2
1
4

鉄
鋼

9
9

9
8

0
9

非
鉄

金
属

3
0

3
3

3
3

金
属

4
1

3
0

0
0

0
2

2
0

2

は
ん

用
機

器
0

0
0

0
0

0

生
産

用
機

器
2
8

1
1

1
7

1
7

1
0

7
1
7

業
務

用
機

器

電
子

部
品

9
3

1
9
2

8
9

1
0

1
0

3
3

4

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0

輸
送

用
機

器
3
5

5
3
1

3
1

3
1

0
3
1

そ
の

他

電
気

・
水

道
業

6
7

6
7

6
4

7
6

0
3

3
0

1
0

電
気

業
0

0
0

0
0

ガ
ス

業

上
水

道
業

1
1

0
0

0
1

1
0

1

下
水

道
業

6
6

6
6

6
4

6
6

3
3

9

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

運
輸

業
0

0
0

0
0

0

卸
・
小

売
業

8
8

8
7

0
0

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

医
療

・
福

祉
2

2
2

0
1

1
2

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1

0
1

0
0

0
1

1
0

1

そ
の

他
の

業
種

※
2

6
6

6
5

1
6

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
5
-
4
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
備

中
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

2
4
2

1
4

1
4

0
1
3

0
2
2
9

2
2
9

0
1
8
6

4
2

1
9
0

1
7
0

2
0

2
0
7

3
4

3
4

2
2
9

鉱
業

1
1

1
1

建
設

業
1
2
2

2
2

0
2

0
1
2
1

1
2
1

0
1
1
8

2
1
1
5

1
1
0

5
1
1
4

7
7

1
1
4

製
造

業
1
0
0

1
0

1
0

9
0

9
0

9
0

0
5
5

3
5

6
5

5
2

1
3

6
6

2
3

2
3

8
9

食
料

品
6

6
6

0
4

2
3

3
0

1
2

0
0

1
3

飲
料

･飼
料

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0

繊
維

2
0

0
0

2
2

0
1

0
2

2
0

2
0

0
2

木
材

0
0

0
0

0
0

0
0

家
具

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

パ
ル

プ
･紙

3
3

3
0

1
2

2
2

0
5

0
0

6

印
刷

1
1

1
0

0
0

0
0

1
0

0
2

化
学

5
0

0
0

0
4

4
2

3
3

3
0

3
1

1
4

石
油

・
石

炭
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

3
0

0
0

3
3

1
2

3
2

0
3

0
0

3

ゴ
ム

1
0

0
0

1
1

1
1

1
0

1
0

0
1

皮
革

窯
業

･土
石

1
4

2
2

1
0

1
2

1
2

9
3

1
2

1
2

0
1
2

2
2

1
2

鉄
鋼

9
0

0
0

8
8

6
2

8
7

1
7

1
1

7

非
鉄

金
属

3
3

3
1

2
2

2
0

2
0

0
2

金
属

2
0

0
0

2
2

0
2

0
2

1
1

1
1

1
2

は
ん

用
機

器
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

生
産

用
機

器
1
7

7
7

7
1
0

1
0

8
2

8
7

1
7

8
8

1
9

業
務

用
機

器

電
子

部
品

4
0

0
0

4
4

2
2

3
3

0
3

0
0

3

電
気

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
3
1

0
0

0
3
1

3
1

0
1
5

1
6

1
7

8
9

8
9

9
1
3

そ
の

他

電
気

・
水

道
業

1
0

0
0

0
1
0

1
0

9
1

3
3

0
3

0
0

3

電
気

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ガ
ス

業

上
水

道
業

1
0

0
0

1
1

1
1

1
1

0
0

1

下
水

道
業

9
9

9
9

1
2

2
0

2
0

0
2

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

運
輸

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

卸
・
小

売
業

0
0

0
0

0
0

0
0

8
0

0
8

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
2

1
1

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

1
1

0

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

業
種

※
2

6
1

1
1

5
5

2
3

5
4

1
4

2
2

4

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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表
5
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
美

作
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

6
0
2

6
3

5
3
9

3
7
4

3
4

1
3
3

0
1
6
5

3
1
5
8

4
0

1
9
5

鉱
業

0
0

0
0

0

建
設

業
9
4

0
9
4

3
2

1
1

0
9
1

1
8
9

1
9
1

製
造

業
1
5
4

6
2

9
2

2
9

2
4

2
4

6
3

0
6
1

2
8
7

食
料

品
6

0
6

2
0

0
4

4
4

飲
料

･飼
料

0
0

0
0

0

繊
維

0
0

0
0

0

木
材

6
6

6
5

0
6

家
具

3
3

3
0

3
3

パ
ル

プ
･紙

1
5

1
5

1
5

1
5

0
1
5

印
刷

0
0

0
0

0
0

化
学

3
4

1
3
4

2
6

2
3

2
3

8
7

0
3
1

石
油

・
石

炭

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

3
3

3
3

0
3

ゴ
ム

1
1

1
1

1

皮
革

窯
業

･土
石

1
3

0
1
3

1
3

1
2

0
1
3

鉄
鋼

0
0

0
0

0

非
鉄

金
属

金
属

2
0

2
2

1
1

2

は
ん

用
機

器
1

0
1

1
1

0
1

生
産

用
機

器
4
7

4
5

1
1

1
1

業
務

用
機

器

電
子

部
品

2
0

1
5

5
1

0
0

4
0

4
4

電
気

機
器

1
1

1
0

1
0

1

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

輸
送

用
機

器
1

0
1

1
0

1
1

そ
の

他
0

0
0

0
0

電
気

・
水

道
業

3
4
4

3
4
4

3
4
2

8
8

2
1

1
1
1

電
気

業
2

2
2

1
1

2

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

上
水

道
業

5
5

5
1

1
1

下
水

道
業

3
3
7

3
3
7

3
3
7

8
8

0
0

8

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

運
輸

業
1

0
1

1
0

1
1

卸
・
小

売
業

5
1

4
4

0
4

4

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

医
療

・
福

祉
1

1
1

0
1

0
1

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
3

0
3

3
2

1
0

1

そ
の

他
の

業
種

※
2

0
0

0
0

0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
5
-
5
　

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
美

作
地

域
　

業
種

別
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

1
9
5

4
4

0
4

0
1
9
1

1
9
1

0
1
7
0

2
0

1
5
0

1
4
2

8
1
4
7

1
2

1
2

0
2
1
0

鉱
業

0
0

0
0

0
0

0
0

建
設

業
9
1

1
1

0
1

0
9
0

9
0

0
8
8

2
8
6

8
2

4
8
5

5
5

8
5

製
造

業
8
7

2
2

2
0

8
4

8
4

0
6
8

1
7

5
6

5
3

2
5
3

4
4

1
1
5

食
料

品
4

4
4

0
4

0
2

2
0

2
0

0
2

飲
料

･飼
料

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

0
0

0
0

0
0

0
0

木
材

6
0

0
0

5
5

2
3

5
4

0
4

1
1

4

家
具

3
3

3
3

0
3

3
0

3
0

0
3

パ
ル

プ
･紙

1
5

0
0

0
1
5

1
5

0
6

9
1
5

1
4

1
1
4

1
1

1
4

印
刷

0
0

0
0

0
0

0
0

0

化
学

3
1

0
0

0
0

3
1

3
1

2
9

2
9

9
0

9
0

0
1
0

石
油

・
石

炭

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

3
0

0
0

3
3

3
0

3
2

0
2

1
1

2

ゴ
ム

1
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

皮
革

窯
業

･土
石

1
3

0
0

0
1
2

1
2

1
2

0
1
2

1
2

0
1
2

0
0

1
2

鉄
鋼

0
0

0
0

0
0

0
0

非
鉄

金
属

金
属

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1

は
ん

用
機

器
1

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
1

生
産

用
機

器
1

1
1

1
0

1
0

0
0

0
0

4
6

業
務

用
機

器

電
子

部
品

4
4

4
4

0
1

1
0

1
0

0
1
6

電
気

機
器

1
0

0
0

0
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

情
報

通
信

機
器

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

輸
送

用
機

器
1

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

1

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

電
気

・
水

道
業

1
1

1
1

1
1
0

1
0

8
1

4
4

0
4

1
1

4

電
気

業
2

1
1

1
1

1
0

1
1

1
0

1
1

1
1

ガ
ス

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

上
水

道
業

1
1

1
1

0
0

0
0

下
水

道
業

8
8

8
8

2
2

0
2

0
0

2

情
報

通
信

業
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

運
輸

業
1

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

1

卸
・
小

売
業

4
4

4
3

0
3

1
1

2
1

1
2

宿
泊

・
飲

食
0

0
0

0
0

0
0

0

医
療

・
福

祉
1

0
0

0
1

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
1

1
1

1
0

1
1

0
3

0
0

0
3

そ
の

他
の

業
種

※
2

0
0

0
0

0
0

0
0

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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表
6
-
1
　

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
4
5
,5

9
4

2
7
0

1
4
5
,3

2
4

5
0
4

1
4

1
4

1
4
4
,8

2
0

7
2
,1

8
1

7
2
,3

7
1

2
6
9

7
2
,6

5
3

引
火

性
廃

油
1
5
,5

4
4

2
6
7

1
5
,2

7
6

9
0

1
5
,1

8
6

1
1
5
,1

8
5

1
5
,1

8
5

腐
食

性
廃

酸
8
2
,4

1
4

2
8
2
,4

1
2

3
6
8

8
2
,0

4
3

6
4
,4

5
9

1
7
,5

8
4

1
7
,5

8
4

腐
食

性
廃

ア
ル

カ
リ

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

感
染

性
産

業
廃

棄
物

9
,5

3
4

9
,5

3
4

5
9
,5

2
9

0
9
,4

8
5

4
4

9
,5

2
9

特
定

有
害

産
業

廃
棄

物
2
2
,1

4
7

0
2
2
,1

4
7

4
0

3
3

2
2
,1

0
7

7
,7

2
0

1
4
,1

6
2

2
2
5

1
4
,3

8
9

廃
石

綿
等

3
5
1

3
5
1

3
5
1

1
2
6

2
2
5

3
5
1

鉱
さ

い

燃
え

殻
5
2

5
2

5
2

5
2

5
2

廃
油

3
1
2

3
1
2

3
1
2

3
1
2

3
1
2

汚
泥

7
6
4

7
6
4

4
0

3
3

7
2
4

7
2
4

0
7
2
7

廃
酸

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

廃
ア

ル
カ

リ
1
,5

2
2

0
1
,5

2
2

1
,5

2
2

1
,5

2
2

1
,5

2
2

ば
い

じ
ん

1
9
,0

9
5

1
9
,0

9
5

1
9
,0

9
5

7
,7

2
0

1
1
,3

7
5

1
1
,3

7
5

廃
水

銀
等

2
8

2
8

2
8

2
8

2
8

非
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

1
1

1
1

1
1

注
1
)非

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
と

は
、

焼
却

等
の

中
間

処
理

に
よ

り
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

の
性

質
を

失
っ

た
廃

棄
物

で
あ

る
。

注
2
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
3
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
6
-
1
　

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
種

類
別

：
変

換
）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

7
2
,6

5
3

2
6
9

2
6
9

2
2
5

4
4

7
2
,3

8
4

7
2
,3

7
9

5
1
9
,3

7
1

5
3
,0

1
3

3
1
,1

4
7

2
7
,3

7
0

3
,7

7
7

9
9
,5

5
0

4
,0

4
6

4
,0

4
6

9
9
,8

2
0

引
火

性
廃

油
1
5
,1

8
5

1
5
,1

8
5

1
5
,1

8
5

4
,6

2
8

1
0
,5

5
7

7
,3

8
4

7
,3

8
4

7
,3

8
5

7
,6

5
3

腐
食

性
廃

酸
1
7
,5

8
4

1
7
,5

8
4

1
7
,5

8
4

2
5
1

1
7
,3

3
3

1
,9

6
9

1
,9

6
9

6
6
,4

2
8

6
6
,4

3
1

腐
食

性
廃

ア
ル

カ
リ

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

1
5
,9

5
4

8
,5

3
9

7
,4

1
6

4
,9

6
2

4
,9

6
2

4
,9

6
2

4
,9

6
2

感
染

性
産

業
廃

棄
物

9
,5

2
9

4
4

4
4

4
4

9
,4

8
5

9
,4

8
5

4
,8

6
8

4
,6

1
7

4
9
9

4
9
9

1
4
9
9

4
4

4
4

4
9
9

特
定

有
害

産
業

廃
棄

物
1
4
,3

8
9

2
2
5

2
2
5

2
2
5

0
1
4
,1

6
4

1
4
,1

6
4

1
,0

7
9

1
3
,0

8
5

1
2
,4

2
3

1
2
,3

7
4

5
0

2
0
,0

9
4

2
7
4

2
7
4

2
0
,0

9
4

廃
石

綿
等

3
5
1

2
2
5

2
2
5

2
2
5

1
2
6

1
2
6

4
8

7
8

3
0

3
0

2
5
5

2
5
5

鉱
さ

い

燃
え

殻
5
2

5
2

5
2

1
2

4
0

4
0

2
6

1
4

2
6

1
4

1
4

2
6

廃
油

3
1
2

3
1
2

3
1
2

1
6
1

1
5
1

7
7

7
7

汚
泥

7
2
7

0
0

0
7
2
7

7
2
7

3
8
4

3
4
3

1
9
5

1
9
0

5
1
9
0

5
5

1
9
0

廃
酸

2
3

2
3

2
3

1
2
2

2
2

2
2

廃
ア

ル
カ

リ
1
,5

2
2

1
,5

2
2

1
,5

2
2

3
9
1

1
,1

3
1

8
3
0

8
3
0

8
3
0

8
3
0

ば
い

じ
ん

1
1
,3

7
5

1
1
,3

7
5

1
1
,3

7
5

8
3

1
1
,2

9
2

1
1
,2

9
2

1
1
,2

9
2

1
9
,0

1
2

1
9
,0

1
2

廃
水

銀
等

2
8

2
8

2
8

0
2
8

2
8

2
8

1
2
8

1
1

2
8

非
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

1
1

1
1

6
5

5
6

3
,9

0
9

1
8
3

3
,7

2
7

1
8
3

3
,7

2
7

3
,7

2
7

1
8
3

注
1
)非

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
と

は
、

焼
却

等
の

中
間

処
理

に
よ

り
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

の
性

質
を

失
っ

た
廃

棄
物

で
あ

る
。

注
2
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
き

、
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

を
含

む
。

　
　

注
3
）
「
変

換
」
、

「
無

変
換

」
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

1
3
頁

の
留

意
事

項
を

参
照

の
こ

と
。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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表
6
-
2
　

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
１

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

発
生

量
有

償
物

量
排

出
量

搬
出

量

（
A

）
（
B

）
（
C

）
（
D

）
（
E
）

（
E
1
）

（
E
2
）

（
E
3
）

（
E
4
）

（
E
5
）

（
G

）
（
G

1
）

（
G

2
）

（
G

3
）

（
G

4
）

（
G

5
）

（
H

）
（
I）

合
計

1
4
5
,5

9
4

2
7
0

1
4
5
,3

2
4

5
0
4

1
4

1
4

1
4
4
,8

2
0

7
2
,1

8
1

7
2
,3

7
1

2
6
9

7
2
,6

5
3

鉱
業

建
設

業
3
4
9

3
4
9

3
4
9

1
3
3

2
1
7

3
4
9

製
造

業
1
3
5
,4

9
2

2
7
0

1
3
5
,2

2
2

4
9
9

9
9

1
3
4
,7

2
3

7
2
,1

8
1

6
2
,5

3
4

8
6
2
,5

5
1

食
料

品
2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
0
8

飲
料

･飼
料

4
4

4
4

4

繊
維

7
1

7
1

7
1

6
7

4
7
1

木
材

2
3
0

2
3
0

2
3
0

2
3
0

2
3
0

家
具

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

パ
ル

プ
･紙

3
3
8

3
3
8

3
3
8

3
3
8

3
3
8

印
刷

1
,0

2
5

1
,0

2
5

1
,0

2
5

1
,0

2
5

1
,0

2
5

化
学

2
3
,6

7
0

2
2
1

2
3
,4

4
9

4
5
9

6
6

2
2
,9

9
0

2
2
,9

8
8

2
2
2
,9

9
6

石
油

・
石

炭
1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

7
2
5

4
6

6
7
9

6
7
9

6
7
9

6
7
9

ゴ
ム

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

皮
革

窯
業

･土
石

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

鉄
鋼

8
4
,3

9
8

8
4
,3

9
8

8
4
,3

9
8

7
2
,0

9
3

1
2
,3

0
3

2
1
2
,3

0
5

非
鉄

金
属

8
3

8
3

8
3

8
3

8
3

金
属

2
8
6

2
8
6

4
0

3
3

2
4
5

2
4
5

2
4
8

は
ん

用
機

器
1
,6

9
1

1
,6

9
1

1
,6

9
1

8
8

1
,6

0
4

0
1
,6

0
4

生
産

用
機

器
2
9
7

2
9
7

2
9
7

2
9
7

2
9
7

業
務

用
機

器
6

6
6

6
6

電
子

部
品

1
,2

7
6

2
1
,2

7
4

1
,2

7
4

1
,2

7
4

1
,2

7
4

電
気

機
器

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

情
報

通
信

機
器

輸
送

用
機

器
1
,3

2
7

1
,3

2
7

1
,3

2
7

1
,3

2
7

0
1
,3

2
7

そ
の

他

電
気

・
水

道
業

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

電
気

業
3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

ガ
ス

業

上
水

道
業

5
5

5
5

5

下
水

道
業

3
3

3
3

3

情
報

通
信

業

運
輸

業
8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

卸
・
小

売
業

2
2

2
2

2

宿
泊

・
飲

食

医
療

・
福

祉
9
,5

3
2

9
,5

3
2

5
5

5
9
,5

2
7

0
9
,4

8
3

4
4

9
,5

3
2

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
9
3

9
3

9
3

9
3

9
3

そ
の

他
の

業
種

※
2

1
1

1
1

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
く
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

県
外

再
　

生
利

用
量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

そ
の

他
量

県
内

再
生

利
用

量

自
己

最
終

処
分

量

委
託

中
間

処
理

量

委
託

直
接

最
終

処
分

量

自
己

中
間

処
理

後
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類

自
己

中
間

処
理

量
自

己
未

処
理

量
自

己
最

終
処

分
量

（
自

己
中

間
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

（
自

己
未

処
理

の
処

理
内

訳
）

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)

そ
の

他
量
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表
6
-
2
　

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
の

発
生

量
及

び
処

理
・
処

分
量

（
業

種
別

）
【
令

和
６

年
度

】
（
そ

の
２

）
（
単

位
：
千

ｔ/
年

）

（
K
）

（
O

）
（
L
）

（
M

）
（
M

1
）

（
M

2
）

（
R

）
（
Q

）
(Q

1
)

(Q
2
)

（
J
）

（
S
）

合
計

7
2
,6

5
3

2
6
9

2
6
9

2
2
5

4
4

7
2
,3

8
4

7
2
,3

7
9

5
1
9
,3

7
1

5
3
,0

1
3

3
1
,1

4
7

2
7
,3

7
0

3
,7

7
7

9
9
,5

5
0

4
,0

4
6

4
,0

4
6

9
9
,8

2
0

鉱
業

建
設

業
3
4
9

2
1
7

2
1
7

2
1
7

1
3
3

1
3
3

8
0

5
2

9
5

1
9

7
6

1
9

2
9
3

2
9
3

1
9

製
造

業
6
2
,5

5
1

8
8

8
6
2
,5

4
3

6
2
,5

4
3

1
4
,2

7
1

4
8
,2

7
2

2
8
,7

2
9

2
6
,7

6
5

1
,9

6
4

9
8
,9

4
6

1
,9

7
2

1
,9

7
2

9
9
,2

1
6

食
料

品
2
0
8

2
0
8

2
0
8

3
0

1
7
8

1
6
5

1
6
4

1
1
6
4

1
1

1
6
4

飲
料

･飼
料

4
4

4
1

3
0

0
0

0
0

0
0

繊
維

7
1

4
4

4
6
7

6
7

3
6
5

6
6

0
6

4
4

6

木
材

2
3
0

2
3
0

2
3
0

1
9
8

3
1

1
5
9

1
5
6

2
1
5
6

2
2

1
5
6

家
具

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

0
7
6

0
7
6

7
6

0

パ
ル

プ
･紙

3
3
8

3
3
8

3
3
8

3
0
4

3
4

3
1
9

3
1
9

1
3
1
9

1
1

3
1
9

印
刷

1
,0

2
5

1
,0

2
5

1
,0

2
5

1
1
2

9
1
3

8
7
5

8
6
1

1
4

8
6
1

1
4

1
4

8
6
1

化
学

2
2
,9

9
6

2
2

2
2
2
,9

9
4

2
2
,9

9
4

5
,4

2
1

1
7
,5

7
3

9
,5

4
1

8
,9

8
9

5
5
2

8
,9

8
9

5
5
5

5
5
5

9
,2

1
0

石
油

・
石

炭
1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

1
9
,5

4
2

5
,8

5
4

1
3
,6

8
8

1
,9

4
3

6
8
5

1
,2

5
8

6
8
5

1
,2

5
8

1
,2

5
8

6
8
5

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

6
7
9

6
7
9

6
7
9

2
3
1

4
4
8

4
8
8

4
8
4

4
4
8
4

4
4

5
3
0

ゴ
ム

6
6

6
6

6
6

8
5
8

1
6

1
6

0
1
6

0
0

1
6

皮
革

窯
業

･土
石

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
4
5

5
1
9

5
1
4

5
1
4

1
4

5

鉄
鋼

1
2
,3

0
5

2
2

2
1
2
,3

0
3

1
2
,3

0
3

1
7
1

1
2
,1

3
2

1
1
,3

9
4

1
1
,3

8
9

5
8
3
,4

8
2

7
7

8
3
,4

8
2

非
鉄

金
属

8
3

8
3

8
3

3
8
0

0
0

0
0

金
属

2
4
8

2
4
8

2
4
8

1
2
8

1
2
0

1
1
5

9
8

1
7

9
8

1
7

1
7

9
8

は
ん

用
機

器
1
,6

0
4

0
0

0
1
,6

0
4

1
,6

0
4

2
3

1
,5

8
1

1
,5

6
5

1
,5

6
5

1
1
,6

5
3

1
1

1
,6

5
3

生
産

用
機

器
2
9
7

2
9
7

2
9
7

1
3
4

1
6
2

1
3
8

1
2
7

1
1

1
2
7

1
1

1
1

1
2
7

業
務

用
機

器
6

6
6

0
6

0
0

0
0

0
0

0

電
子

部
品

1
,2

7
4

1
,2

7
4

1
,2

7
4

2
4
1

1
,0

3
2

7
4
5

7
3
8

7
7
3
8

7
7

7
4
1

電
気

機
器

2
3

2
3

2
3

2
2

1
2
0

2
0

0
2
0

0
0

2
0

情
報

通
信

機
器

輸
送

用
機

器
1
,3

2
7

0
0

0
1
,3

2
7

1
,3

2
7

1
,1

6
7

1
6
0

1
,1

4
3

1
,1

4
3

1
1
,1

4
3

1
1

1
,1

4
3

そ
の

他

電
気

・
水

道
業

4
4

4
4

4
4

4
2

2
3
3

3
3

0
3
3

0
0

3
3

電
気

業
3
6

3
6

3
6

3
6

3
3

3
3

3
3

3
3

ガ
ス

業

上
水

道
業

5
5

5
5

0
0

0
0

0
0

0

下
水

道
業

3
3

3
1

2
0

0
0

0
0

0
0

情
報

通
信

業

運
輸

業
8
0

8
0

8
0

8
0

3
1

2
1

2
2

1

卸
・
小

売
業

2
2

2
2

1
1

0
1

0
0

1

宿
泊

・
飲

食

医
療

・
福

祉
9
,5

3
2

4
4

4
4

4
4

9
,4

8
8

9
,4

8
3

5
4
,8

3
8

4
,6

5
1

2
,2

5
0

5
3
2

1
,7

1
7

5
3
2

1
,7

6
1

1
,7

6
1

5
3
2

サ
ー

ビ
ス

業
※

1
9
3

9
3

9
3

5
5

3
7

3
4

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

そ
の

他
の

業
種

※
2

1
1

1
1

1
1

0
1

0
0

1

注
1
）
本

結
果

表
で

は
農

業
か

ら
の

産
業

廃
棄

物
を

除
く
。

注
2
）
※

1
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
は

、
「
学

術
・
専

門
」
、

「
生

活
・
娯

楽
」
及

び
「
サ

ー
ビ

ス
業

」
の

合
計

値
で

あ
る

。

　
　

  
※

2
「
そ

の
他

の
業

種
」
は

、
「
林

業
」
、

「
漁

業
」
、

「
物

品
賃

貸
業

」
及

び
「
公

務
」
の

合
計

値
で

あ
る

。

委
託

処
分

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

業
者

自
治

体
県

内
県

外
業

者
自

治
体

県
内

県
外

（
処

理
後

の
処

理
内

訳
）

自
己

処
分

処
理

主
体

の
内

訳
(処

理
主

体
の

内
訳

)
(処

理
先

地
域

の
内

訳
)

(処
理

主
体

の
内

訳
)

(処
理

先
地

域
の

内
訳

)
委

託
中

間
処

理
後

量

再
生

利
用

量
最

終
処

分
量

そ
の

他
量

資
源

化
量

委
託

直
接

最
終

処
分

量
委

託
中

間
処

理
量

 
委

託
処

理
量

　
　

　
　

　
　

　
  
  
  
  
 区

分

　
種

類
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資 料（調査票及び記入例等） 
 

・岡山県産業廃棄物実態調査へのご協力について(依頼) ·································· 1 

・産業廃棄物処理実態調査票(建設業) ·················································· 2 

・産業廃棄物処理実態調査票(医療業) ·················································· 6 

・産業廃棄物処理実態調査票(建設業・医療業以外) ····································· 10 

・産業廃棄物分類番号表 ····························································· 14 

・産業廃棄物・副産物に関する意識調査票 ············································· 16 

 

 





循環第１９８号  

令和７年８月１日  

調査対象事業者 様 

岡山県環境文化部長 

岡山県産業廃棄物実態調査への御協力について（依頼） 

 本県の廃棄物処理行政の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を頂き感謝申し上

げます。 

 さて、本県では、令和４年３月に「第５次岡山県廃棄物処理計画」を策定し、循環型社会の形成

に向け各種施策を推進していますが、計画策定後の産業廃棄物を取り巻く社会・経済情勢は大きく

変化しております。 

 このため、令和８年度に廃棄物処理計画の見直しを行うこととしており、この計画の基礎資料と

するため、令和６年度を調査対象年度とした産業廃棄物の発生や処理等の状況に関する実態調査を

実施することといたしました。 

 つきましては、貴事業所を調査対象事業所として選定させていただきましたので、御多忙のとこ

ろ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨を御理解いただき、別添調査票に御記入の上、同封の返信用封筒

により令和７年９月９日（火）までに御返送いただきますようお願い申し上げます。 

（当部循環型社会推進課のホームページ（https://www.pref.okayama.jp/page/678363.html）から

調査票の様式ファイルをダウンロードして、下記返送先メールアドレスにメールで送付いただいて

も結構です。） 

 御回答いただきました内容につきましては、本調査の目的以外には使用せず、会社名や個人名を

公表することはありません。 

 なお、本調査は帝人エコ・サイエンス株式会社に業務を委託して実施しております。調査票の記

入方法等に関するお問い合わせや調査票の御返送については、同社までお願いいたします。 

【委託調査機関・お問い合わせ先・調査票返送先】 

帝人エコ・サイエンス株式会社（担当：中垣、佐藤） 

〒567-0837 大阪府茨木市南目垣１丁目４番１号 

電話番号：０１２０－２９６－４２５（フリーダイヤル） 

受付時間：９：００～１８：００（土日・祝日を除く） 

メールアドレス：sanpai@teijin.co.jp （お問い合わせ、調査票メール提出用）

【調査主体】 

岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 産業廃棄物班（担当：豊福） 

〒700-8570 岡山市北区内山下２丁目４番６号 

電話：086-226-7308（直通）
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別
紙

　
事

業
コ
ー
ド
表

コ
ー
ド
番
号

事
業
内
容

7
-
1

通
信
業

1
2
-
1

宿
泊
業

1
-
1

農
業

7
-
2

放
送

業
1
2
-
2

飲
食
店

1
-
2

林
業

7
-
3

情
報

サ
ー
ビ
ス
業

1
2
-
3

持
ち
帰

り
・
配

達
飲

食
サ

ー
ビ
ス
業

2
-
1

漁
業

7
-
4

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付

随
サ

ー
ビ
ス
業

1
3
-
1

洗
濯

・
理

容
・
美

容
・
浴

場
業

2
-
2

水
産
養
殖
業

7
-
5

映
像

・
音

声
・
文

字
情

報
製

作
業

1
3
-
2

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

3
-
1

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

8
-
1

鉄
道
業

1
3
-
3

娯
楽
業

4
-
1

総
合
工
事
業

8
-
2

道
路

旅
客

運
送

業
1
4
-
1

学
校
教
育

4
-
2

職
別
工
事
業
（
設
備
工
事
業
を
除
く
）

8
-
3

道
路

貨
物

運
送

業
1
4
-
2

そ
の
他
の
教
育
、
学
習
支
援
業

4
-
3

設
備
工
事
業

8
-
4

水
運

業
1
5
-
1

医
療
業

5
-
1

食
料
品
製
造
業

8
-
5

航
空

運
輸

業
1
5
-
2

保
険
衛
生

5
-
2

飲
料
・
た
ば

こ
・
飼
料
製
造
業

8
-
6

倉
庫

業
1
5
-
3

社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業

5
-
3

繊
維
工
業

8
-
7

運
輸

に
附

帯
す
る
サ

ー
ビ
ス
業

1
6
-
1

郵
便
局

5
-
4

木
材

・
木

製
品

製
造

業
（
家

具
を
除

く
）

8
-
8

郵
便

業
（
信

書
便

事
業

を
含

む
）

1
6
-
2

協
同

組
合

5
-
5

家
具
・
装
備

品
製
造
業

9
-
1

各
種

商
品

卸
売

業
1
7
-
1

廃
棄
物
処
理
業

5
-
6

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業

9
-
2

繊
維
・
衣
服
等
卸
売
業

1
7
-
2

自
動
車
整
備
業

5
-
7

印
刷

・
同

関
連

業
9
-
3

飲
食

料
品

卸
売

業
1
7
-
3

機
械

等
修

理
業

（
別

掲
を
除

く
）

5
-
8

化
学
工
業

9
-
4

建
築
材
料
、
鉱
物
・
金
属
材
料
等
卸
売
業

1
7
-
4

職
業
紹
介
・
労
働
者
派
遣
業

5
-
9

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

9
-
5

機
械

器
具

卸
売

業
1
7
-
5

そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

5
-
1
0

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
製

造
業

（
別

掲
を
除

く
）

9
-
6

そ
の

他
の

卸
売

業
1
7
-
6

政
治

・
経

済
・
文

化
団

体
5
-
1
1

ゴ
ム
製
品
製

造
業

9
-
7

各
種

商
品

小
売

業
1
7
-
7

宗
教

5
-
1
2

な
め
し
革
・
同

製
品
・
毛
皮
製
造
業

9
-
8

織
物

・
衣

服
・
身

の
回

り
品

小
売

業
1
7
-
8

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
業

5
-
1
3

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

9
-
9

飲
食

料
品

小
売

業
1
7
-
9

外
国
公
務

5
-
1
4

鉄
鋼
業

9
-
1
0

機
械

器
具

小
売

業
1
8
-
1

国
家
公
務

5
-
1
5

非
鉄
金
属
製

造
業

9
-
1
1

そ
の

他
の

小
売

業
1
8
-
2

地
方
公
務

5
-
1
6

金
属
製
品
製

造
業

9
-
1
2

無
店

舗
小

売
業

1
9
-
1

分
類
不
能
の
産
業

5
-
1
7

は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業

1
0
-
1

銀
行
業

5
-
1
8

生
産
用
機
械

器
具
製
造
業

1
0
-
2

協
同

組
織

金
融

業
5
-
1
9

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業

1
0
-
3

貸
金
業
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
等
非
預
金
信
用
機
関

5
-
2
0

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

1
0
-
4

金
融
商
品
取
引
業
、
商
品
先
物
取
引
業

5
-
2
1

電
気
機
械
器

具
製
造
業

1
0
-
5

補
助

的
金

融
業

等
5
-
2
2

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

1
0
-
6

保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
、
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
を
含
む
）

5
-
2
3

輸
送
用
機
械

器
具
製
造
業

1
1
-
1

不
動

産
取

引
業

5
-
2
4

そ
の
他
の
製

造
業

1
1
-
2

不
動

産
賃

貸
業

・
管

理
業

6
-
1

電
気
業

1
1
-
3

物
品

賃
貸

業
6
-
2

ガ
ス
業

1
1
-
4

学
術

・
開

発
研

究
機

関
6
-
3

熱
供

給
業

1
1
-
5

専
門

サ
ー
ビ
ス
業

（
他

に
分

類
さ
れ

な
い
も
の

）
6
-
4

水
道
業

1
1
-
6

広
告

業
1
1
-
7

技
術
サ
ー
ビ
ス
業
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